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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（1）教育に関する目標
① 教育の成果に関する目標

１）教育の成果に関する目標
中 【学士課程】

・ ２１世紀の知識社会の中で，自らの英知と意欲で主体的に生き，自らに課すべき義務と責任を主体的に選びとり，実践的に社会で活躍する人材を養成する
期 ために，基礎基本の確実な修得，実践的コミュニケーション能力を向上させ，豊かな人間性をはぐくむことを目的とする。

① 日本語表現力の向上
目 ② 英語等によるコミュニケーション能力の向上

③ ＩＴ活用能力の向上
標 ④ 問題解決能力の向上

⑤ 共生社会実現のための態度の育成
⑥ 異文化理解の促進

・ 学部専門教育においては，それぞれの分野における専門知識・技術の基礎的能力をはぐくむ。
【大学院課程】
（修士（博士前期）課程）
・ 専門領域の活動において，高い倫理観と専門知識に裏付けられた実践力を持ち，マネージメント能力の高い専門的職業人を養成する。

（博士（博士後期）課程）
・ 国際社会において多様な価値観を理解し，広い視野に立って活動できる高度専門的職業人および研究者を育成する。

２）卒業後の進路等に関する具体的目標
・ 修学目的を明確に意識させ，自ら学ぶ姿勢を身につけさせることによって，卒業後の進路を主体的に選択・決定できる能力を育てる。

３）教育の成果・効果の検証に関する基本方針
・ 厳正な成績評価等の実施により，教育（授業）の成果や効果を検証し，質の高い授業，分かりやすい授業の実現をめざす。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

１）共通教育の成果に関する具体的目標 【１－１】 ・ 平成１８年度に策定した教養教育「Graduation Policy（卒業時に身に付ける
の設定 ・ 教養教育の到達目標に沿った共通教 べき資質・能力）」に基づき，平成２０年度の共通教育カリキュラムを見直し，

育カリキュラムの見直しを行う。 また，GPがどの授業科目で達成されるのかを示したカリキュラムマップを公表し
【１】 た。
・ 社会の要請に柔軟に対応する「コー
スカリキュラム」を発展させ，主体的
な学習意欲に基づいた基礎学力および
課題探求能力を向上させる。

【２】 【２－１】 ・ 『学生の意欲を喚起する「基礎セミナー」の展開方法を学ぼう』をテーマとし
・ 対話と討論を重視した少人数クラス ・ 基礎セミナーの授業改善を目的とし た全学ＦＤ講演会を開催した。また，各学部の特性に応じた基礎セミナーの計画
による授業科目を全学的に開設し，学 た全学ＦＤ（Faculty Development） を策定した。
部専門教育と連携することで，コミュ を実施し，少人数教育の改善を図る。
ニケーション能力，問題解決能力およ
びプレゼンテーション能力を育成す
る。

【３】 ・ 各学部・学科毎に定めたＴＯＥＩＣ認定基準未到達者に対しては，共通教育の
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・ 卒業時点で十分なコミュニケーショ 「ＴＯＥＩＣ指導」により，基礎レベルの英語コミュニケーション能力の向上に
ン能力の獲得を可能とする「ＴＯＥＩ 努めている。人文学部英語英米文学コースでは，平成１９年度までの実績に基づ
Ｃを利用した修学システム」を充実さ き，平成２０年度から卒業要件基準を５００点に上げることを決めた。また，学
せるとともに，言語教育の実施機能を 長表彰の選考対象となるTOEICスコア８６０点以上の達成者を１３名出しており，
充実させることによって，外国語の実 これは例年のほぼ２倍である。
践的コミュニケーション能力を向上さ
せる。 【３－１】 ・ 大学院レベルでの海外留学を目指した「平成の長州ファイブプロジェクト」を

・ 外国語センター開講のアドバンスト 推進するため，工学部の専門科目として，ＴＯＥＩＣスコア600点獲得が単位認
コース授業（学生の到達度レベルに応 定基準である「英会話特別授業」を開設し，スコア７００点達成者や１００点ア
じた外国語の授業）を実施するととも ップ達成者を多数生み出した。
に，同授業の見直しを行う。

【４】 【４－１】 ・ 「情報処理演習」の内容及び実施体制の見直しを行い，クォータ制を取り入れ
・ 現在の情報処理演習を発展させ，高 ・ 「ＩＴ（Information Technology） た「情報リテラシー演習」及び「情報セキュリティ・モラル」のシラバスを作成
度情報社会におけるＩＴ(Information 教育検討ワーキング・グループ」の答 した。また，情報処理分科会の組織に，リテラシー教育だけでなくセキュリティ
Technology)活用能力を育成する。 申に基づき，情報処理演習の内容の見 ・モラル教育も担当できる専門家を加えた。

直しと，実施体制の検討を行う。

【５】 【５－１】 ・ 学生のボランティア活動に対する授業科目の設定と単位化の検討を行い，学外
・ 全学生を対象としたボランティアに ・ 学内におけるボランティア活動につ でのボランティア活動を対象とした「地域と出会う」に加えて，平成２０年度か
関する授業や地域と連携した学生参加 いて，授業科目の設定と単位化を検討 ら，学内でのボランティア活動も対象とした「ボランティアと自主活動」を新設
の体験型授業を開設し，地域社会への する。 した。
理解を深める。

【６】 【６－１】 ・ 従前から共通教育科目として，「倫理学」を開設し，環境・人権・ジェンダー
・ 倫理，人権，ジェンダー，環境に関 ・ 共通教育カリキュラムの検討の中 は，さまざまな授業において，個別のテーマとして取り上げていたが，より体系
する授業科目を充実し，学部専門教育 で，倫理・人権・ジェンダー及び環境 的なカリキュラムとするため，主題別に授業科目を整理し，平成20年度から「社
と連携することによって，共生社会実 に関する授業科目を主題別に整理す 会学（人権・ジェンダー・人間環境論）」を新設して，テーマを科目名に明示す
現のための態度を育成する。 る。 ることを決めた。

【７】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 海外短期語学研修の英語研修の単位認定に加え，平成19年度から，中国語及び
・ 「インターナショナル・キャリア・ ハングルに関して単位化（４単位）した。これに伴い，危機管理の点に重点をお
アップ・プログラム」を実施すること いた事前研修を義務化し，現地研修へ円滑かつ安全に移行できるようにした。ま
により，異文化理解を促進し，豊かな た，ロンドン大学と学術交流協定を締結し，海外短期語学研修先として新たに加
国際感覚をはぐくむ。 えた。 さらに，平成18年度に引き続き，経済学部は「国際協力論」を開講し，

国際協力機構中国国際センターから派遣された専門家及び青年海外協力隊員を講
師として授業を行なった。

・ 放送大学との単位互換協定を締結しており，学生に多様な教育機会の提供を行
ってきた。補習教育や，非常勤講師が得られず本学では開設できない授業科目へ
の単位互換の活用を組織的に進めるため，平成１９年度からの３年計画で「放送
大学を活用した共通教育改善プログラム」に着手し，開設科目の設定と準備を行
った。

・ 大学院レベルでの海外留学を目指した「平成の長州ファイブプロジェクト」を
推進するため，工学部の専門科目として，TOEICスコア600点獲得が単位認定基準
である「英会話特別授業」を開設し，スコア７００点達成者や１００点アップ達
成者を多数生み出した。

山口大学
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２）卒業後の進路等に関する具体的目標 【平成１９年度年度計画なし】 １．メールマガジン「学生支援センター／就職NEWS」（５２回）を毎週配信すると
の設定 ともに，山口大学生活協同組合と協力し，「就活Information」（３０００部）及

び平成１９年度から新たに「プレ就活Information」を発行（１０００部）した。
【１１】 ２．就職アドバイザー及び就職支援室スタッフによる，学生に対する就職相談・指
・ 学生の卒業又は修了後の進路につい 導（１５００件）を行った。また，山口県若者就職支援センターの相談コーナー
て，具体的目標を定めるとともに，進 「ＹＹジョブサロンｉｎ山大」をキャンパス内に設置し，学生の就職相談（９４
路選択に関する相談受付や情報提供に ９件）を受け付けた。
ついて，全学的な支援体制を整備充実 ３．学生に業界の動向や社会・仕事を理解させることを目的に，大学３年生及び修
する。 士課程１年生を対象として，平成１９年１２月８日から平成２０年３月４日に「学

内業界・企業研究会」を開催し，企業３６８社及び学生延べ４７３７名の参加が
あった。

【１２】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 「山口大学就職活動ハンドブック」を発行し，就職先一覧等の就職に関する各
・ 卒業生の進路に関するデータ収集を 種のデータを公表した。また，平成１４年度以降の卒業生の満足度調査（回収数
毎年度行い，データの集積を図るとと ２５２人）と就職先企業の満足度調査（回収数１２６社）を行い，集計データを
もに，整理・分析を行う。 各学部等の就職支援担当者と共有し，就職支援に活かしている。

【１３】
・ 卒業生の満足度および就職先企業等
の満足度について数年ごとに調査を行
い，データを集積・分析し，就職・進
路支援に資する。

３）教育の成果・効果の検証に関する具 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 「最近の学生の実態と客観的な成績評価の方法」をテーマとしたＦＤ研修を実
体的方策 施した。「ルーブリック評価」を紹介し，情意的領域や向上目標などの達成度を

【学士課程】 客観的に測定し，形成的評価や総括的評価に生かす方法や技術について検討を行
い，その結果は，平成19年度ＦＤ報告書に取りまとめ公表した。

【１４】
・ 国際的に通用する厳正な成績評価を
行うために，成績評価に関するガイド
ラインを示し，実施する。

【１５】 【平成１９年度年度計画なし】 【平成１８年度に引き続き継続実施した項目】
・ 毎年度の全授業内容をデータベース
化し，教育活動の評価に必要な基礎デ
ータとする。

【１６】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 平成１８年度の小・中・高の教員免許，医師国家試験受験資格，看護師，保健
・ 国家試験・資格試験・統一試験等の 師等の合格者数を調査収集し，そのデータを各学部等の就職支援担当者と共有し，
試験結果を集積し，毎年度継続的に公 就職支援に活かしている。
表する。

【大学院課程】 【平成１９年度年度計画なし】 【平成１８年度に引き続き継続実施した項目】

【１７】
・ 研究科ごとに，学生による研究テー
マ・学術論文発表状況・具体的研究活
動状況を公表する。
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【１８】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 「山口大学要覧」及び「山口大学就職活動ハンドブック」において，学生の在
・ 前年度末における学生の修了・在籍 籍状況，卒業・修了後就職先及び就職状況を公表した。
状況を公表するとともに，修士課程修
了者，博士（後期）課程修了者の進路
を公表する。

【１９】 【平成１９年度年度計画なし】 【平成１８年度に引き続き継続実施した項目】
・ 原則として，修士論文発表会等は公
開で行う。

【２０】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 社会的な問題となっているオーバー・ドクターについて，本学の博士課程修了
・ 博士取得後の活動状況について追跡 者の現況を把握するため，平成１４年度以降の学位取得者を対象に在学時の指導
調査を行う。 教員を通じて「博士取得後の活動状況追跡調査」を行い，４３６人分のデータを

収集した。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（1）教育に関する目標
② 教育内容等に関する目標

中 １）アドミッション・ポリシーに関する基本方針
期 ・ 山口大学の学生受入れの基本方針に基づき，各学部・研究科のアドミッション・ポリシーを分かりやすく説明する。
目 ・ アドミッション・ポリシーに応じた入試方法の改善を検討し，実施体制を整備する。
標 ２）教育課程に関する基本方針
【学士課程】
・ 社会のニーズに柔軟に対応でき，基礎基本を確実に学び，実践的コミュニケーション能力および情報リテラシー能力を向上させ，豊かな人間性をはぐくむ
ことを目標とする。

① 専門分野の確実な修得を重視したカリキュラムの編成を行う。
② 多様なニーズに対応するカリキュラムを研究・開発し，実施する。
③ 各学部における教育の専門性と共通教育の連携に配慮した学士課程のカリキュラム編成を行う。

【大学院課程】
（修士（博士前期）課程）
・ 学士課程教育との連続性を考慮したカリキュラムを編成する。
・ 学生の多様なニーズにこたえられる専門的職業人を育成するカリキュラムを編成する。

（博士（博士後期）課程）
・ 各研究科における教育研究の独自性を活かしたカリキュラム編成や，社会的要請に応じた教育活動を展開する。

３）教育方法に関する基本方針
【学士課程】
・ 自主的自発的学習を促す教育方法を開発する。
・ 学習内容の確実な理解を可能とする授業方法を開発する。
・ 社会と連携した教育を実施する。
・ 学生の授業評価等からの要望を教育方法の改善に反映する。

【大学院課程】
（修士（博士前期）課程）
・ 専門的職業人を育成するために，地域社会や現場と連携した実践的な教育活動を重視する。

（博士（博士後期）課程）
・ 他大学院・研究科との連携を進め，幅広い研究指導を受けられるようにする。

４）成績評価に関する基本方針
【学士課程】
・ 授業科目ごとに到達目標と成績評価基準の明確化を図り，到達度を判定する方法を導入する。
・ 成績評価を管理･評価する体制を整備する。
・ 全学生の総合的な成績算定方式を定め，導入する。

【大学院課程】
・ 授与する学位（博士）の申請基準を明確にする。
・ 成績評価を管理する体制を整備する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

１）アドミッション・ポリシーに応じた 【２１－１】 １．入試広報活動の効果測定のための基本情報を整理するとともに，入試動向に関
入学者選抜を実現するための具体的方 ・ アドミッション・ポリシーを良く理 わる情報収集体制の構築を図った。
策 解した学生を受け入れるため，入試広 ２．従来から冊子として『大学案内』を作成・配付していたが，新たに電子媒体に

報の改善充実を行う。 よる『デジタル山口大学』を制作してWeb上で公開・CD-Rでの配付等，効果的な
【２１】 入試情報の提供に努めた。
・ 高校生や保護者を対象とする説明会 ３．高等学校教諭を対象とした説明会を開催するなど訴求効果に応じた広報活動を
の定期開催などを通じ，アドミッショ 行い，オープンキャンパス等に学生の力を活用した入試広報を展開した。
ン・ポリシーを大学の内外に対し広報 ４．引き続き他大学との連携を進め，中四国地区の各国立大学との合同説明会を大
する。 阪，岡山，高松で実施した。
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【２２】 【２２－１，２３－１】 １．入学者選抜のあり方について検討を行い，平成20年度ＡＯ入試の評価方式にＡ
・ 各学部・研究科のアドミッション・ ・アドミッション・ポリシーと入学者選 方式とＢ方式（Ａ方式は面接試験と講義等理解力試験の評価比率が５：５，Ｂ方
ポリシーを踏まえて，大学入試センタ 抜方法との整合性を図りながら，入学者 式は３：７）を導入し，工学部の前期日程試験で地方会場（大阪会場）を設けた。
ー試験の取扱いや，面接，小論文の組 選抜方法のあり方を継続して検討する。 ２．平成１８年度卒業生を対象に行った第１回「卒業時の状況に関する調査」，平
み合わせ等，入学者選抜方法の改善に 成１９年度入学生を対象に行った第２回「大学受験時の状況に関する調査」につ
努める。 いて８月に分析結果をアドミッションセンターのホームページ上に掲載し，各学

部にフィードバックした。平成１９年度「卒業時の状況に関する調査」は平成１
【２３】 ９年１２月に実施した。
・ 入学生について入試制度別に継続的 ３．本学のAO入試のあり方の参考にするため，九州大学21世紀プログラム課程を訪
追跡調査を行い，入学者選抜方法の改 問調査した。
善に資する。

２）教育理念等に応じた教育課程を編成 【２４－１】 ・ 共通教育の数学及び英語については，習熟度別のクラス編成を行っており，数
するための具体的方策 ・ 共通教育（数学・英語）において， 学はクラス編成にあたりプレースメントテストを実施した。数学，物理学，英語，

【学士課程】 習熟度別のクラス編成で授業を実施す 化学及び生物学について，学習相談支援室を開設し学生の学習相談・指導を行い，
る。 数学と物理については理学部と大学教育センターで共同運営した。

【２４】
・ 対話と討論を重視した少人数クラス
による授業科目を全学的に開設し，習
熟度別のクラス編成および授業を実施
する。

【２５】 【平成１９年度年度計画なし】 【２６】を参照願います。
・ 共通教育と学部専門教育との連携に
配慮して，各段階において多様な選択
が可能となるカリキュラムを編成す
る。

【２６】 【２６－１】 １．各学部学科別に求められる共通教育の理系基礎科目の到達目標が異なることか
・ 多様な入学生に対する基礎教育を目 ・ 理系基礎科目について，高校での履 ら，各学部学科の教育目的に応じた到達目標をシラバスに設定し，共通教育理系
的とする「入門科目」を充実し，学生 修状況及び専門教育への接続を考慮し 基礎科目を見直し，自然科学系列の数学，物理学，化学及び生物学分野の授業科
の関心と達成度を最優先するカリキュ たカリキュラムを検討する。 目を教科の特性に応じて，共通教育から専門教育への接続等を考慮した学部・学
ラムを編成する。 科別クラス編成を行った。

２．数学についてはプレースメント・テストを実施し，基準点に達しない学生をす
べて収容できる新しい習熟度別クラス編成を行い，週２回開講した。

【２７】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 短期的で具体的な目標を設定して教育効果を上げるため，各セメスターの半分
・ クォーター制授業を取り入れた新し の期間において各授業を完結させるクォーター制を共通教育に取り入れ，英語及
いカリキュラムを編成する。 び自然科学の授業科目で実施している。また，情報処理演習の見直しを行い，平

成２０年度から「情報リテラシー」及び「情報セキュリティ・モラル」をクォー
タ制で実施することとした。

【大学院課程】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 技術経営分野に関するカリキュラム開発を進めており，「解析主導設計（ALD）
（修士（博士前期）課程） を活用した先進ものづくりを実現する体系的地域人材高度化教育」が平成19年度

「社会人の学び直しニーズ対応教育プログラム」(文部科学省)に採択された。ま
【２８】 た，教育学研究科の「ちゃぶ台ネットによる理科教育支援計画」が平成19年度「専
・ 各研究科において，専門的職業人育 門職大学院等教育推進プログラム」(文部科学省)に採択された。
成のため，実践的な内容を考慮したカ
リキュラムを編成する。

【２９】 【平成１９年度年度計画なし】 【平成１８年度に引き続き継続実施した項目】
・ 学士課程との連続性に考慮したカリ
キュラム，他分野からの入学に対応で
きるカリキュラム，また，学士課程と
の６年一貫のカリキュラム等を編成
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し，可能な研究科から導入する。

【３０】 【３０－１】 ・ 理工学研究科環境共生系専攻では，山口県の工業地帯である周南地区の社会人
・ 現職教員や社会人のリカレント教育 ・ 理工学研究科での社会人教育の充実 を対象に，環境及び科学技術に関する系統的及び実践的教育を提供するために，
においては，複数地域での修学を可能 を図るため，周南地区等で遠隔教育シ 徳山工業高等専門学校にサテライト教室を開校した。
とし，また，夜間開講，通信による教 ステムを活用したサテライト教室によ
育にも対応できるようカリキュラムを る授業を実施する。
検討する。

（博士（博士後期）課程） 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 各研究科においてカリキュラム改善を継続し，医学系研究科においては，「Gr
aduation Policy（修了時に身につけるべき資質・能力）」に基づいたカリキュ

【３１】 ラム改善の方向について大学教育センターと協力してＦＤ研修会を実施した。
・ 現行カリキュラムの再点検を進め，
各博士課程の設置目的と目標に応じた
カリキュラムの再編成を図る。

【３２】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 学生に，国際的な研究課題や先進的な研究事例等に触れる機会を提供するため，
・ 社会的要請の高い研究課題および国 国際的なシンポジウム及びセミナー等を，連携協定を締結している大学等と共同
際的研究動向を踏まえた特別講義・シ 開催しており，平成１９年度に開催した主なものは，次のとおりである。
ンポジウム・セミナー等を積極的に実
施する。 ○平成１９年１０月１８～２０日，拠点大学事業とし，JSPS-NRCT「第６回最終合

同セミナーを山口大学とカセサート大学が共催して，タイ ナコン・シー・タマ
ラートにおいて開催（参加者 130名。うち本学関係者 １２名）

○平成２０年１月１７日，長州五傑を記念した「第４回Choshu London Memorial S
ymposium」を開催。同時に，"Choshu-Five Lecture"を学内外に向けて公開

○平成１９年１２月５～６日，「ICIM2007 the 4th International Conference on
Innovation & Management」 を開催

○平成１９年６月２日，「Sigma Theta Tau Internaitonal (STTI)シンポジウム」
を開催

○平成１９年１２月１４～１５日，国際シンポジウム「観光振興に寄与する人材育
成について」を開催

３）授業形態，学習指導法等に関する具 【平成１９年度年度計画なし】 【３４】を参照願います。
体的方策【学士課程】

【３３】
・ 分かる授業の実施を教員共通の目標
に掲げ，学習指導法に関する具体的実
践を蓄積し，全学的に共有化できるシ
ステムを整備する。

【３４】 【３４－１】 ・ Ｗｅｂシラバスに，授業科目毎に到達目標及び到達基準を掲載するとともに，
・ 授業科目ごとに到達目標と評価基準 ・ 教員授業自己評価を実施して，授業 学部学生による授業評価をもとに，教員の授業自己評価を実施しており，「授業
をシラバスに明示する。 実施上の問題・改善点をWebページで 実施上の問題点・改善点」をＷｅｂページに蓄積・公開し，教育の質の改善を行

公開する。 っている。

【３５】 【平成１９年度年度計画なし】 【平成１８年度に引き続き継続実施した項目】
・ Ｗｅｂ(World Wide Web)シラバスの
充実を図り，ＩＴ利用教育の支援体制
を整備する。

【３６】 【平成１９年度年度計画なし】 １．「おもしろプロジェクト」は，継続して行っている本学独自の事業で，学部生
・ 地域社会の中で，学生が主体的・自 及び大学院生を対象とし，学生グループが自主的に企画した特定のテーマを審査
主的に取り組んでいる活動や学内イン 選考し，資金面等の支援（１件60万円以内）を行うものであり，平成１９年度は
ターンシップなどを「自己発見育成授 １０件を採択した。毎年度末に「おもしろプロジェクト」の成果報告会を開催し，
業」として実施する。 学外有識者２名を招聘して講演と講評を行い，学生にとって有意義な報告会とし
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た。

２．学生の自主活動の拠点として「自主活動ルーム」を設置しており，来室学生数
は延べ１０４７名となり，平成１８年度の４６２名の倍増以上となった。

【３７】 【平成１９年度年度計画なし】 １．総合科目「就職」の中でインターンシップをテーマとして講義し，インターン
・ インターンシップの充実に努め，社 シップの意義，情報収集の方法及び参加の手順について情報提供した。
会と連携した教育方法を開発し，実施 ２．学内インターンシップを平成１７年度から開始し，国立大学法人業務の就業体
する。 験として平成１９年９月に１１名を受け入れた。

３．学内外の各種インターンシップ情報を，電子メール及びＷｅｂページで学生に
提供した。

【大学院課程】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 現代GPとして「教職を目指す学生への実践型知財教育の展開 - 学生による指
（修士（博士前期）課程） 導案と教材の開発及び検証を通した知財教育の展開 -」に採択され，知的財産に

係る指導的教育者を養成するプログラムの構築を進めた。
【３８】
・ 各研究科は，地域社会や現場と連携
した実践的な教育活動について検討
し，実施する。

【３９】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 理学部及び工学部では，地域共同研究開発センターを通じて，企業等に対して
・ 社会人およびリカレント教育におい 卒論テーマの募集（平成２０年１月７日～31日）を行い，教員とのマッチング面
ては，派遣元の企業および公共団体等 談のもと，卒論テーマを決めている。
と協議した研究テーマに基づいて修士
論文指導を行うことも導入する。

（博士（博士後期）課程） 【平成１９年度年度計画なし】 【７】を参照願います。

【４０】
・ 他大学院・研究科との相互連携を段
階的に進め，単位互換や他大学院・研
究科の教員の指導を受けられる制度を
充実する。

４）適切な成績評価等の実施に関する具 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 英語については，到達度判定ができる項目応答理論を応用した単語テストを開
体的方策 発した。

【学士課程】

【４１】
・ シラバスに明示した到達目標と評価
基準に基づいて，受講者の到達度を判
定する方法を導入する。

【４２】 【４２－１】 ・ 各学部及び研究科に分散管理されていた成績データを一元化し，サーバーのセ
・ 各学部における電算機による成績デ ・ 「教務・厚生事務電算システム」に キュリティを高めた。付加機能としては，共通・学部教育の別なく担当授業すべ
ータの把握・管理体制を整備し，全学 おいて，成績データの全学一元的管理 ての履修者名簿とメールアドレスから教材配布や双方向コミュニケーションが容
一元的データ管理体制を構築する。 体制の構築を進める。 易となった。

【４３】 【平成１９年度年度計画なし】 【平成１８年度に引き続き継続実施した項目】
・ 学部ごとに単位数の上限を設定し，
ＧＰＡ(Grade Point Average)方式を
段階的に導入する。

【大学院課程】 【４４－１】 ・ 各研究科ごとに，「学位授与に関する細則」等に申請資格，審査委員会の構成
・ 各研究科若しくは専攻ごとに学位論 及び申請書類を定め，審査スケジュール等とともに，「学生要覧」等に掲載し大

【４４】 文に係る評価及び修了の認定の基準を 学院生に周知した。
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・ 各研究科ごとに学位（博士）の申請 明示する。
基準を明確にする。

【４５】 【４５－１】 【４２】を参照願います。
・ 各研究科における電算機による成績 ・ 「教務・厚生事務電算システム」に
データの把握・管理体制を整備し，全 おいて，成績データの全学一元的管理
学一元的データ管理体制を構築する。 体制の構築を進める。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
③ 教育の実施体制等に関する目標

１）教員の配置に関する基本方針
中 ・ 円滑な学部・研究科の教育を実施できる教員配置を行う。

・ 円滑な共通教育を全学で実施できる教員配置を行う。
期 ２）教育環境の整備に関する基本方針

・ 学ぶ者，利用する者の立場に立った整備を行う。
目 ・ 少人数授業等に対応して，必要な学習スペースを確保する。

・ 教材・図書・資料等の共同利用体制を整える。
標 ３）教育の質の改善のためのシステムに関する基本方針

・ 教育活動実績と成果に関する自己点検評価システムを構築し，実施する。
・ 授業に関するピア・レビューを実施する。
・ 全授業について，学生による評価および教員による自己評価を行う。

４）教材，学習指導法等に関する研究開発及びＦＤに関する基本方針
・ 山口大学の特色を活かした教材開発と学習指導法を充実する。
・ 授業改善や教材開発に必要な効果的ＦＤ研修を通した教育改善と評価法を確立する。

５）教育の学内共同体制に関する目標
・ 大学教育機構は，地域社会の発展に貢献する基幹総合大学をめざした高等教育を総合的に支援する中核組織としての役割を果たすことをめざす。
① 大学教育機構の活動を通して学生の視点に立った教育の質の確保とキャンパスライフを 充実する。
② 地域の大学，関係機関との協力関係を築いて，地域社会の知的発展に貢献する。

・ 学術情報機構は，高度情報化に対応して，大学の教育・研究・地域社会貢献活動を，情報基盤の面から総合的に支援する中核組織としての役割を果たすこ
とをめざす。

６）学部・研究科等の教育実施体制等に関する特記事項
・ 連合獣医学研究科の充実に努める。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

１）適切な教員の配置等に関する具体的 【４６－１】 ・ 教員人事計画に関するヒアリングを実施し，当該人事計画の教育研究目的・戦
方策 ・ 各部局ごとに教員人事計画に関する 略性を考慮の上，教育・研究及び診療活動等の充実・強化のため，学長裁量によ

ヒアリングを実施して，教員人事計画 る「学長運用ポスト」のうち，戦略的ポストとして教育学部，経済学部，，理学
【４６】 と当該部局の教育目的・目標との関係 部，医学部，工学部，農学部，大学評価室及び附属病院に暫定的に教員を配置す
・ 年度ごとの各部局等への教員の配置 及び戦略性を聴取し，平成18年度に策 ることとした。併せて，平成２０年度における各部局等の教員配置数等を決定し，
は，各部局等の教育目的や目標に基づ 定した教員配置の方針に基づき，平成 通知した。
く要望を踏まえて，全学的な観点から 20年度の教員配置を決定する。
配置する。

【４７】 【平成１９年度年度計画なし】 【４６】を参照願います。
・ 教員が定年等により辞めた場合の配
置は，各部局等の教員配置の現状を考
慮しつつ，全学的な将来構想や計画に
基づいて，改めて配置する。

２）教育に必要な設備，図書館，情報ネ 【平成１９年度年度計画なし】 ・ ＰＣを活用した学習や就職活動をサポートするため，共通教育棟の情報ラウン
ットワーク等の活用・整備の具体的方 ジの内部を整備した。
策

【４８】
・ 教育に必要な設備等については，全
学的な計画を立て整備を進める。
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【４９】 【平成１９年度年度計画なし】 【平成１８年度に引き続き継続実施した項目】
・ 少人数授業に対応した演習室・セミ
ナー室の整備を進める。

【５０】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 「TOEIC準備」のオンライン自習課題ノートが完成し，１年生全員が週２時間程
・ ＩＴ活用による教育の質の向上のた 度の自学自習を行った。また，自己開発のオンライン単語テストを試験運用し，
め，教材の整備，教材作成の支援体制 習熟度判定のためのシステム開発を進めた。アルク・ネットアカデミーを充実し
の整備，ＶＯＤ(Video on Demand)に て低習熟度の学生も含めて総合的な学習環境を整備した。
よる教材の配信サービス等を促進す
る。

・ 平成１９年度においても，情報セキュリティ講習会等をコンテンツ作成システ
ム(CAC)によりe-learning教材化して蓄積し，コンテンツの充実に努めた。また，
e-learning教材の制作促進と発展を図るために，学長裁量プロジェクトによるデ
ジタルコンテンツ素材のアーカイブデータベースを構築するとともに，全学的な
観点からe-learning環境の構築を検討する研究会を発足した。

【５１】 【５１－１】 ・ 教務・厚生事務電算システムのデータを全学一元化した。同時に，学生へのメ
・ Ｗｅｂシラバスを充実させ，また， ・ 学生が自らの成績をWebページで確 ール配信や受講生名簿ファイルなど一部の機能充実が実施されたが，WEBによる
学生が自らの成績を確認できる電算シ 認できるよう「教務・厚生事務電算シ 成績閲覧システムは平成２０年度のシステム更新時に実施することとした。
ステムを開発する。 ステム」の機能充実を図る。

【５２】 【５２－１】 １．各学部のアドミッション・ポリシー及びグラデュエーション・ポリシーを重視
・ 学術情報機構は，教育活動基盤資料 ・ 各学部等のアドミッション・ポリシ した教育用資料並びにシラバス掲載図書を収集するとともに，図書館Ｗｅｂペー
として，電子ジャーナルを含む教育基 ー及びグラデュエーション・ポリシー ジ上に教員推薦図書ポータルを開設し，「学生に読ませたい図書」を掲載した。
盤雑誌，データベース，教育基盤図書 を重視した教育基盤資料の充実に努め ２．総合図書館では，新たに学生による学生図書選定ＷＧを設置し，学生の視点に
を計画的に整備し，教育情報提供機能 る。 立った図書の選定に着手した。
の一層の充実に努める。

【５３】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ ３キャンパスの図書館ラウンジ，メディア基盤センター演習室に無線LANのア
・ 分散キャンパス間の教育を有効かつ クセスポイントを設置した。
円滑に実行できる環境を整備する。

３）教育活動の評価及び評価結果を質の 【５４－１】 １．「組織を単位とする全学的自己点検評価実施概要」を定め，教育組織単位の教
改善につなげるための具体的方策 ・ 教育組織単位の教育活動の評価の具 育活動を評価する方法を策定した。

体的な実施計画を策定し，評価の実施 ２．「教員の全般的活動評価実施要項」を策定し，教員の全般的活動評価を実施し
【５４】 に向けた準備を進める。 て，組織単位の教育活動の把握と活動改善のための資料とした。
・ 教育組織単位の教育活動を評価し，
改善に役立てるための評価項目と評価
方法を定める。

【５５】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 各学部及び研究科において，ＦＤ研修計画を立案し，授業改善のためのピア・
・ 授業改善のためのピア・レビュー(P レビューを実施した。
eer Review)を段階的に進め，全学的
に実施する。

【５６】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 学部学生による授業評価をもとに，教員の授業自己評価を実施し，「授業実施
・ 学生による授業評価および教員授業 上の問題点・改善点」をＷｅｂページに公開して，教育の質の改善を行った。
自己評価を全学的に実施する。

【５７】 【５７－１】 ・ 平成２０年度の「教員の教育貢献度評価」の実施に向け，国立大学法人山口大
・ 教育活動実績，学生による授業評価，・ 平成２０年度に教員の教育貢献度を 学教育情報システム（IYOCAN）データの利用に関し大学教育センター及びFD委員
教員授業自己評価等に基づいて，教員 評価するために，各学部及び大学教育 会と協議し，使用データを確定して，入力システムの構築に着手した。
の教育貢献度を総合評価し，教育の質 センターと連携し，関連するシステム
の改善に努める。 へのデータ入力を行い，評価に必要な

データを収集する。
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【５８】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 共通教育における分野間の担当教員数の偏りや教員不足の顕著な科目への対応
・ 共通教育に対する全教員の自発的貢 を全学的な視点から見直すため，専門教育も含めた個人貢献度の平均化及び部局
献を促すため，専門教育をも考慮した 貢献度の定量的評価と平均化の検討を行い，学部間の共通教育への貢献度を予算
共通教育のインセンティブ・システム 配分に反映するシステムに移行し，インセンティブの対象を個人から組織へ変更
の導入を図る。 することで，共通教育を実施する責任体制を強化した。

４）教材，学習指導法等に関する研究開 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 次のテーマでＦＤ活動を推進した。
発及びＦＤに関する具体的方策 ①聴覚障害学生への授業方法

②学生の意欲を喚起する「基礎セミナー」
【５９】 ③学生を授業に参加させる課題解決型の授業の方法
・ 山口大学独自のワークショップを中 ④最近の学生の実態と客観的な成績評価の方法
心としたＦＤ(Faculty Development)
の内容と方法を確立し，ＦＤ研修会の
充実に努める。

【６０】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 情報リテラシー演習の教材のバージョンアップと，情報セキュリティ・モラル
・ 授業科目別部会を単位にして，山口 の統一教材の制作を行った。「ＴＯＥＩＣ準備」のオンライン自習課題を完成さ
大学独自の共通教育の教材を開発す せ，入学者全員を対象に実施した。項目応答理論を用いた英単語テストを作成し，
る。 英語力判定テストとして試験運用を行った。

【６１】 【平成１９年度年度計画なし】 【平成１８年度に引き続き継続実施した項目】
・ 授業改善のためのピア・レビューの
成果に基づいて教材・学習指導法の研
究開発を進め，その開発・改善成果を
公表し，全学的に共有する。

５）教育の学内共同体制に関する具体的 【６２－１】 ・ 平成１９年８月７日～８日，高校生，保護者及び高等学校教諭を対象にオープ
方策 ・ 大学教育機構を構成する６センター ンキャンパスを実施し，午前中は全学的な企画を，午後は各学部毎に入試説明及

が各学部と連携協力し，オープンキャ び施設見学等を行った。医学部では，山口県と共催して「医師を理解するセミナ
【６２】 ンパスを実施する。 ー」を開催した。
・ 大学教育機構は，入学試験，教育シ
ステムの改善，留学生・学生の生活支
援，保健管理，教育面における社会連
携を企画・実施する。

【６３】 【６３－１】
・ 大学教育機構は，各学部と協力して，・ 教養教育の到達目標及び各学部のグ １．新学習指導要領のもとに教育を受けた入学生に対応するため，教養教育の「Gr
共通教育と学部専門教育の教育課程の ラデュエーション・ポリシーを踏ま aduation Policy(卒業時に身に付けるべき資質・能力)」を踏まえ，学部専門教
編成を点検し，改善する。 え，大学教育機構と各学部が連携協力 育との接続を踏まえた，平成20年度共通教育カリキュラムの見直しを行った。

し，共通教育カリキュラムの見直しを
行う。

・ 本学の教員養成の理念及び基本方針 ２．山口大学教職本部を設置し，山口県内大学連携による教員免許状更新制に関す
に関すること等を審議するため，山口 る検討を進め，平成20年度に試行講習を実施することとなつた。
大学教職課程運営本部（仮称）を設置
する。

【６４】 ・ 山口県立山口高校，岩国高校，宇部高校，島根県立益田高校のスーパーサイエ
・ 高大連携に関するセミナーの実施お ンスハイスクール（ＳＳＨ）活動を支援する講座等を実施するとともに，依頼の
よび内容の充実を図る。 あった高校への「出前講義」を行った。また，山口県内高等学校長との懇談会（セ

ミナー）において，高大連携についての意見交換を行った。

【６５】 【平成１９年度年度計画なし】 【平成１８年度に引き続き継続実施した項目】
・ 中四国の国立大学で実施しているＳ
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ＣＳ(Space Collaboration System)を
用いた共同授業への参加校を増やすと
ともに，授業の内容と質の改善を行う。

【６６】 【６６－１】 ・ 学内統一的な情報化推進のため，「情報システム届出制度」を導入しており，
・ 学術情報機構は，大学全体の情報基 ・ 情報化推進を戦略的に進めるため， 各システムの進捗状況が教職員に分かるようにWeb上で公開し，運用開始以降の
盤整備，情報化推進を戦略的に進める。 「情報システム届出制度」の充実及び 届出件数は，５５件となった。また，全学的にＩＴ化を推進するため，「ＩＴ戦

普及に努める。 略本部」の設置について検討を行った。

【６７】 【６７－１】 １．各種データベースを一元的に検索できる仕組み（リンクリゾルザー）を導入し
・ 学術情報機構は，学術情報（図書館 ・ 学術情報の提供機能の充実を図るた て，学生を対象に，卒業論文等で必要とする文献の入手方法についての講習会を
情報およびメディア情報）提供機能の め，各種データベースを一元的に検索 行った。
充実を図り，学部・研究科などの教育 できる仕組みを導入し，運用を開始す ２．新入生や医学部及び工学部の進級生全員を対象としたオリエンテーションを実
を研究活動とともに支援する。 る。 施し，図書館の利用促進とインターネットを利用する上でのセキュリティ教育を

行った。
３．平成１９年度において新たな試みとして，学生に特化した情報セキュリティ講
習会を授業の一環として合計３回行った。

４．平成２１年度の電子計算機システムのリプレースに向け，「教育用システムＷ
Ｇ」，「コンテンツ・図書館システムＷＧ」，「ネットワークシステム等ＷＧ」の
３つのＷＧを立ち上げ基本方針の検討を行うなど，仕様書策定に向けた協議を開
始した。

５．学生の持っている潜在的能力を図書館利用者に有効的に活用するため，図書館
ＳＡや図書館ＬＡ等と協働で，図書目録の整備や学生サービスの充実に努めるな
ど，ピアサポート体制の取り組みを行った。

６）学部・研究科等の教育実施体制等に 【６８－１】 ・ 連合獣医学研究科の基幹校の山口大学として，農学部獣医学科に２名の教員及
関する特記事項 ・ 連合獣医学研究科基幹校の山口大学 び動物看護士３名（動物看護士を養成する専門学校の卒業資格を有する者等）を

として，獣医学教育研究体制の整備・ 増員し，獣医学教育研究の充実を図った。
【６８】 充実に配慮する。
・ 本学を基幹校とし，鳥取大学，宮崎
大学，鹿児島大学で構成する連合獣医
学研究科の教育の充実に努める。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
④ 学生への支援に関する目標

中 １）学生の学習支援や生活支援等に関する基本方針
期 ・ 学生からの進路，修学，生活，メンタルヘルス等幅広い内容の相談に適切にこたえていく体制を整備し，充実した学生生活を支援する。
目 ・ 学生が自ら主体的に進路を発見し，はぐくみ，決定するための支援体制を整備する。
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

１－１）学習相談・助言・支援の組織的 【６９－１】 ・ e-learning教材の制作促進と発展を図るために，CACの機能を向上させた資料
対応に関する具体的方策 ・ 平成１７年度に構築したe-learning スライド動画コンテンツ作成ソフト（e-Class Navigator）を開発した。ノート

システムのコンテンツ充実のための利 ＰＣを含む試作機の提供をインセンティブとして位置づけ，理工学研究科及び連
【６９】 用促進活動を継続して行う。 合獣医学研究科での利用が決まった。また，出来上がったコンテンツをアーカイ
・ 学生の自発的学習を支援するため， ブするために，学長裁量プロジェクトにより，デジタルコンテンツ素材のアーカ
自習室やＩＴを活用した自学自習環境 イブデータベースを構築した。
を充実する。

【７０】 【７０－１】 ・ 年度の初めにＴＡに採用した大学院生を集めて研修会を開催し，ＴＡを行うに
・ 授業についていけない場合や理解度 ・ ティーチング・アシスタント採用予 当たっての心構え等について，説明を行った。また，共通教育及び各学部におけ
が低いなどの学習相談に対応するため 定者を対象とした研修会を開く。 る学習支援室において，大学院生等が学部生等の個人指導に当たった。
に，高年次学生および大学院生の協力
を得て，個人レッスンとして解決でき
るような支援体制を整備する。

【７１】 【平成１９年度年度計画なし】 【平成１８年度に引き続き継続実施した項目】
・ 修学や人権に関する問題に適切かつ
迅速に対応するため，教職員の理解啓
発研修プログラムを実施する。

【７２】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 新入生健康ガイドブックを作成し，学生に配布するとともに，３４名に対して
・ メンタルヘルスケアや苦情処理体制 ニコチンパッチ法による禁煙指導を行った。また，保健管理センターの全面改修
を強化する。 を行うとともに，看護師１名を増員して，医師４名，保健師５名，看護師３名の

１２名体制として，メンタルヘルスケアの体制の強化を図った。

【７３】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 農学部に入学した聴覚障害の学生の授業担当教員を集めて，授業開始前の平成
・ 障害学生への支援体制をより整備， １９年４月にＦＤ研修，さらに，学外から障害支援の専門家を招いて２回研修会
強化する。 を実施した。

１－２）生活相談・就職支援等に関する 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 就職活動を終えた４年生及び修士課程２年生と，これから始める３年生及び修
具体的方策 士課程１年生で，平成１９年６月と平成１９年１２月に「就職活動交流会」を開

催し，学生間での就活情報の共有を図った。平成１９年６月開催の交流会への参
【７４】 加学生は１０８名，平成１９年１２月開催の交流会への参加学生は８６名。
・ 進路選択に関する相談受付や情報提
供について，全学的な支援体制を整備 ・ 就職支援室において，延べ約２５００件の学生からの進路相談・指導に応じた。
充実する。

【７５】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 共通教育における正課授業「キャリアデザイン」，「キャリアと就職」，「キャ
・ 「キャリア・デザイン支援プログラ リア形成とコミュニケーション」及び「地域と出会う」等を通じて，学生のキャ
ム」による教育を入学時から実施する リア形成力の向上を図った。
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とともに，インターンシップ制を活用
しながら，主体的に進路選択・決定が
行える能力を育成する。

１－３）経済的支援に関する具体的方策 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 各種奨学金や授業料減免に関する説明会を開催するとともに，Ｗｅｂページに
おける情報の提供，また，山口大学生活協同組合と連携してアルバイト情報の提

【７６】 供を行った。
・ 各種奨学金に関する情報提供を積極
的に行い，分かりやすく親切に相談に ・ 日本学生支援機構主催のメンタルヘルス研究協議会（１１月１，２日，於・松
応じる全学的な支援体制を整備すると 山），学生ボランティア活動支援・促進の集い（１２月１４日，於・東京），学
ともに，適切なアルバイト情報につい 生相談インテーカーセミナー（１２月１８日，於・東京）等に職員を派遣し，学
ても情報提供および相談に応じる体制 生相談インテーカーセミナーでは本学職員がパネリストを務めた。また，メンタ
を充実する。 ルヘルス研究協議会でも本学職員がファシリテーターを務めた。

【７７】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ＴＡを採用した教員にはＴＡ報告書を，平成20年度新規希望者にはＴＡ申請書を
・ 学生をティーチング・アシスタン 提出させ，それを基に，授業改善及びＴＡ自身への教育効果を確認し，平成20年
ト，スチューデント・アシスタント等， 度ＴＡ経費の配分案を策定した。
学生相談の補助として活用すること
で，経済的に支援する。

【７８】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 山口大学教育研究後援財団からの助成を受け，学生の独創的研究プロジェクト
・ 後援会，同窓会などと連携し，課外 の助成事業，学生の海外派遣等助成事業，留学生交流助成事業，就職活動等助成
活動の支援，学生生活環境の充実を図 事業を実施した。
るための学生への支援体制を整備す
る。

【７９】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 大学教育機構の各センターにおいて，入試業務，オープンキャンパス，就職支
・ 学内における各種業務への学生アル 援，公開講座，定期健康診断などの際に学生アルバイトを採用し，経済的な支援
バイトの利活用を促進する。 を行った。

１－４）社会人・留学生等に対する配慮 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 新留学生のために平成１９年４月と１０月に１泊２日のオリエンテーションを
行い，大学生活を送るために必要な情報を与え，参加者は合計１１６名であった。

【８０】 交通ルールやゴミの分別指導など地域の行政の協力を得て実施した。この研修会
・ 社会人学生および留学生に対するガ は毎年２回実施しており，新留学生の参加率は及び満足度は高い状況にある。
イダンスを充実させるとともに，「フ
レッシュマンセミナー」を実施する。

【８１】 【８１－１】 ・ 昨年に引き続き，民，官，大学から成る「公的留学生支援組織検討委員会」に
・ 適正価格と質が保証された留学生の ・ 留学生の宿舎確保について，民・官 おいて，①留学生の住宅の現状，および希望に関するアンケート調査の実施，②
宿舎の確保と整備について，地域社会 ・大学で構成する「山口地域留学生交 留学生住宅問題シンポジウム，ならびに③アパートの家主さんと本学留学生の懇
や市町村の協力を得ながら支援体制を 流推進会議」において検討を進める。 親会を開催した。また，留学生住宅総合補償に加入している留学生に対して，大
充実する。 学の機関保証を整備した。

【８２】 【８２－１】 ・ 平成１６年度に作成した『チューターマニュアルQ&A(１２の質問)』の改定に
・ 各学部において社会人学生および留 ・ 「指導教員の手引き」及び「チュー ついて検討を行い，今後の活用について，配布の徹底を図るとともに，チュータ
学生（受入・派遣）を指導する担当教 ターガイドブック」の改訂版を作成し， ーだけではなく指導教員のマニュアルとしても利用することとした。
員を定め，各種相談に応じるネットワ 利用に供する。
ーク体制を充実する。

【８３】 【８３－１】 ・ 韓国語版のＷｅｂページの作成を進めており，韓国語版外国人留学生ガイドブ
・ 留学生が所期の目的を十分果たせる ・ 韓国語版のWebページの作成に着手 ックをＷｅｂページに掲載することに着手した。また，全学的なワーキングルー
ように，教育面，生活面での支援や卒 する。 プを組織し，留学生の受入れ・派遣に関する危機管理マニュアルを作成した。
業後のフォロー体制を強化する。

【８３－２】 １．卒業した留学生のネットワーク作りの方向性について検討を行うとともに，YU
・ 「山口大学留学生同窓会（仮称）」 ISA(山口大学留学生学友会)代表と協議し，留学生同窓会支部としてバングラデ
の創設を支援するための方策を検討す シュからの留学生の同窓会組織立ち上げの作業に着手した。
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る。 ２．１８年度送付した留学生へのニューズレター（第１号）に対する返信があり，

連絡先などの情報を更新した。第２号では，卒業した留学生に対するJASSO(日本
学生支援機構)の支援事業を紹介するなど内容を充実するとともに，全ての記事
を日本語と英語の両方で記載し，多くの卒業留学生に情報が理解されるように工
夫した。

１．留学生交流ボランティアの学生が独自の企画を持ち込み，新留学生研修会等に
参加し，留学生との交流を通して友情を育むことができた。３大学交流行事にお
いても，日本人学生の企画とサポートが大きな役割を果たした。

２．短期語学研修に参加する日本人学生の増加に伴い，留学生との交流を望む学生
が増え，学内においても留学生交流ボランティアの団体ができた。

１．日本学生支援機構中国四国支部と連携して開催した「地域交流プログラム２０
０７ in 山口」に，また，宇部環境国際協力協会主催の宇部市内企業環境対策設
備見学会に，留学生を参加させた。

２．山口地域留学生交流推進会議，大学コンソーシアムやまぐちを構成する高等教
育機関に在籍する留学生に，原爆ドーム，平和記念資料館及び宮島・厳島神社の
見学を実施した。また，宇部高等学校（SSH）の授業担当者として，博士レベル
の留学生が参加して現代日本教育事情を直接体験した。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(２) 研究に関する目標
① 研究水準及び研究の成果等に関する目標

中 １）目指すべき研究の水準に関する基本方針
期 ・ 社会への説明責任を強く認識し，地域の特色や研究者の個性を活かした世界水準の研究と萌芽的研究を発見しはぐくむ。
目 ２）研究の水準・成果の検証に関する基本方針
標 ・ 客観的で，説明責任を確保できる，全教員に対する評価の実施方法等を構築する。

・ 大学から研究支援を受ける教員に対しては，他の教員よりも更に厳正な評価を行う。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

１－１）目指すべき研究の方向性 【８４－１】 １．大学から研究支援を受ける教員に対する評価を実施するため，「国立大学法人
・ 本学の研究推進に係る事項や「国立 山口大学研究支援教員に対する研究評価指針」を策定した。

【８４】 大学法人山口大学自己点検評価システ ２．研究特任教員について，認定３年後の中間評価を実施し，評価結果をＷｅｂペ
・ 総合大学の特色を最大限活かして， ム（YUSE（Yamaguchi University ージに公表した。
学際的・複合的な領域を重視し，以下 Self Evaluation））」のデータ等に基 ３．当該教員のデータは，国立大学法人山口大学自己点検評価システム（YUSE（Ya
の研究に取り組む。 づき中期目標期間中の研究力の推移を maguchi University Self Evaluation））及びScopus（エルゼビア社が提供する
① 世界水準の卓越した研究拠点の形 把握するため，研究推進戦略室が大 世界最大級のデータ量を誇る新しい学術情報ナビゲーションツール）データを基
成に直結した研究の推進 学 評価室と連携し，基礎資料の収集 礎資料とした。

② 萌芽的研究の育成 及び 分析を進める。
③ 独創的な研究の展開
④ 教育研究および社会貢献に資する ・ Ｗｅｂページに「学術研究に係る不正行為の防止」の項目を新たに設け，研究
Ｒ＆Ｄ(Research ＆ Development) 者の倫理，不正行為の防止等について啓発を図った。
型研究の推進

１．平成１９年度においては，研究主体教員を公募・選考の後，１０名を新たに認
定し，Webページで公表した。これにより，研究主体教員は３８名となった。（１
０名認定し，１０月末で１名退職したため合計３８名）

２．研究主体教員には研究成果の公表に係る経費（１年目３０万円，２年目以降２
０万円）を配分した。

１．包括連携協定を締結している（株）トクヤマ徳山製造所及び宇部興産㈱と，平
成１８年度に実施した製造現場の課題及び製品開発に関する共同研究テーマの研
究成果報告会を開催し、宇部興産については９テーマ（他ポスターセッション：
11件），トクヤマについては８テーマを本学の関係者と双方の幹部･技術者あわ
せて約170名（宇部興産：90名，トクヤマ80名）が参加した。宇部興産において
は第３回，トクヤマにおいては第２回となり，締結当初からの発表会よりも参加
者は増加し、関心の高さが伺われた。

２．知的クラスター創成事業「やまぐち・うべ・メディカルイノベーションクラス
ター」の中核研究機関として地元企業との連携のもと「白色LED」を中心として
企業化に向けて開発研究を推進しており，。フォーラム2008では，民間企業と共
同開発した白色LEDを搭載した電子内視鏡（スコープの先端にLEDを装着する方式
の内視鏡では世界初）を用いたヒト大腸観察に関する臨床研究の結果を発表した。

１－２）大学として重点的に取り組む領 【平成１９年度年度計画なし】 １，平成１６年度から，「『やまぐち学』構築プロジェクト」を研究推進体として
域 認定し，毎年度の活動状況を『やまぐち学の構築』として編集・刊行しており，

平成１９年度は第４号を刊行した。
【８５】 ２，時間学研究所は平成１６年度に５年間の時限付きで設置したものであり，公募
・ 人文・社会科学系と自然科学系との によって４部門（理論的時間研究，自然的時間学研究，社会的時間学研究，応用
連携・融合や，地域の特色を活かした 的時間学研究）計１５プロジェクトの研究を推進するとともに，時間学セミナー，
山口大学の独自領域を開拓し，支援す 学術講演会及び企画展を開催した。
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る。

【８６】
・ 競争力があり今後の発展が大いに期 【平成１９年度年度計画なし】 １．次世代の若手研究者育成をはかるために，学内の臓器機能回復に関連する研究
待できる医工学，環境共生学および生 者グループを統合し，医学系研究科附属「修復医学教育研究センター」を設置（応
命科学の分野を中心とした研究領域を 用分子生命科学系専攻と協働），国際的な研究者育成のための教育研究拠点とし
支援する。 ての組織強化を行った。

２．自然科学と科学技術の融合により，地球環境あるいは社会環境の実態解明，安
全安心な自然・社会環境の実現に向けた調査研究等を行う理工学研究科附属安全
環境研究センターを設置した。

【８７】 【８７－１】 ・ 平成１６年度に連携協定を締結した４企業と連絡協議会等を随時行い，共同研
・ 社会のニーズを受け止め，山口大学 ・ 包括的連携協定を締結した企業との 究，人材育成及び人材交流を進めた。
がもつ研究シーズから学術的価値とと 連絡協議会等を開催し，企業との共同 ① 宇部興産（株）：「共同研究成果発表会」を開催し，これまでの包括的連携協
もに経済的価値や社会的価値を生み出 研究及び人材育成プログラムを通した 定による取組状況について，発表及び情報交換を行った。また，「ＲＴ(研究・
せる研究領域を支援する。 企業との連携活動を推進する。 技術)プラザ」による情報交換等の活動を通じて，２７件の共同研究を成立させ

た。
② 国際協力銀行：「貴州省地方都市高等学校における環境教育ハンドブック導入
支援業務」（無償援助）を受託し，環境教育ハンドブックの作成等を進めた。

③ （株）トクヤマ徳山製造所：マッチング活動を継続的に行い，７件の共同研究
を推進するとともに，「共同研究成果発表会」を開催した。また，徳山製造所か
らの派遣職員を，技術経営研究科（専門職大学院）で（社会人入学）受け入れ，
長期インターンシップ１名を派遣した。

④ （株）山口銀行：山口銀行の協力のもとシニア世代を対象とした「アクティブ
シニア・ヘルスケア・セミナー」を開催した。

２）研究の水準・成果の検証に関する具 【８８－１，８９－１】 ・ 「教員の全学的自己点検評価実施要領」に基づき，具体的な評価手順を定めた
体的方策 ・ 平成１８年度に策定した各研究領域 「教員研究水準評価実施要項」を作成し，山口大学自己点検評価システム（ＹＵ

単位集団ごとの研究水準判定基準によ ＳＥ）に毎年度蓄積された教員の研究業績(６年分)をもとに，教員研究水準評価
【８８】 り，教員の研究水準評価を試行する。 を実施した。
・ 大学評価・学位授与機構の大学評価
に準じた研究評価の水準を定め，全教
員に対する評価システムを確立する。

【８９】
・ 個々の教員の研究業績を基に，学部
・研究科等の研究水準を評価するシス
テムを確立する。

【９０】 【平成１９年度年度計画なし】 【８４】を参照願います。
・ 大学から研究支援を受ける教員に対
しては，高い水準での厳密な評価シス
テムを確立する。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(２) 研究に関する目標
② 研究実施体制等の整備に関する目標

１）研究者等の配置に関する基本方針
中 ・ 全学的視野から，重点化すべき分野に戦略的に人的資源を有効活用する。

・ 教員の能力・適性・希望に応じて，人的資源の弾力的運用を図る。
期 ２）研究環境の整備に関する基本方針

・ 特色ある質の高い研究を推進し，世界水準の研究をめざすことができる研究拠点を形成するため，研究資金，施設，設備などの研究環境の投資を行う。ま
目 た，若手教員が自立して研究に取り組める研究環境を早急に整備する。
３）研究の質の向上システム等に関する基本方針

標 ・ 全教員に対して，研究評価を行い，学部・研究科等の研究の質の向上をめざす。
・ 研究支援を受ける教員に対しては，研究活動の厳密な客観的評価を行い，学内外に対する説明責任と評価の透明性を確保する。

４）知的財産の創出，取得，管理及び活用に関する基本方針
・ 大学の有する知的財産が，地域活性化の起爆剤となり，また，将来大学の経営基盤を支える一つの柱となるように，(有)山口ティ・エル・オーと密接に連
携し，知的財産の取得・活用・管理体制を強化する。

５）研究の学内共同体制に関する目標
・ 本学独自の研究新分野やテーマをはぐくみ，世界へ提案していくため，様々な分野の研究者同士が自由に発想し合い，啓発し合う研究交流環境づくりを進
める。

６）学部・研究科等の研究実施体制等に関する特記事項
・ 連合獣医学研究科の充実に努める。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

１－１）適切な研究者等の配置に関する 【９１－１】 １．平成１９年度においては，研究主体教員を公募・選考の後，１０名を新たに認
具体的方策 ・ 研究特任教員及び研究主体教員の研 定し，Ｗｅｂページに公表した。これにより，研究主体教員は３８名となった。

究活動実績等を踏まえ，今後の支援に （１０名認定し，１０月末で１名退職したため合計３８名）
【９１】 ついて検討する。 ２．研究主体教員には研究成果の公表に係る経費（１年目３０万円，２年目以降２
・ 戦略的に研究を推進するため，学長 ０万円）を配分した。
のリーダーシップのもと，特定の教員 ３．大学から研究支援を受ける教員に対する評価を実施するため，「国立大学法人
を「研究特任教員」および「研究主体 山口大学研究支援教員に対する研究評価指針」を策定し，認定３年後の研究特任
教員」として選任し，研究におけるイ 教員から中間評価を実施した。
ンセンティブを付与する。 ４．中間評価の結果から，当該教員の研究は，世界水準であり，引き続き，研究特

任教員としての支援を行うこととした。

【９２】 【平成１９年度年度計画なし】 １．全研究推進体を対象とし，代表者と研究推進戦略室とで，研究推進体の活動状
・ 総合大学の特色を活かし，学部・研 況，将来展望，要望等の意見交換を行い，将来展望，要望等をシートにまとめた。
究科等を越えて，競争力ある研究推進 ２．この意見交換懇談及び活動状況報告書を基に現行制度見直し・改善策の検討に
体を立ち上げ，それを支援する。 着手した。

１－２）研究資金の配分システムに関す 【平成１９年度年度計画なし】 １．学長のリーダーシップにより研究活動の一層の活性化を図るための施策に対し
る具体的方策 て学長裁量経費の重点的配分を行った。

２．学長裁量経費については，年度終了後に実施報告書を提出させ，中間評価又は
【９３】 事後評価を行うことにより，資源配分に対する成果を明確にするとともに，複数
・ 研究資金は，競争的配分をさらに進 年事業に対しては翌年度の資源配分の指針とした。
め，特に重点配分については，厳正な ３．競争的資金等による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な間接経費及び
評価主義に基づくこととする。 奨学寄附金のオーバーヘッドについて，運用方針を再度明確にした。

【９４】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 若手教員の独創的・意欲的な研究活動の取り組みに対して，学長裁量経費の中
・ 将来性がある若手教員の研究テーマ から戦略的プロジェクト経費を措置し，支援した。
にも研究資金を助成し，次世代を担う
研究分野を育成する。



- 87 -

山口大学

２）研究に必要な設備等の活用・整備に 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 平成１９年度から吉田地区総合研究棟スペースチャージの運用を開始した。ま
関する具体的方策 た，学外から機器分析実験施設設備の有料使用があった。

【９５】
・ 施設・設備の一部をオープン化・有
料化し，料金の一部を保守費・運営費
とするシステムを全部局に適用する。

【９６】 【９６－１】 ・ 平成１８年度に作成した「山口大学所蔵学術資産継承事業報告書」の趣旨に基
・ 学術情報機構は，研究活動の基盤と ・ 本学が所蔵する学術資産に関するポ づき，所蔵する学術資産を次世代に継承するため，学長裁量経費により修復作業
なる学術情報基盤資料として，電子ジ リシーを策定し，当該ポリシーに沿っ とデジタル化を実施し，Webページで公開し利用促進を図った。
ャーナルを含む研究基盤雑誌，データ て，学術資産の継承事業及びデジタル また，図書館に所蔵する貴重書「林家文書」（5,000点）の電子目録を作成す
ベース，研究基盤図書を計画的に整備 コンテンツ化を推進する。 るため，図書館ＯＢのボランティアとの連携による「林家文書研究会」を設立し
するとともに，学内の高度情報化を推 た。
進する。

【９７】 【９７－１】 １．貴重資料のデジタルコンテンツ化と相互利用について，県内主要学術機関に対
・ 研究成果の積極的な利活用を図るた ・ 学術資産及び文化資産のデジタル化 して，調査を実施し，連絡協議会発足に関する意見交換を行った。
めに，デジタル・コンテンツ化や視覚 を促進するため，マネジメント体制の ２．デジタルコンテンツの更なる利活用を図るため，コンテンツ制作の基礎を学ぶ
化の作成支援環境の整備と人材育成体 充実とこれを活用した地域連携の体制 ための「デザイン講習会」を開催した。
制の充実を行う。 整備を行う。

１．映像と音声のリアルタイムネットワーク配信システムを構築し，研修会，講習
会，大学祭などの映像と音声を「Live山口大学」として配信した。また，講師映
像と資料映像の２映像を同時に配信できるようにシステムを改良した。

２．学内に存在するデジタルコンテンツ素材をアーカイブするため，学長裁量プロ
ジェクトにより，ウエッブページから簡単にデジタル素材ファイルをアップロー
ド・ダウンロードできるデジタルコンテンツ素材のアーカイブデータベースを構
築した。

【９７－２】 ・ 山口大学学術機関リポジトリ(YUNOCA)を大学の学術研究成果の発信基地として
・ 研究成果等のデジタル化を推進し， 機能を強化するため，図書館専門委員会のもとに企画戦略プロジェクトを設置す
山口大学学術機関リポジトリ（YUNOCA） るとともに，教員への説明会を開催することにより，学術成果論文の提供に対し
の充実を図る。 更なる周知を図った。また，地域の知の拠点としての学術情報発信支援を行うた

め，山口県大学図書館協議会の事業として，県域機関リポジトリ共同構築事業を
立ち上げた。

３）研究活動の評価及び評価結果を質の 【９８－１】 １．「組織を単位とする全学的自己点検評価実施概要」を定め，学部・研究科等の
向上につなげるための具体的方策 ・ 試行した教員の研究水準評価結果を 研究水準を評価する方法を策定した。

活用し，学部・研究科等の研究組織ご ２．「教員の全学的自己点検評価実施要領」に基づき，具体的な評価手順を定めた
【９８】 との研究水準を評価する方法等を模索 「教員研究水準評価実施要項」を作成し，山口大学自己点検評価システム（ＹＵ
・ 大学評価・学位授与機構の大学評価 する。 ＳＥ）に毎年度蓄積された教員の研究業績(６年分)をもとに，教員研究水準評価
に準じた研究評価の水準による，全教 を実施し，組織ごとの研究水準の把握と活動改善のための資料とした。
員に対する評価を行い，学部・研究科
等の研究活動の向上に資する。

【９９】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 大学から研究支援を受ける教員に対する評価を実施するため，「国立大学法人
・ 研究支援を受ける研究特任教員およ 山口大学研究支援教員に対する研究評価指針」を策定し，認定３年後の研究特任
び研究主体教員に対しては，高い水準 教員から中間評価を実施し，Ｗｅｂ上に公開した。
での厳密な評価を行い，その結果をＷ
ｅｂ上で公開することを義務付けると
ともに，期限付きで認定見直しを行う。
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【１００】 【平成１９年度年度計画なし】 【平成１８年度に引き続き継続実施した項目】
・ 研究助成を受ける萌芽的研究テーマ
および将来性ある若手教員の研究テー
マに対しては，成果発表会の開催を義
務付け，透明性を確保するとともに，
研究者の活発な交流による研究の活性
化も図る。

４）知的財産の創出，取得，管理及び活 【１０１－１】 ・ 産学連携コーディネーター、知的財産本部ディレクタ、特許流通アドバイザー
用に関する具体的方策 ・ 産学連携コーディネータ，知的財産 及びアソシエイトの連携強化及び機構機能の強化を図るため、機構内３施設の一

本部ディレクタ，特許流通アドバイザ 体的運営も視野に平成19年秋には機構スタッフとＴＬＯスタッフの大部屋化を実
【１０１】 ー及びアソシエイトの連携促進を図 現するとともに，産学公連携・創業支援機構の再編の本格検討を開始し、平成２
・ 知的財産本部と（有）山口ティ・エ る。 ０年度改組に向けての諸準備を進めた。また，（有）山口ティー・エル・オーと
ル・オーとの連携のもと,知的財産ポ の連携強化を進めて，海外企業への技術移転に関する情報収集も行った。
リシー等の決定を踏まえ，特許取得を
推奨し，技術移転を推進する。

【１０２】 【１０２－１】 ・ 山口大学特許検索システム（YUPASS）の管理・運用規則を定め，第１回管理・
・ 知的財産にかかわるデータベースを ・ 「山口大学特許検索システム（YUPAS 運用委員会において，今後のYUPASSの管理活用と維持体制について方針を決定し
構築し，強い特許を創出する体制を整 S)」の機能を充実し，研究開発におけ た。また，同システムの利用を促進するため，検索履歴保存機能やマッピングシ
備する。 る特許情報利用を促進する。 ステムも実装し，検索結果を３ヶ月毎の特許出願件数推移でグラフ化するソフト

や，重要公報の被引用関係を将来方向に可視化する等のソフト等，さらに、検索
においては利便性を高めるソフトを学内で独自に開発した。

【１０３】 【１０３－１】 １．研究成果有体物の取り扱いガイドライン及びマニュアルを整備し，著作物に関
・ 知的財産権の確立していない知識に ・ 本学の知的財産ポリシーに基づき， しては，整備の検討を行った。
ついては，その権利化への支援を行う 研究成果有体物取扱や著作物取扱等の ２．職務発明規則に基づき，意匠，商標の権利化と活用のシステムを確立した。
体制を整備する。 ガイドラインやマニュアルの改編・整 ３．文部科学省と連携して，「知財に取り組む機関及び担当者のための知財フォー

備を進める。 ラムｉｎ山口」を実施し，５３校から１８３名が参加した。また，学生及び教職
員を対象に知的財産に関する啓発活動として，知的財産知財セミナー等を通算50
回開催し，約4000名の受講者があった。

５）研究の学内共同体制に関する具体的 【平成１９年度年度計画なし】 【平成１８年度に引き続き継続実施した項目】
方策

【１０４】
・ 時間学研究所に見られるような独自
で特色ある研究組織を発見しはぐくむ
ために，多様な研究分野にわたる研究
者が自由活発に交流できるサロンを学
内に設置する。

【１０５】 【平成１９年度年度計画なし】 １．附属学校のネットワーク利用の増加に対応するため，附属学校と本学との接続
・ 学内の研究組織の形成を支援するた 回線を高速化(1G)した。また，主要キャンパスの一つである，吉田キャンパスの
めに，分離キャンパスの時間・距離の ネットワーク利用の増加に対応するため，吉田地区・常盤地区間の接続回線を増
制約を解消したバーチャルサロンを整 強(10G)した。なお，これらの接続回線の品目を見直すことによる回線コストの
備し，活用する。 増加はなかった。

２．国立情報学研究所によるSINET3（大学間次世代ネットワーク)に接続し，大域
を高速化するとともに，大学間での連携可能なネットワークに対応した。

１．工学部講義室と県内高専(徳山高専，宇部高専)との遠隔講義が実施できるシス
テムを導入し，工学部(宇部市)に通学が困難な社会人学生に毎週大学院の講義を
提供している。

２．東京リエゾンオフィスと吉田地区に設置しているＴＶ会議システムを利用して，
東京リエゾンオフィスに講師を招き，吉田地区遠隔講義室への講義を実施してい
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る。

３．工学部では，１年次吉田地区に在籍する学生への対応を行うため，吉田地区と
常盤地区を結ぶTV会議システムを導入し，学生サポートを行う手段として定期的
に活用している。

【１０６】 【平成１９年度年度計画なし】 【平成１８年度に引き続き継続実施した項目】
・ 活発な交流の中で誕生した新しい研
究組織に対し，オープンラボの優先利
用権を与える等の支援を行い，育成す
る。

６）学部・研究科等の研究実施体制等に 【１０７－１】 ・ 連合獣医学研究科の基幹校の山口大学として，農学部獣医学科に２名の教員及
関する特記事項 ・ 連合獣医学研究科基幹校の山口大学 び動物看護士３名（動物看護士を養成する専門学校の卒業資格を有する者等）を

として，獣医学教育研究体制の整備・ 増員し，獣医学教育研究の充実を図った。
【１０７】 充実に配慮する。
・ 本学を基幹校とし，鳥取大学，宮崎
大学，鹿児島大学で構成する連合獣医
学研究科の研究の充実に努める。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(３) その他の目標
① 社会との連携，国際交流等に関する目標

中 １）地域社会との連携・協力に関する基本方針
期 ・ 地域に開かれ，地域とともに歩む地域基幹総合大学として，地域社会のニーズに対し的確，迅速に対応する体制を整備し，信頼され，存在感のある大学を
目 めざす。
標 ２）国際交流・協力に関する基本方針

・ 交流協定の締結を促進し，人的交流を進め，世界の人々とのパートナーシップを形成して，世界で活躍する人材を育成する。また，東アジアとの教育研究
上の交流を推進する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

１－１）地域社会等との連携・協力，社 【１０８－１】 １．新技術を用いて自立を目指す企業同士や大学等との情報交換や出会いの場であ
会サービス等に係る具体的方策 ・ 地域や企業ニーズに応える産学公連 る「宇部キューブサロン」、地域の産・学・官の異業種交流会「岩国架け橋会」

携活動を推進する。 及び「下関ミキサー会」，また，県内企業の定期会合に参加し、地域や企業にお
けるニーズ・シーズに関する情報収集を行った。

２．平成19年6月26日，山口大学と宇部興産が，NEDOに応募した『コンビナートの
【１０８】 高効率エネルギー・マテリアル融通システムとマネージメント手法の研究開発』
・ 社会連携推進本部として，自治体と が「エネルギー使用合理化技術戦略的開発事業」の先導研究フェーズに採択され
の総合的連携を図り，山口大学の戦略 た。本事業は，平成17年2月に設立された「宇部コンビナート省エネ・温室効果
的社会活動方針及び重点的な実施企画 ガス削減研究協議会（会長：宇部市長）」が精力的に取り組んできた成果が実を
を策定し，地域社会へのサービス並び 結んだもので，まさに「産（宇部興産）・官（宇部市）・学（山口大）」が一体と
に協力事業を推進させる。 なって提案し，採択されたものである。
① 学内外組織間の連携協力体制を整 ３．本学研究者と宇部市，日立製作所，石川島播磨重工業，セントラル硝子，東北
備する。 大学及び産業技術総合研究所並びに地元コンビナート企業と歩調を合わせ，総合

② 地域社会の活性化へ積極的に協力 マネジメントをしながら，「省エネの推進と温室効果ガスの削減」に向けて事業
する。 を展開することとなる。

③ ＩＴを活用した戦略的広報活動を 【事業総額：2億9千百万円（3年間）】
推進する。

④ 公開講座などを通じて社会教育を 【１０８－２】 ・ Webページのアクセス解析も行い，その結果と，平成１８年度に実施した外部
推進する。 ・ 学外者から広く意見を求め，ＩＴ（I モニターからの評価をもとに，Webページの見直しを行った。

⑤ 一般市民に身近な文化活拠点とし nformation Technology）を活用した
て地域に寄与する。 広報活動を推進する。

【１０８－３】 １．展示企画として，総合図書館では，「山口市菜香亭」及び「喫茶中原中也」に
・ 一般市民の文化活動拠点として，企 おいて「長州ファイブ」を貸出展示を，2007年度常設展示では「平川史跡の散歩
画展の実施及び広報活動による情報発 道」を行った。また，埋蔵文化財資料館においては，第23回企画展「稲作到来～
信を継続して行う。 弥生人つくった とった たべた～」展及び第２4回企画展「やまぐち古代の七

不思議」展，総合図書館内において埋蔵文化財特別展を開催した。更に，山口商
工会議所が主催する「山口お宝展」へ出展し，公開機能の拡大に努めるとともに，
宇部市地方研究会が主催する『第２９回郷土を考えるシリーズ展 古との出会い
－埋蔵文化財展－』へ所蔵資料の貸出を行うなど展示への協力を行った。

２．大学情報機構では，寮祭や学園祭に機構として参加することを企画し，展示や
音声・映像による情報の提供を行った。なお，本年度は初の試みとして小串や常
盤キャンパスにおいても学園祭に参加した。

３．埋蔵文化財資料館では，第7回公開授業「古代人の知恵に挑戦！－古代のお米
をつくってみよう２ー」を開催したほか，広報誌「てらこや埋文」を発行し，県
内博物館施設等に配布するとともに，山口市立平川小学校で出前授業を実施した。
また，NPO法人『子どもとともに山口県の文化を育てる会』主催のイベント「築
窯ワークショップ～野焼き体験・古代人に挑戦」に参加し，古代の土器焼成方法
の技術指導を行った。
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４．エクステンションセンターは，各学部，自治体及びＮＰＯ等と連携し，市民向
けの公開講座１９講座を実施し，アンケートによる受講生の内容満足度評価の
「満足」の割合は７２．５％，また，公開講座の募集定員充足率は８２．５％で
あった。

５．平成１８年度から正規学生に対して開講している授業の一部を，社会貢献活動
の一環として「開放授業」として一般市民に開放しており，１５講義に延べ５３
名の市民が受講した。

１－２）産学公連携の推進に関する具体 【１０９－１】 ・ 産学公連携・創業支援機構において，機構が主催するイベント，補助金及び助
的方策 ・ 産学公連携・創業支援機構を中心 成金に関する情報をメールマガジンとして定期的に配信し，民間等で優れた研究

に，共同研究及び地域への貢献事業を 開発やマネージメントに従事した客員教授によるセミナー等の開催した。また，
【１０９】 推進する。 コーディネータ等による地域におけるニーズ・シーズマッチング活動を行い，平
・ 産学公連携・創業支援機構のもと 成19年度は，受託研究109件，9億4千万円（昨年度120件，9億2千万円），共同研
学内外の関係機関と連携して，共同研究 究211件，5億9千万円（昨年度203件，4億6千万円）を受入，例年の実績を維持し
を推進し，地域産業と大学自身の活性化 た。
を図る。

【１０９－２】 ・ 民間等外部機関との学術研究交流の推進，イノベーションを目指す研究開発
・ 知的財産本部整備事業終了後の産 の支援及び知的財産の活用上，戦略的に展開するため，また，平成１９年度末
学公連携の実施体制について検討す の「知的財産本部整備事業」終了後を見据え，次年度からの知的財産部門につ
る。 いての継続を学長決定し，また，「産学公連携・創業支援機構」を，産学公連携

支援部門，イノベーション支援部門及び知的財産部門からなる組織に再編し，
名称を「産学公連携・イノベーション推進機構」に変更した。

【１０９－３】 １．本学の最新の研究に関する情報を広く公表するため「イブニングセミナー・
・ 東京リエゾンオフィスを活用し，首 イン・東京」を毎年開催しており，平成19年11月～平成20年１月に「宇宙・惑星
都圏での産学連携活動を推進する。 的時間と認知的時間の多様性」をテーマに講演を行った。同セミナーは，同セン

ターの東京会場から本学の３キャンパス（吉田・小串・常盤）に遠隔講義システ
ム活用して配信し，学生及び教職員も聴講した。

２．（独）科学技術振興機構及び（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構が主
催する「イノベーション・ジャパン」，（独）科学技術振興機構及びCIC共催によ
る「新技術説明会」において，研究成果の発表，展示及び個別相談を実施した。

３．産業界から注目されている研究テーマについて，ＴＬＯを中心にした技術移転
有料セミナーを開催し，参加企業は15社であった。

【１１０】 【１１０－１】 １．大学院技術経営研究科（専門職大学院）において，平成１８年度の北九州市の
・ 産学公連携・創業支援機構と関係学 ・ 大学院技術経営研究科がと産学公連 サテライト教室の開設に引き続き，広島市にサテライト教室を開設した。
部・研究科が連携し，ＭＯＴ(Managem 携・創業支援機構が連携し，ＭＯＴ教 ２．大学院技術経営研究科，教育学部及び工学部による「教職を目指す学生への実
ent of Technology)教育を推進し，地 育を推進する。 践型知財教育の展開－学生による指導案と教材の開発及び検証を通した知財教育
域における専門職業人の養成に資す の展開－」が文部科学省の平成１９年度「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」
る。 に採択された。

３．大学院技術経営研究科では，平成１９年度「社会人の学び直しニーズ対応教育
推進プログラム」に採択され，中小製造業の経営者と技術者を対象とした先進も
のづくり教育プログラムを実施した。

【１１１】 【１１１－１】 １．ビジネスインキュベーション施設入居者に対して、起業専門家による経営につ
・ 産学公連携・創業支援機構のもと ・ ビジネス・インキュベーション施設 いての相談及び指導（松下村塾プロジェクト）を延べ19回，また，客員教授によ
に，学内の創業支援態勢の強化と地域 入居者に対し，起業及び経営のための る「ベンチャー企業の成功秘話」と題した講演会を実施した。さらに，山口ティ
ニーズの把握を進める。 教育を行うとともに，学部学生を対象 ー・エル・オーと連携して，学生ベンチャー立ち上げに向けた支援活動を行って

にキャリア教育を実施する。 いる。
２．社会人基礎力の形成、自己実現への意識の喚起、さらにはアントレプレーナー
マインドの高揚を目的に、当該分野での人材育成の専門家を客員教授として、1
年生を対象とした授業「学ぶ技術・アクティブラーニング」を本年度後期から開
講した。120名強が受講し、受講生参加型の双方向形式の授業を行った。

【１１１－２】 １．実用化に結びつくことが期待される初期段階の研究プロジェクトを「ベンチャ
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・ 知的財産の創出及び出願等，研究成 ービジネス育成施設 実用化研究（シーズ育成）助成プログラム」として公募し、
果の実用化に向け，ベンチャー・ビジ 25件の応募の中から，研究成果の実用化に携わる各方面の専門家の意見を取り入
ネス・ラボラトリー支援プロジェクト れ，6件を選定し、研究費及びポスドク経費等の支援を行った。応募にあたって
を選定する。 は，書式を簡潔にし、応募件数の増加を図るとともに，研究助成の期間を２年間

として，十分なフォローとフィードバックが可能となるようにした。
２．研究助成期間中，採択したプログラムごとに1名ないし2名の支援チームを専属
で配置し，成果実用化に向け必要となる様々な工程を手厚くフォローする体制を
取っている。また，博士研究員１名をコーディネーターとして採用し，支援活動
を行うとともに，コーディネーターの人材育成も行っている。

１－３）地域の公私立大学等との連携・ 【平成１９年度年度計画なし】 ・ コンソーシアム主催事業として，本学との共催によりFD講演会，留学生就職ガ
支援に関する具体的方策 イダンス及び担当者意見交換会，留学生交流バスツアーを行った。また，12月に

はコンソーシアム設立１周年を記念してシンポジウムを実施した。
【１１２】
・ 地域の大学および関係機関と地域大
学コンソーシアムを形成し，共同授業，
遠隔授業，セミナー，講演会，単位互
換などを積極的に進め，地域を中心と
した教育，研究，社会貢献面での連携
を強化する。

【１１３】 【１１３－１】 １．平成１９年度事業計画に基づき，週２回の物流配送車の運行，山口県立山口図
・ 地域の公共図書館，専門図書館等と ・ 平成１８年度に締結した山口県立山 書館貸出図書の大学での返却，及び職員の短期研修交流の実施などを行った。
の相互協力を推進し，必要な資料を補 口図書館，山口県立大学附属図書館， ２．山口県大学図書館協議会の平成１９年度事業として，「県域ＤＤＳ」及び「リ
完しあう体制を強化する。 山口大学図書館との3館相互協力協定 テラシー教材の共有」の運用開始に向け具体的作業に着手した。

における事業を本格実施する。

【１１４】 １．山口県，県内４市（山口市，宇部市，防府市，周南市）及びひとづくり財団と，
・ 社会人を対象とした「やまぐち街な 生涯学習に関する意見交換会を開催した。また，その他自治体の生涯学習，市民
か大学」（山口市の事業）の充実など， 活動，企画経営等担当者と意見交換及び情報交換を行い，自治体の地域活性化活
地域の発展と活性化に貢献する。 動を支援した。

２．「やまぐち街なか大学」，「周南オープンカレッジ」及び「宇部市大学開放講座」
等自治体主催の公開講座等に企画の段階から参画し，講座提供等運営に協力した。

２－１）留学生交流その他諸外国の大学 ・ 地域の国際交流の取組に，延150名以上の留学生を参加及び講師として派遣し，
等との教育研究上の交流に関する具体 地域の国際化に寄与するとともに，留学生に多様な機会を提供した。
的方策 ①小･中･高等学校，教育委員会，経済同友会，日本赤十字社等の依頼を受け，留

学生を講師として各機関に派遣した。
【１１５】 ②東京在住の留学生37名が本学に来訪され，ディスカッションを行った。(日本
・ 学生交流，研究者交流の実績を活か 学生支援機構主催)
し，将来の交流発展と国際貢献が期待 ③防府市の中須中学校の生徒13名と教職員の来学があり，留学生の出身国につい
される活動を促進するため，国際企画 て話し合いを行った。
・交流部門と留学生部門が一体となっ ④国際交流協会や地域の団体からの依頼を受け，多数の留学生を運動会やお祭り
て活動する体制を推進する。 に参加させた。

⑤平成２０年３月14日に小野田市（慶進中学校）で開催された英語キャンプ事業
に参加した。

【１１５－１】 ・ 中国語版大学院紹介ガイドブックの作成に向け，資料収集を行った。
・ 大学教育機構が各研究科と協力し中
国語版大学院紹介を作成する。

【１１５－２】 ・ 大学教育機構棟の改修に伴って，国際センターに情報ラウンジ（パソコン４台
・ 大学教育機構棟内に情報ラウンジと を設置）とサテライトインフォメーションコーナーを設けた。また，協定校に対
サテライトインフォメーションコーナ して，情報のアップデートを求めてきた。このことが協定校間同士の新たな交流
ーを設け利用に供する。 展開のきっかけとなりつつある。
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【１１５－３】 ・ 職員の資質向上と本学運営に資するため，職員海外派遣ＳＤ研修として，２名
・ 国際的資質向上に寄与し，国際交流 の事務系職員を協定校（米国・オクラホマ大学と豪州・ニューカッスル大学）へ
を推進するため，事務系職員海外派遣 派遣した。国際化の動きと海外での学生支援在り方を視察するため，山東大学及
制度のより効率的な研修実施を図る。 び北京師範大学へ国際担当事務職員を２名派遣した。

【１１６】 １．大学間学術交流協定締結校が２０大学及び学部間交流協定校は３９大学であり，
・ 東アジアを始めとする海外への学生 日本人学生派遣が１２名，留学生受入が４５名，合計５７名の学生交流を実施し
の関心・理解を深めさせ，意欲ある学 た。これらのうち，独立行政法人日本学生支援機構が実施する短期留学推進制度
生の海外修学や交流活動を計画的に奨 による奨学金の受給者は，派遣１名，受入れ５名であった。
励し，支援する。 ２．大学の国際戦略のもと，大学間交流協定の精神に則った学生を派遣するため，

大学間交流協定に基づく派遣学生選考基準を定め，７名を面接し，志願者の動機
と意欲等を確認して派遣に適切な質の高い学生を選出し送り出した。

２－２）教育研究活動に関連した国際貢 【１１７－１】 １．国際交流及び国際協力を戦略的に推進するための組織体制について検討を行い，
献に関する具体的方策 ・ 国際交流を推進するため，「国際戦 平成２０年度から，学長を本部長とする「国際戦略本部」を設置することとなっ

略本部（仮称）」を設置する。 た。また，国際戦略に関する企画及び立案を行うため，新たに，国際・社会連携
【１１７】 担当学長特別補佐を置き，同学長特別補佐を室長とする「国際戦略室」を組織し，
・ 東アジアを中心に人的交流を進め， 国際センターを留学生センターへ再編するとともに，併せて，事務組織の見直し
国際共同研究の推進に協力する。 を行った。

２．学生交流を推進するため，本学，中国・山東大学，韓国・公州大学校との３大
学間の相互間交流に東アジアの他大学が参画できるよう覚書を交わした。

３．韓国の協定校等へ配布するため，韓国語版の大学紹介ガイドブックの作成に着
手した。

４．学位取得（９月入学，ダブル・ディグリー関連）に係る調査研究の企画を立案
し，平成２０年度以降の連携・協力校との交流を促進する方向付けを行った。

【１１８】 【１１８－１】 １．県内・近郊地域の産官学民が連携してアジア地域等の発展途上国のニーズに応
・ 国際協力機構等の東アジアを中心と ・ 国際協力機構及び国際協力銀行等の えた技術を提供するのが目的に，「国際協力の里ネットワーク」を形成した。参
した事業へ積極的に協力する。 各種ＯＤＡ事業等への取り組みについ 加団体や個人が持つ技術，ノウハウを持ち寄り技術研修プログラム作りや現地で

て検討する。 の具体的な事業を企画し，JICA等へ提案して事業受託を目指もので，参画団体の
人材，技術，これまでの活動に関するデータ収集を開始した。

２．「中国貴州省地方都市高等学校における環境教育ハンドブック導入支援業務」
について国際協力銀行（JBIC)と契約を交わし，貴州省政府，貴州大学関係者と
連携して事業を推進した。また，各種ODA事業等への参入を組織的に行うため，
教職員有志で構成する「国際協力推進プラットフォーム」を設立した。

【１１９】 【平成１９年度年度計画なし】 ・ 国際的なシンポジウム及びセミナー等を，連携協定を締結している大学等と共
・ 国際会議，シンポジウムを定期的に 同開催しており，平成１９年度に開催した主なものは，次のとおりである。
開催する。

○ 拠点大学事業としてJSPS-NRCT 第６回最終合同セミナーを山口大学とカセサー
ト大学が共催して平成１９年10月１８日-２０日にタイナコン・シー・タマラー
トにおいて開催した（参加者 １３０名。うち本学関係者 １２名）

○ ロンドン大学(University College London)の研究者を招へいし，長州五傑を記
念した第４回”Choshu London Memorial Symposium”を1月17日に工学部で開催
した。

○ 技術経営研究科が主催し平成１９年１２月５日-６日に ICIM2007 the 4th Int
ernational Conference on Innovation & Management を開催した。

○ 平成１９年６月２日，医学部保健学科か主催し，Sigma Theta Tau Internaiton
al (STTI)シンポジウムを宇部で開催した。

○ 観光政策学科が主催し，平成１９年１２月１４－１５日に「観光振興に寄与す
る人材育成について」の国際シンポジウムを開催した。
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【１２０】 【平成１９年度年度計画なし】 【１１８】を参照願います。
・ 国際貢献に関する情報を収集，広報
し，教育研究活動を支援する体制を整
備する。
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上
(３) その他の目標
② 附属病院に関する目標

１）医療機関の中核として地域に貢献する基本方針
中 ・ 山口県における医療機関の中核として，地域医療機関との連携を推進し，地域に密着した高度の医療を提供する。
２）医療サービスの向上や経営の効率化に関する基本方針

期 ・ 患者中心の全人的医療，集学的医療を実施し，安全で質の高い医療を提供するとともに，業務運営の効率化を推進し，経営の改善を図る。
３）良質な医療人養成の基本方針

目 ・ 将来を担う良質の医療人育成のために，ヒューマン・サイエンスの立場から，卒前卒後教育を充実させ，また，地域医療に携わる医師およびコメディカル
スタッフの生涯教育に貢献する。

標 ４）研究成果の診療への反映や先端的医療の導入のための基本方針
・ 先進的医療および医療機器の開発・応用を推進し，臨床への導入を図る。

５）適切な医療従事者等の配置に関する具体的方針
・ 能力や資質，必要性に応じた柔軟な人員配置を行い，充実した医療と効率的な病院運営を行う｡

６）財政基盤を確保するため，収入を増加させ，経費を削減するための基本方針
・ 収入の増加，経費の節減に努め，医療，研究，教育，研修の目標を実現する安定した財政基盤を確保する。

進捗 判断理由（計画の実施状況等）
中期計画 平成19年度計画 ｳｪｲﾄ

状況 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

１）医療機関の中核として地域 （平成16～18年度の実施状況概略）
に貢献する具体的方策 １．平成１６年度，情報ネットワークによる医 ・ 毎年度，院内のIT整備を

療連携が可能な医療機関の拡充のために，山 進め，今後の地域連携を見
【１２１】 口県医療情報ネットワークとの間でセキュリ 据えたITについて検討する。
・ 地域医療機関とのＩＴを用 Ⅲ ティを確保した相互接続を実現した。
いた医療連携を推進する。 また，平成１７年度，山口県の医療情報ネ ・ 満床をできるだけ回避し，

ットワークに接続し，本院の医療情報システ 救急患者の受け入れを円滑
ムから山口県の医療情報ネットワークの情報 に行えるよう体制を維持す
の閲覧や，診療連携室での他診療機関からの る。
患者紹介のデータの授受を可能にした。

・ メディカルコントロール
２．アクセス権を管理したサーバー及びネット の円滑な実施を行う。
ワーク（病院情報システム）を構築するとと
もに，各種マニュアルを電子化し，インデッ
クスによる検索機能を付加して，利便性を高
めた。

３．第三次救急機関として地域連携を推進し，
ホットラインを通じ収容要請のあった救急患
者の受け入れ，救急患者の搬送中のデータ転
送や緊急時の問い合わせなど，救急隊との連
絡（メディカルコントロール）を本院・地域
医療機関・自治体・消防局との連携のもとに
実施した。
また，関連病院との連携により，より多く
の救急患者（80～100例／月）を受け入れる
ことが可能となった。

４．心肺停止患者に対するメディカル・コント
ロールの事後検証を山口県内全域で統一する
ことを目指して，山口県救急事例検討会を開



- 96 -

山口大学
催し，啓発活動を進め，段階的に地域を拡大
し，平成１８年度，ほぼ山口県全域において
導入されることとなった。

【１２１－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 院内の電子化された診療科のマニュ 【１２１－１】
アルについて，地域医療機関への提供 ・ 病院情報システムに掲載しているリスクマ
を検討する。 ネジメントマニュアルの更新及びインデック

スの整備を行った。

・ 救急病床を増床し，救急患者の収容を円滑
にした。

・ 宇部，山陽小野田，萩地域で救急救命士が
行う特定行為の指示及び事後検証を実施し
た。

【１２２】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 遠隔医療のコンテンツの充 ・ 平成１８年度に，山口県医療情報ネットワ ・ 毎年度，遠隔医療を支え
実を図り，その継続的な運用 ークを活用し，平成１６年度から，地域医療 る体制の整備・発展を実施
のための体制を整備する。 機関との遠隔カンファレンスの毎週開催し していく。

Ⅲ て，放射線科における健診時の画像について
相手側から発信できるよう支援を行った。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 第２外科における大島地区病院との定期遠
隔カンファレンス及び放射線科における検診
の画像診断支援を行った。また，山口県ネッ
トワーク（YAMAME-NET）を活用したセントヒ
ル病院とのPET-CT連携を行った。

【１２３】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 地域医療に携わる医師の生 ・ 毎年度，各診療科において，地域医療に携 ・ 毎年度，地域医療に携わ
涯教育およびコメディカルス わる医師及びコメディカルスタッフを対象に る医師の生涯教育およびコ
タッフの教育・研修に貢献す Ⅲ 医師会及び山口県健康福祉部と連携して，症 メディカルスタッフの教育
る。 例検討会，講習会及び研究会を実施した。 ・研修教育・研修に貢献す

るため，症例検討会等を開
・ 毎年度，市民向けの公開講座を２講座開催 催していく。
し，医療に関する知識・情報を提供した。

・ 毎年度，市民向けの公開
・ 毎年度，地域医療機関及び教育機関から， 講座を開催していく。
看護師，薬剤師及び臨床検査技師を，また，
山口県内各地の消防本部から，救急救命士を ・ 毎年度，地域のコメディ
研修生として受け入れた。 カルスタッフ等を研修生と

して受け入れ，地域医療の
【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況） 向上に努める。

各診療科において，地域医療に関する多数の
症例検討会・講習会を行い，地域医療に携わる
医師の生涯教育・地域医療の発展に貢献した。
具体例としては以下のとおりである。
・ 消化器関連の症例検討会・講習会を月1-2
回程度開催し，地域の医師の啓発を十分実施
した。また，肝と栄養の講習会を開催し，医
師や栄養士等コメディカルスタッフの参加・
発表もあり，地域医療の底上げが図られた。
【１内科】
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・ 第143回日本皮膚科学会山口地方会と病理
組織検討会及び第48回山口形成外科研究会を
行った。【皮膚科】

・ 救急隊との合同カンファレンスを週１回行
なった。【救急】 他

・ 市民向け公開講座を２講座（「安らかな終
末期を過ごすために」及び「生活習慣病とメ
タボリック・シンドローム」）実施した。ま
た，子供達の科学への興味を惹起するため，
「夏休み子供ジュニア科学教室」を２講座開
設した。

・ 多数の地域医療機関及び教育機関から，看
護師，薬剤師，診療放射線技師及び臨床検査
技師を，また，山口県内各地の消防本部から，
救急救命士を研修生として受け入れ，地域医
療の向上を図った。
今後も研修生の受入を継続して行ってい

く。

２）医療サービスの向上や経営 （平成16～18年度の実施状況概略）
の効率化に関する具体的方策 ・ 各診療科でクリニカルパス（総合治療計画）・ 毎年度，今後もクリニカ

を段階的に導入し，在院日数を短縮した。 ルパス（総合治療計画）の
【１２４】 Ⅲ <在院日数実績（平均）> 導入率を向上させていく。
・ 患者中心の医療を充実し， 平成１６年度…２０．６４日
安全で質の高い医療を提供す 平成１７年度…１９．０６日 ・毎年度，医療事故防止の安
る。 平成１８年度…１７．８８日 全管理を推進していく。

・ 医療事故防止のための「基本方針」を定め ・ 毎年度感染対策の施策を
るとともに，業務中に「ヒヤリ・ハット」し 講じていく。
た出来事の報告を徹底した。また，ＰＤＡ（携
帯端末）による患者確認を導入するとともに，・ 毎年度防災訓練を実施し，
毎年度，医療安全講習会を開催した。 教職員や学生の防災意識を

喚起する。
・ 継続的に感染対策マニュアルの見直し，感
染対策チームによる病棟巡回，病院感染対策 ・ 毎年度医師及びコメディ
研修会の実施等を行い，院内感染対策を行っ カルスタッフの学会や研修
た。 会への参加・発表の支援を
平成１８年４月１日に感染制御室を設置 行い，知識・技術の向上に

し，これまでの活動を統括し，より良い感染 努める。
対策を実施できる体制を整えた。

・ 毎年度安全で質の高い看
・ 毎年度，新規採用者を対象とした防災訓練 護ケアを提供するため，認
と夜間を想定した避難訓練を実施した。また， 定看護教育を受講させ，認
テロ，災害，爆破等へ対応するため，防災マ 定看護師の育成及び確保に
ニュアルの適宜見直しを行った。 努める。

・ 医師の知識・技術の向上のために多数の国
際・国内（全国・地方）学会に参加し，研究
発表を行った。また，コメディカルスタッフ
についても，国内外の講習会・研修会に積極
的に派遣するとともに，（社）日本看護協会
の認定看護師教育課程を受講させ，医療の知
識・技術の向上に努めた。

・ 医師の知識・技術の向上のために多数の国
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際・国内（全国・地方）学会に参加し，研究
発表を行った。また，コメディカルスタッフ
についても，国内外の講習会・研修会に積極
的に派遣するとともに，（社）日本看護協会
の認定看護師教育課程を受講させ，医療の知
識・技術の向上に努めた。

【１２４－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 医療安全管理研修（講習会）への出 ・ 心疾患，大血管疾患におけるクリニカルパ
席状況の改善検討及び医療安全管理委 ス導入率の増加によって，救命センター在室
員会への出席率を向上させるための検 日数が短縮（約１日）し，医師・看護師間の
討を行う。 診療連携も容易になった。
また，リスクマネジメントマニュア

ルの周知の徹底，インシデント・アク 【１２４－１】
シデント発生時における診療録等への １．周知方法の改善を行うことにより，医療安
記録の徹底を図る。 全管理研修会（講習会）は延べ１４００名の

職員が参加した。
２．リスクマネジメントマニュアルの共通（簡
単）マニュアルを追加作成し，周知を図った。
また，インシデント，アクシデント発生時の
診療録への記載項目を決定するためのカルテ
レビューを行い，記載状況が把握された。

・ 看護職員全員のウィルス抗体検査を行うと
ともに，感染対策全般にわたる自己点検・評
価を実施した。

・ 平成１９年４月２４日に採用者及び転入者
を主な対象とした防火教育訓練を行い，平成
１９年１２月４日に夜間を想定した病院全体
の防災訓練を実施した。

・ 各診療科において医師及びコメディカルス
タッフの学会や研修会への参加・発表の支
援を行い，医師の知識・技術の向上に努め
た。

・ 社団法人日本看護協会の認定看護師に４名
（救急看護，がん化学療法，小児救急，新生
児集中ケア）が認められ，各部署で専門性を
活かし，質の高い看護ケアを実施するととも
にスタッフ教育を行っている。
また，２名（乳がん看護，摂食，嚥下看護）

が研修を終えた。

【１２５】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 個別の診療科の枠を超え ・ 先進救急医療センター及び集中治療部にお ・ 毎年度，治療効果と医療
て，すべての領域の専門医が いて，医療マニュアル及びガイドラインを整 経費のバランスを考慮した
参加して集学的医療を推進す Ⅲ 備し，患者の疾患や重症度に応じて各診療科 集学的医療を継続して実施
る。 の専門医と連携してチーム医療を行ってい する。

る。また，重症度を標準化し，米国及び日本
国内平均の予測死亡率と本院の実績を比較す
ることにより，治療成績等の自己評価を行っ
た。
また，治療効果と医療経費のバランスに配

慮した医療を行った。
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【１２５－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 治療効果と医療経費のバランスを考 【１２５－１】
慮した集学的医療の実施を目指す。 ・ 血液製剤を中心とした医療経費の削減に向

けた取り組みを実施した。

【１２６】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 各診療科・部に蓄積されて ・ 集学的医療を実践するため，高セキュリテ ・ 毎年度，集学的医療を実
いる専門知識，技術を集約統 ィ化したネットワーク（集学医療ＬＡＮ）を 践するためのEBMを強化・改
合して，集学的医療を実践す Ⅲ 構築し，各診療科の診療・検査・画像情報の 善していく。
るためのＥＢＭ(Evidence-ba データベース化を進め，放射線画像を含む診
sed Medicine)を構築する。 療及び医事データとともに，集学医療ＬＡＮ

上で利用できる環境を整備した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 内科学第一，外科学第二，病理学第二講座
及び第三内科の診療情報について，データベ
ース化を行った。

【１２７】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ プライマリ・ケア部門を充 ・ 総合診療部を中心に各診療科と連携して， ・ 毎年度総合的なプライマ
実し，全人的医療を推進する。 患者の身体及び精神状態，さらに背景因子を リケア医療の提供を実施す

Ⅲ 踏まえた全人的な診療（プライマリケア）を る。
行っている。プライマリ・ケアのあり方を患
者事例をもとに検討し，良好な患者・医療者
関係の構築の内容を卒後臨床研修に加えた。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）

【平成１８年度に引き続き継続実施した項目】

【１２８】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 性差を考慮した医療を推進 １．女性専用外来において，女性に対する総合 ・ 女性の総合的な健康拠点
する。 診療，健康・運動指導，栄養指導及び排尿障 として，通常診療に加えて

Ⅲ 害指導を実施した。 予防医療に関する取組を進
２．女性医療に関するセミナーの開催，地域新 めるとともに，代替医療と
聞へのニューズ・レター等への記事掲載によ して運動教育等を開催する。
り，女性診療に対する啓発活動を行った。

３．研究推進体を組織し，性差に基づいた女性
のための予防健康医学の研究を推進してい
る。

【１２８－１】 （平成19年度の実施状況）

・ 女性医療従事者の研修プログラムを 【１２８－１】
作成するとともに，女性外来受診者を １．女性診療外来担当者を対象としたセミナー
対象にアンケート調査を実施する。 を開催するとともに，女性医療研修プログラ

ムを作成した。
２．女性外来受診者を対象としたニーズ調査を
行った。また，代替医療（受診患者対象メー
ク教室，乳癌手術後患者対象のリンパマッサ
ージ）を患者サービスとして新たに加えた。

【１２９】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 患者サービスの向上を図 １．病院アメニティ充実のため，病院長・看護 ・ 各診療科外来の待合椅子
り，病院アメニティを充実さ 部長・事務部長及び経営管理課長による院内 の更新を毎年度実施予定
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せる。 Ⅲ 施設の巡視を毎年度２回実施し，優先度の高 ・ 病棟，外来棟等の病室・

いものから改善を行った。 診察室・待合室・廊下等の
壁紙の張り替えを毎年度実

２．毎年度，全職員対象と看護職員対象の接遇 施予定
研修を実施した。また，患者満足度調査を行 ・ 和式トイレの洋式トイレ
い，接遇面では９０％以上が「満足」という への改修を毎年度実施予定
評価であった。

・ 毎年度，接遇研修を実施
３．「さわやか窓口サービスのモットー」及び し医師・コメディカルスタ
「窓口対応の心得」を徹底するとともに，投 ッフの意識向上を目指す。
書箱（病院へのひとこと）を置き，患者から
の相談苦情の内容に応じて，即日対応を行っ ・ 現在実施中の医事課係長
た。また，病院ボランティア活動員の意見を ・補佐による総合案内業務
聴取し，職員の接遇向上に活かした。 （毎週木曜日９：３０～１

１：００）を引き続き実施
４．患者相談支援体制を充実するため，医療相 し，また，他の医事課職員
談を行う患者相談室に加えて，平成１７年度 による総合案内業務を実施
に診療連携室を設置し，地域医療機関との連 する（毎月第２金曜日午前
携の推進及びがん治療の相談を行った。また， 中）。
平成１８年度に，セカンドオピニオン外来を
設置し，患者の症例相談に対応できる体制を ・ 毎年度迅速かつ適切な対
整えた。 応をとる体制を維持する。

５．患者サービスの向上を図るため，毎年度待 ・ 毎年度患者待ち時間の改
ち時間調査を実施し，予約時間に応じた診療 善に努める。
時間の徹底を図った。

【１２９－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 投書等による患者相談・苦情につい 平成１９年度は，次の整備を行った。
て，迅速かつ適切に対応できる仕組み ・第１病棟３階西及び５階東の廊下の壁紙張り
を検討する。 替え。

・差額病床の壁・床・天井の内装改修（２年次
計画の１年目）。

・エレベーターホール，特別室，小児科病棟の
壁紙張り替え

・和式トイレの洋式トイレへの改修

・ 医事課新人職員による窓口（入・外受付，
収納）業務の実務研修，また医事課の全係長
と補佐による総合案内業務の実施及び窓口業
務委託職員の自主研修を実施した。

・ 看護部教育計画の中で，全看護師を対象に
患者満足度の向上を目指した研修を開催し
た。新採用時やその他の研修についても接遇
・身だしなみについて意識の向上を目指し
た。

【１２９－１】
・ 患者相談室及び意見箱（病院への一言）へ
の相談・苦情等については，病院長，病院運
営審議会等に報告し，迅速に対応した。また，
医療相談・福祉相談については，診療連携室
へメディカル・ソーシャル・ワーカーを１名
増員し，迅速・適切化を図った。

・ 平成１９年１０月に待ち時間調査を実施の
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上，その集計・分析結果を病院運営審議会等
で各診療科に周知し，病院として患者待ち時
間の改善努力を行った。

【１３０】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 外部機関による病院機能評 ・ 日本医療機能評価機構による病院機能評価 ・ 平成２０年度に日本医療
価を定期的に受け，病院とし （バージョン５．０）を参考に，患者サービ 機能機構による病院機能評

ての質の向上をめざす。 Ⅲ ス・病院アメニティ等の改善を実施した。 価を受審し，病院としての
また，平成２０年度の病院機能評価の受審 質の向上を進める。

に備え，スケジュールの確認や項目整理等を
実施した。

【１３０－１】 （平成19年度の実施状況）

・ 平成２０年度の日本医療機能評価機 【１３０－１】
構による病院機能評価の受審に備え準 ・ 「病院機能評価対策ワーキンググループ」

備を進める。 を設置し，日本医療機能評価機構の病院機能
評価（バージョン５．０）を参考に，自己点
検・評価に着手した。

【１３１】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 平成１６年度，病院戦略会議を設置，診療 ・ 医療経営センターにおい

・ 業務の効率化を推進する。 費用請求目標額を設定するとともに，各診療 て，引き続き業務の効率化
Ⅲ 科（部）等毎のアクションプランを策定して， を図るための意見の収集，

病院経営を行った。 検討を行い，病院戦略会議
に提言していく。

・ 平成１５年度にME（Medical Electronics）
機器センターを設置し，平成１６年度に施設 ・ 継続して医療機器の集中
整備を行い，集中管理体制を整え，医用機器 管理を推進し，業務の効率
の集中管理を段階的に進め，業務の効率化を 化を図る。
図った。

・ 診療録管理室の業務の再
・ 医事課の収入窓口業務，医事当直業務，病 編を検討する。
院情報システムの保守点検業務及び診療情報
管理業務について，外部委託するとともに， ・ 毎年度，アウトソーシン
洗浄滅菌業務の一元化を行った。 グ可能な業務を検討する。

・ 平成１６年度，各種委員会の整理・統合を ・ 毎年度，会議時間の短縮
検討し，５９の委員会を５５の委員会に再編 等，業務の効率化を推進し
・統合した。 ていく。

・ 再編後の委員会については，副病院長２名
（管理・運営・地域連携・広報担当，診療・
教育・研究担当）が所掌し，各委員会に対し
て責任体制を明らかにするとともに，重要事
項の意志決定の迅速化を図った。

【１３１－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 各診療科及び病棟で共通して使用す ・ コーディング精度向上についての意見に対
る医療機器について，集中管理を推進 し，診療情報管理士による病棟ラウンドの実
する。 施について検討を行い，平成１９年９月から

実施した。

【１３１－１】
・ 医療機器の集中管理推進のため，改正医療
法に則した内容で中央管理機器(輸液・シリ
ンジポンプ，低圧持続吸引器，ＡＥＤ，除細
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動装置，人工呼吸器)に関する保守管理歴を
一元化した。
また，改正医療法に則し，院内既存のＭＥ

機器のリストアップ作業を行い，保守管理計
画を立てた。

・ 手術部，先進救急医療センター，集中治療
部及び心カテ室において使用した医療材料等
のコストチェックを行う業務をアウトソーシ
ングするとともに，医事課診療料金収納窓口
業務を人材派遣（２名）に変更した。

・ 委員会資料等の事前送付や事前質疑等を積
極的に行い，会議の効率的運営を行った。

３）良質な医療人養成の具体的 （平成16～18年度の実施状況概略）
方策 １．診療データの二次利用のため，データの電 ・ 引き続き臨床教育・疫学

子的な蓄積を実施している。それに伴い，個 研究に活用するため，診療
【１３２】 Ⅲ 人情報保護及び情報セキュリティ保護に対応 に関連して発生する診療デ
・ 診療に関連して発生する診 できる情報基盤を構築し，病院情報システム ータの蓄積を進める。
療データを蓄積し，臨床教育 の運用管理基準を作成，利用者へ周知した。

・疫学研究に活用する。
２．また，医事・病名及び検査結果歴などの情
報に加え，各種オーダ情報及び処置・手術情
報などの診療情報について，診療業務用デー
タベースとは切り離された二次データベース
の蓄積も開始した。これを利用して各診療科
が独自にデータの蓄積を行えるよう支援する
とともに，患者名などの個人情報の匿名化に
も配慮した。

３．加えて，これらのデータを教育・研究に活
用するため，病院情報システムに蓄積される
現病歴及び退院時サマリなどの診療情報を二
次利用するためのデータベースの構築を進め
た。

以上のように，継続的に診療に関連するデ
ータの蓄積を行い，臨床教育・疫学研究に活
用できるようにした。

【１３２－１】 （平成19年度の実施状況）
【１３２－１】

・ 教育・研究用の二次病歴データベー ・ 蓄積情報として看護データ（看護診断，計
スへの情報蓄積を進める。 画等）を追加するとともに検索メニューの追

加を行った。
今後，患者プロファイル情報の蓄積を計画

している。

【１３３】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 院内医師，地域医師，医学 １．メディカルメディアセンター設置準備委員 ・ 継続して院内医師・医学
部学生，コメディカルスタッ 会を設置し，院内におけるデータの集積を開 部学生・コメディカルスタ
フの教育・研修のため，附属 Ⅲ 始し，診療に関連して発生する各種文書デー ッフの教育・研修のための
病院内の情報の集積，管理， タ（診療マニュアルや患者向けの説明書等） 附属病院内情報の集積・保
保全，再利用を一元的に行う。 について収集・電子化を進めるとともに，そ 全・再利用を一元的に行う。

れらを一元管理し診療に活用できるよう，病
院情報システムのサーバ機能を強化した。
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２．また，病院情報システム上へのマニュアル
の掲載（PDF)とそのテキスト検索ができる環
境を整備するとともに，これまでのシステム
機能に加え，マニュアル内検索機能などの基
盤システムを改善した。またシステム操作，
リスクマネージメント等の業務関連マニュア
ル及び各科の診療マニュアルの収集・参照を
可能とし，その運用方法について検討を行っ
た。

以上のように，院内医師・医学部学生・コ
メディカルスタッフの教育・研修のための附
属病院内の情報の集積・管理・保全・再利用
を一元的に行うよう，整備・改善を実施した。

【１３３－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 医学部学生の臨床実習（クリニカル 【１３３－１】
・クラークシップ等）に病院情報シス ・ 医学部６年生のクリニカル・クラークシッ
テムを活用するため，アクセス権及び プにて該当診療科の入院患者の診療情報の参
機能の見直しを行う。 照を可能とする環境整備を行った。（学生の

利用者登録及び指導教員登録，ローテーショ
ン先診療科指定など）
今後，次年度の学生についてのクリニカル

・クラークシップにおける参照及び指導者支
援の更なる機能向上に向けた検討を行う。

【１３４】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 平成１６年度から必修化さ １．研修プログラムの充実のため，近郊の病院，・ 研修医の指導方法・研修
れる医師卒後臨床研修に対応 開業医を訪問し，研修プログラムへの参加， 内容の統一化について，研
するため，卒後臨床研修機能 協力の要請を行った。平成１８年度には，２ 修会の実施を検討する。
を充実し，積極的に研修プロ 協力病院，８研修施設（総合病院），２開業
グラムの管理・運営を行う。 Ⅲ 医が新規に参加した

２．EPOC（オンライン臨床研修評価システム）
に参加し，研修項目，内容，達成度等全研修
医の評価を公平に行うことが可能となった。

３．指導医養成講習会を平成１６年１１月に開
催するとともに，研修医医療安全マニュアル
を作成した。

４．大学病院及び協力病院の全指導医を対象に
研修会を２回開催した。

５．協力病院の実務担当者会議を開催し，研修
医・指導医双方からの一般内科についての意
見を踏まえてプログラムの見直しを行った。

６．平成１６年度間の研修に対する感想，意見
を研修医から聞くための懇談会を開催（２月
及び３月）した。また，平成１７年３月に実
施した研修医及び指導医のアンケートの実施
結果より，平成１８年度から２年目必修科目
の研修期間を２回に分け，実施した。これに
より，１回の研修期間に受け入れる研修医数
を半数にでき，よりきめ細かい指導が可能と
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なった。

７．平成１８年度，霜仁会（医学部同窓会）と
協力して卒後臨床研修初期プログラムの説明
会を開催し，各診療科・研修の内容を紹介し
た。

【１３４－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 医師卒後臨床研修のプログラムの見 【１３４－１】
直しを行い，より実践的で特色のある ・ 研修医に対するコミュニケーション法の教
内容を検討する。 育として，模擬患者の協力を得て，患者から

の質問への対応の仕方（がんの告知など）に
ついての実習などを行った。
また，大学病院と研修病院の医師を対象に

１泊２日の臨床研修指導者講習会を開催し
た。

【１３５】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 医師およびコメディカルス １．すべての職員に山口大学医学部附属病院の ・ 毎年度，職業倫理につい
タッフが大学構成員として服 理念・目的を配布し，常に携帯するよう指導 て周知徹底を実施していく。
すべき行動規範を明文化し， Ⅲ し，周知徹底を行った。
周知徹底する。

２．患者の権利を守る宣言文を外来棟玄関入口
に掲示するとともに，全ての病棟での掲示を
徹底した。また，文書化したものを入院時に
配布し，患者・家族へ周知した。

３．日本看護協会作成の職業倫理（｛看護師の
責任と倫理」）を看護師に配布し，病棟単位
で職業倫理について勉強会を行った。また，
新規採用者研修やオリエンテーションにおい
て職業倫理をテーマに取り上げた。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 医師及びコメディカルスタッフについて，
職業倫理について，新規採用者研修やオリエ
ンテーション等で啓発を図るとともに，患者
へ患者の権利について通知した。

４）研究成果の診療への反映や （平成16～18年度の実施状況概略）
先端的医療の導入のための具 ・ 毎年度，継続して先進医療を推進し，承認 ・ 今後も継続して先進医療
体的方策 を得てきた。 を推進し，承認件数を増加

【１３６】 Ⅲ 平成１９年１０月現在で５件の先進医療が させる。
・ 高度先進医療を推進する。 承認されており，平成１９年１１月からは新

たに３件追加される予定である。

【１３６－１】 （平成19年度の実施状況）
【１３６－１】

・ 先進医療を推進する。 ・ 各診療科において，先進医療を推進した。
具体例としては以下のとおりである。

２件の先進医療が許可されており，実施して
いる。今後も同様に実施していく。【２外科】

胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術が先進
医療技術として認められた。本年度の治療経
験症例数は30例に達している。【産婦人科】
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難治性腰下肢痛の治療として，硬膜外内視鏡
を用いた，神経剥離・洗浄を現在までに約４
０例施行しており，本年度中に先進医療の申
請を行う。また，胎児鏡手術やパーキンソン
病の脳深部刺激に対する麻酔管理を安全に行
ってきた。【麻酔科】

脳血管内治療指導医を中心に臨床データを収
集，解析を行っている。またそれを元に先進
医療の申請準備中である。【脳外科】

今後も，各診療科で先進医療を推進していく。

【１３７】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 分子生物学的研究に基づく 各診療科において分子生物学的，分子病態 ・ 継続して分子生物学的，
病因遺伝子の解明および遺伝 学的研究を推進した。具体例を紹介すると以 分子病態学的研究を推進す
子治療を推進する。 Ⅲ 下のとおりである。 る。

・ インスリンを分泌する膵β細胞量を生体で
測定する方法を発明し，特許出願。

・ 大動脈瘤の内科的治療のための標的分子を
発見し，世界初の大動脈瘤の薬物治療の動物
実験に成功して，その研究成果を発表。

・ 肝癌の新しい腫瘍マーカーを開発（特許出
願 2004-267065）（内科）

・ ビタミンD3レセプター多型解析を可能にし
て，治療応答性を解析（皮膚科）

・ 脳障害と関連する新たなマーカー蛋白を同
定（先進救急医療センター）

【１３８】
・ 難治性疾患の分子病態学的 【１３７－１，１３８－１】 （平成19年度の実施状況）
研究を推進し，創薬を含めた
治療法を開発する。 ・ 分子生物学的，分子病態学的研究を 【１３７－１，１３８－１】

推進する。 ・ 各診療科において，分子生物学的，分子病
態学的研究を推進した。具体例としては以下
のとおりである。

先進医療を推進するために慢性心不全患者の
分子病態学的研究を推進し，新たな内科的治
療法を行うべく，その基礎研究を進めている。
現在，慢性心不全患者の内科的治療に向けて，
具体的成果が出ている。【２内科】

糖尿病の発症に係わる遺伝子の機能解明に関
する研究を行い，その成果を学会発表した，
等。【３内科】

動脈瘤の発生に関わる病態を網羅的に検索
し，JNK分子が密接に関与していることを明
らかにした。【１外科】

尿路悪性腫瘍，移植免疫の分野で分子生物学
的研究活動を行なっており5件の論文発表を
行なっている。【泌尿器科】

内耳機能の保護に関するHSP関連の基礎研究
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を継続中。成果の一部は英文誌に掲載済み。
嗅覚障害に対する漢方薬の効果に関する基礎
研究が進行中。
成果の一部は英文誌に掲載済み。前庭代償に
関する分子病態学的研究が進行中。成果の一
部は英文誌に掲載済み。【以上，耳鼻科】

今後も，各診療科で分子生物学的，分子病
態学的研究を推進する。

【１３９】 （平成16～18年度の実施状況概略）
各診療科において再生・移植医療を推進する ・ 継続して再生・移植医療

・ 組織・細胞レベルの再生・ ため，以下の取組を行った。 を推進する。
移植医療を推進する。 Ⅲ

１．平成１７年３月に再生・細胞療法センター
を設置し，より積極的な活動を開始した。

２．再生・移植医療について研究を積極的に推
し進めており，診療科によっては治療を開始
した。

３．再生・細胞治療センターにおいてセルプロ
セッシングルームを新設し，運営管理を行う
とともに，肝再生医療，樹状細胞療法及び血
管再生療法の支援を開始した。再生・移植医
療を推進するための組織体制が整い，再生・
細胞治療センターの実質的な運用が開始でき
た。
また再生・移植医療の具体例を紹介すると

以下のとおりである。
・“自己骨髄細胞投与による肝再生療法”を１
５症例（内科）

・難治性造血器疾患に対する同種・自己造血幹
細胞移植療法（内科）

・形成外科班を設置し，熱傷治療の効率化（皮
膚科）

・骨再生のため骨髄細胞移植4例，PRP1例を施
行（歯科口腔外科）

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 各診療科において，再生・移植医療を推進
した。具体例としては以下のとおりである。

肝硬変症に対する自己骨髄細胞投与療法（AB
MI療法）は現在まで23例に施行しており，安
全に施行できている。【１内科】

造血幹細胞のソースとして，臍帯血を用いる
移植術を推進している。非血縁同種骨髄移植
8例，血縁同種骨髄移植1例，血縁同種末梢血
幹細胞移植3例，臍帯血移植4例，自己末梢血
幹細胞移植10例を施行した。【３内科】

皮膚科内で形成外科診療班を立ち上げ，再建
外科治療の技術・治療成績を向上させた。ま
た，移植医療として，熱傷患者における培養
表皮移植を行うことができるようにしてい
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る。【皮膚科】

腎移植を8例施行した。【泌尿器科】

臓器再生に不可欠な血管新生機構の解明に取
り組んでいる。卵巣の黄体組織をモデルとし
て血管新生機構の一部を解明し，この研究業
績は一流国際雑誌に掲載された。【産婦人科】

今後も，各診療科で再生・移植医療を推進
する。

【１４０】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 低侵襲医療を推進する。 各診療科において低侵襲医療を推進した。 ・ 継続して低侵襲医療を推

具体例は以下のとおりである。 進する。
Ⅲ ・内科におけるいわゆる「ミニ移植」等

・鏡視下手術（外科）
・エコー診断の導入による皮膚腫瘍の画像診断
（皮膚科）

・超選択的動注化学療法（耳鼻科，歯科口腔外
科）

・妊孕性温存を目的としたレーザーによる光線
力学的療法（産科婦人科）

・内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術（整形外
科）

・内視鏡による治療，胸腔鏡下交感神経切除術，
硬膜外内視鏡を用いた神経剥離・洗浄術（麻
酔科蘇生科）
また，低侵襲手術の手技を修得するための

講習会参加や施設見学も行った。

【１４０－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 低侵襲医療を推進する。 ・各診療科において，低侵襲医療を推進した。

具体例としては，以下のとおりである。

冠動脈疾患(狭心症，心筋梗塞)の治療として
開胸手術によらない，経皮的カテーテル治療
を積極的に行っている。その安全性を高め，
適応範囲を拡大するために，血管内エコー装
置や最新のステントを駆使して，より高度な
治療法を目指している。難治性不整脈もカル
ト・システムなどのより高度の診断機器を用
いて，カテーテルを用いた低侵襲の治療を推
進している。【２内科】

高齢者，臓器不全を合併する患者に対して，
免疫抑制を担保しながら抗ガン剤，放射線に
よる侵襲を軽減した前処置を実施した上で造
血幹細胞移植を行う，いわゆる「ミニ移植」
を実施した。【３内科】

従来手技に比較して低侵襲な手術（人工心肺
を使用しない心臓外科手術１４例，カテーテ
ルを用いた血管外科手術２９例，胸腔鏡手術
５６例，腹腔鏡手術１４例）を施行した。カ
テーテルインターベンションの手技向上のた
め講習会に参加し手技を習得した。【１外科】



- 108 -

山口大学

脳神経外科手術における神経内視鏡の導入，
脳腫瘍手術におけるナビゲーション，神経生
理モニターの導入を行い，より低侵襲な脳神
経外科手術を行っている。【脳外科】

気管挿管を伴わない人工呼吸である非侵襲的
陽圧換気法（NPPV）の適応を考慮した人工呼
吸療法を実践した。【救急】

今後も，各診療科で低侵襲医療を推進する。

【１４１】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 医学および理工学等の融合 医学及び理工学等の融合により，先進的医 ・ 継続して医工連携による
により，先進的医療機器開発 療機器開発を推進した。具体例としては以下 新たな医療機器の開発を推
を行う。 Ⅲ のとおりである。 進していく。

・ 平成１６年度より本格事業化となった知的
クラスター創生事業（やまぐち・うべ・メデ
ィカル・イノベーション・クラスター）での
協力体制を生かし，白色ＬＥＤ技術を基盤と
した医療機器の開発に着手。

・ 知的クラスター創生事業（やまぐち・うべ
・メディカル・イノベーション・クラスタ
ー）での協力体制を活かし，医療機器の開発
を進めるとともに，一部では臨床研究を開始。

・ 大腸内視鏡に代わるカプセル内視鏡の開発
（内科）

・ 季節によって血糖コントロールが悪化する
糖尿病患者に対する光線療法の有効性を検討
（内科）

・ 膵管・空腸吻合器の開発，また遺伝子診断
機器の開発。（外科）

・ 表在性皮膚悪性腫瘍の光線力学療法の開発
研究(本学工学部との共同研究)。（皮膚科）

・ 顎顔面領域における手術ナビゲーションシ
ステム（歯科口腔外科）

・ 脊椎損傷・脊髄障害のシュミレーションが
可能になるソフトの開発（整形外科）

【１４１－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 医学及び理工学等の融合により，先 ・各診療科において，医工連携のシステムによ
進的医療機器開発を目指す。 る新たな医療機器の開発を行った。

現在知的クラスター創成事業にて再生医療機
器およびＬＥＤを用いた内視鏡の開発を行っ
ている。【１内科】

冠動脈プラークの性状を診断するより精度の
高いカラー血管内エコー装置の開発を本学工
学部と連携して行っている。この装置の開発
により，冠動脈病変の治療の適応をより正確
に判断することができる。現在，臨床例や剖
検例で冠動脈の組織データを収集している。
【２内科】

保健管理センターと協力し，季節性に血糖コ



- 109 -

山口大学
ントロールが悪化する糖尿病患者に対して高
照度光治療が有効であるか，実際に糖尿病患
者で検討した。その結果，一部の糖尿病患者
での有効性が確認され，その成果を学会発表
した。
今後，大学院応用医工学系との協同で，LED
を使用した簡便な赤血球変形能計測器機の開
発を行う。また，その測定が糖尿病合併症の
診断に有用であるかの検討を行う。
【以上，３内科】

膵管・空腸吻合器の開発を行った。また，遺
伝子診断機器の開発を行っている。【２外科】

開発中の機器はないが，第９回耳鼻咽喉科ナ
ビゲーション研究会／手術支援システム研究
会を主催し，新たな医療機器の開発の為，ま
ず現行のシステムの問題点を抽出した。
【耳鼻科】

硬膜外内視鏡の手技をより安全に確実にする
ための器具の改良を検討した。【麻酔科】

難治性てんかんに対する大脳冷却システムの
実験中である。【脳外科】

今後も，各診療科で医工連携のシステムに
よる新たな医療機器の開発を行い，完成を目
指す。

【１４２】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 臨床試験の機能を充実し， 平成１６年度に治験管理センターを「臨床 ・ 継続して臨床試験の機能
創薬研究を行う。 試験支援センター」に改組し，臨床試験・臨 の充実を図り，創薬研究を

Ⅲ 床研究等のサポートを行う体制を構築し，臨 実施する。
床試験の充実を図った。具体的には，以下の
とおりである。

１．各倫理指針等に基づいた「実施計画書・同
意説明文書作成の手引き」の作成や申請に際
しての質問などへの対応，受入体制の強化と
申請者が申請から実施までをスムーズに行う
体制を確立した。

２．また，継続的に各種CRCを増員し，研修等
へ参加させ，スタッフの質を高め，連絡・実
施体制の向上，創薬研究のサポート体制の充
実を図り，増加した治験に対応した。
創薬研究の推進のために，センターを中心

に国立大学標準版の標準業務手順書(ＳＯＰ)
及び医療機器ＧＣＰ（Good Clinical Practi
ce：医薬品の臨床試験の実施に関する基準）
に対応して，本院におけるＳＯＰを改訂し，
Ｗｅｂページに公開した。また，医師主導型
治験の研修会などへ参加し情報を収集すると
ともに，平成１６年度に申請のあった医師主
導型治験については，契約及び治験薬の搬入
等の手続を終えた。
このほか，治験ごとのミーティング，各診
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療科への治験実施率の広報などにより啓発を
行った。
平成17年度の「臨床研究等申請の手引き」

作成により，各科からの申請内容のレベルが
向上した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．ＣＲＣ（治験コーディネーター）について
は，常に研修会等へ参加・発表を行っており，
国内外の臨床試験の最新情報を入手し，当院
の臨床試験実施へ役立てている。臨床研究に
ついては，従来より行っている申請から承認
へ向けてのサポートのみならず，実施に対す
るCRCのサポートを開始した。臨床研究実施
に係る基盤整備の一環として，平成１９年度
大学改革推進等補助金（医療人GP）に採択さ
れ，本年度より臨床研究支援人材養成のため
の大学院コースを設置した。また，医療施設
運営費補助金（治験拠点病院活性化事業）に
も採択され，地域における治験活性化への取
り組みもスタートした。

２．日本臨床薬理学会認定ＣＲＣを新たに取得
した。（３人目）

３．平成１９年度大学改革推進等補助金（医療
人GP）の事業において，２月，３月にセミナ
ー・講義を開催した。

４．医療施設運営費補助金（治験拠点病院活性
化事業）においては，地域の治験実施に対す
る啓発活動を主とした連絡協議会を２月，３
月に開催した。

５）適切な医療従事者等の配置 （平成16～18年度の実施状況概略）
に関する具体的方策 １．病院の機能強化と経営の効率化の観点から，・ 毎年度，７対１看護を維

病棟再編成ワーキンググループを設置し病床 持するため，看護師の確保
【１４３】 Ⅳ の再配分を検討した。その結果，平成１７年 に努める。
・ 医療法等に対応した適正な 度に集中治療部と周産母子センターを増床す
職員数を配置する。 ることとし，看護師の増員を決定した。 ・ 毎年度，７対１看護の維

持のため，看護師の確保に
２．平成１７年度，リハビリテーション施設の 努めるとともに。その他の
スタッフの充実を図るため，理学療法士及び 医療法等に対応した適正な
作業療法士の公募を行い，スタッフの確保に 職員数を確保していく。
努めた。

３．診療科の評価を毎年度実施し，平成１８年
度から医療経費率等の項目を加え，各診療科
へフィードバックした。

【１４３－１】 （平成19年度の実施状況）
・ より高度な看護が提供できるよう， 【１４３－１】
看護体制の充実を図る。 ・ 平成１８年度の診療報酬改定で新設された

「入院患者７人に対し看護師１人」の新基準
について，特定機能病院としての使命を果た
すためこの看護体制への移行が必要と判断
し，平成１９年４月，１２０名（増員分６３
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名）の看護師を採用した。

・ 平成２０年４月から脳血管疾患等リハビリ
テーション料算定基準（Ⅰ）を満たすため，
理学療法士３名，作業療法士１名の募集を行
った。

【１４４】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 外部との人事交流を積極的 １．平成１６年度から，看護部において他国立 ・ 毎年度，外部との人事交
に推進する。 大学附属病院との人事交流を継続的に実施す 流を通じ，必要とする人材

Ⅲ るとともに，地域医療機関等からの看護師を の確保に努めるとともに，
研修生として受け入れた。 人事交流者に対しての評価

２．研修生には教育目標に合わせた研修計画を を行うため人事交流計画を
準備し，実践・評価し，人事交流者・研修生 策定し，研修者のニーズに
の両方から当院の看護上の問題点・教育上の 合わせた教育計画を作成・
問題点に対する意見をもらうなど，看護の質 実施する。
の改善に活かした。

３．放射線技師を対象とした技師長クラスによ
る人事交流会議に参加した。

（平成19年度の実施状況）
・ 人事交流者(東京大学）と教育計画の進捗
状況を評価するために2回目の面接を実施し，
ニーズの再確認を行った。
また，人事交流が終了する1名（東京大学）

について，現場との連携をとり，最終的な評
価を行った。
さらに，次年度の人事交流（割愛）予定者

２名（九州大学・神戸大学）の面接を行い，
配属部署等を検討し，決定した。

【１４５】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 専門的知識・能力を有する 【１４５】 ・ 毎年度，専門的知識・能
人材が確保できるような採用 専門知識・能力を有する優秀な人材を確保 力を有する人材の確保に努
システムを構築する。 Ⅲ するため，ソーシャルワーカー及び医療事務 める。

職員の公募を行い，平成１８年４月，医療事
務職員を医事課に選考採用した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 平成１９年４月１日に診療情報管理士の有
資格者２名を選考採用し，医事課に配置した。

・ 平成２０年４月１日付で診療情報管理士の
有資格者を配置するため，公募・選考試験を
実施した。

【１４６】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
・ 経営戦略に基づく弾力的な 【１４６】 でに達成済みの中期目標・
人事管理の仕組みを構築する。 医療職員等の専門性及び特殊性を鑑みかつ 計画を引き続き発展・充実

Ⅲ 医療技術者として優秀な人材の安定的な確保 させていく。
を図るため，平成１７年４月から「任期付職
員」の採用システムを導入し，平成１９年４
月１日現在で２０４名（うち看護職１８７名）
在職している。

【平成１８年度までに実施済みのため､
平成１９年度年度計画なし】
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６－１）収入を増加させるため （平成16～18年度の実施状況概略）
の具体的方策 ・ 民間シンクタンクによる病院経営分析によ ・ 毎年度，収入増，経費の

り，各部署毎にアクションプランを作成し， 節減に取り組む。
【１４７】 Ⅲ 診療科毎に平均在院日数及び紹介率等の経営
・ 病院経営分析を行い，改善 指標に対する目標数値を設定して，現状の把
目標を明らかにし，改善に取 握を行い，改善に取り組んだ。
り組む。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 各診療科等の平成１９～２１年度のアクシ
ョンプランについて，診療科長等に対して病
院長ヒアリングを実施し，目標数値等の見直
しと，最低限必要な機能・機器の整備を行い，
平成１９年度の増収を図った。

【１４８】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 臨床試験の活動を通じて外 １．治験契約における経費の見直し，出来高制 ・ 毎年度，臨床試験の活動
部資金の積極的導入を図る。 の導入などを実施し，結果として平成16年度 を通じて外部資金の積極的

Ⅲ の実績は，前年度と比較した場合，受託件数 導入を図る。
130％，収入額127％となった。また１７年度
は出来高制の導入に伴い，安定した収入の確
保が可能となり，平成１６年度並の収入を得
た。

２．「国立大学の標準化業務手順書」に関して
は，全国の国立大学病院に先駆けて，平成17
年度より運用を開始した。

３．創薬研究の推進のために，標準業務手順書
(ＳＯＰ)を改訂するとともに，Ｗｅｂページ
に公開し，教職員の啓発を図った。また，医
師主導型治験の研修会などへ参加し情報を収
集するとともに，平成１６年度に申請のあっ
た医師主導型治験については，契約及び治験
薬の搬入等の手続を終えた。

４．県内の他の地域の治験への取り組みとして
は，治験審査委員会（ＩＲＢ）立ち上げの支
援として，研修生の受入などを行った。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 臨床研究実施に係る基盤整備の一環とし
て，平成１９年度大学改革推進等補助金（医
療人GP）に採択され，本年度より臨床研究支
援人材養成のための大学院コースを設置し
た。また，医療施設運営費補助金（治験拠点
病院活性化事業）にも採択され，地域におけ
る治験活性化への取り組みにも着手した。

【１４９】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 諸料金規程を見直し，適正 ・ 他大学及び周辺病院の諸料金の情報を収集 ・ 毎年度，適正な料金設定
な料金設定を維持する。 し，診断書料金，エックス線フィルム複写料， を維持するよう努める。

Ⅲ セカンドオピニオン料金等，毎年度諸料金規
程の見直しを行った。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 諸料金規程については，社会情勢，近隣病
院等の動向を随時調査検討を行ない，現時点
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では，新生児用肌着代，水痘ワクチン代，イ
ンフルエンザワクチン代等８件を改正した。

【１５０】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 診療報酬請求洩れ防止策を １．外部委託による夜間の診療料金の徴収体制 ・ 引き続き，レセプトチェ
強化するとともに診療報酬査 を整備し，時間外受診患者の診療料金につい ックシステムによるチェッ
定減対策を強化し，算定率向 Ⅲ て，預り金制度を導入した。 クの強化，診療情報管理士
上，査定率減少を図る。 の増員により算定率向上，

２．レセプト電算処理システム及びレセプトチ 査定率減少，適正なコ－デ
ェックシステムの導入の検討を行い，電算処 ィングを図る。
理システムについては，ほぼ開発を終え，最
終的な確認段階に入った。 ・ 毎年度，保険審議委員会

において，支払基金・国保
３．未収金については，個人別未収金管理シス 連合会の審査委員（本院医
テムにより未収金等の金額を管理し，債務者 師）による審査動向等の情
来院情報による，未収金徴収体制を構築した。 報提供による勉強会の実施，
さらに，徴収計画を策定して，債務の状況に また，「原審」とされた事
応じて督促状の送付及び訪問督促等を実施し 案に対する以後の対応等の
た。 強化について検討会等を実

施する。
４．診療報酬請求の査定率については，毎月分
析を行い，毎月の保険審議委員会に提示し詳
細に検討した。また，不適切な請求や「適正
な傷病名の記載漏れ」による査定減対策とし
て，事務担当者と診療科との連携を強めた。

５．保険審議委員会において，支払基金・国保
連合会の審査委員である本院医師の協力を得
ながら勉強会・情報提供の場を設けた。

【１５０－１】 （平成19年度の実施状況）
・ レセプト電算システムの安定稼働に 【１５０－１】
よるレセプト精度の向上を図る。 ・ レセプト電算処理システム及びレセプトチ

ェックシステムの導入を完了し，診療報酬請
求漏れ防止体制を強化した。

・ 診療情報管理士による病棟ラウンドを９月
から実施し，在院日数の在り方や診療報酬請
求上の指導・助言を行い，医師及び看護師の
レベル向上を図った。

・ 包括医療に対応したコーディングの勉強会
を８月から毎月２診療科ずつ実施し，医師の
コーディング技術向上を図った。

・ 診療報酬の査定結果について，審査機関に
文書で照会し，その情報を基に査定減への対
応策を検討した。

【１５１】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 地域医療機関との連携を強 １．平成１６年度に診療連携室を設置し，各診 ・ 毎年度，患者紹介率の向
化し，紹介患者加算，特定療 療科と連携して，院外紹介患者，セカンドオ 上に努める。
養費等の増収を図る。 Ⅲ ピニオン外来及び新規来院患者の事前受付，

在宅などの退院・転院支援を行い，患者紹介 ・ 毎年度，診療連携の強化
率を向上させ，増収を図った。 とがん診療の充実を図る。

２．平成１７年度，地域医療機関との連携を強
化するため，山口県医療情報ネットワークシ
ステムを活用して，他診療機関からの患者紹
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介データの授受を開始した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 診療連携室室員を増員し，退院調整及び新
来患者事前予約等を円滑に行うことで，在院
日数の短縮，病床の有効活用，紹介患者の増
を図った。

・ 診療連携室のスタッフは平成１９年４月以
来がん患者の相談に対応するために，各地で
行われている研修会に出席し，また四国がん
センターへの視察も行った。現在，がん患者
やその家族からのがん診療に関する相談は軌
道にのり，相談の件数も増えている。
がん患者及び家族からのがん診療に関する

相談は，毎月一定の相談件数が来ており，今
後，専門診療科の協力を得て相談業務は更に
円滑に対応できると思われる。

【１５２】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 病床稼働率の向上および平 １．毎月の病床稼働率及び平均在院日数等につ ・ 入院患者の確保に努める
均在院日数の抑制を同時に実 Ⅳ いて，目標値や前年度実績と比較し，現状把 とともに，クリニカルパス
現することにより，病院収入 握と目標達成の取組・改善を実施した。 の更なる充実を図ることに
の増収を図る。 ２．クリニカルパスの導入や外来腫瘍治療部設 より，病床稼働率及び平均

置による入院診療の外来診療移行によっても 在院日数の適正化に努める。
在院日数の短縮を図った。

３．無菌病床の移転・増床により病床稼働率を
向上させた。

【１５２－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 包括医療に対応した平均在院日数の 【１５２－１】
短縮を図るとともに，７対１看護に対 ・ 包括医療に対応したより適正な平均在院日
応した適切なベッドコントロールによ 数を実現するため，クリニカルパスを各科２
り病床稼働率を維持する。 件以上を整備し，一部実施するとともに，併

せて７対１看護に対応した病床稼働率も維持
するため，看護部に担当副看護部長を置く等，
ベッドコントロールにも配慮している。

【１５３】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 新しい栄養管理システムに ・ 段階的に栄養支援チーム（Nutrition Supp ・ 毎年度，ＮＳＴ（Nutriti
基づいた指導料等の増収を図 ort Team）を置く診療科の拡大を行い，栄養 on Support Team）を立ち上
る。 Ⅲ 回診及び栄養指導体制を充実し，栄養指導件 げる診療科を増やし，指導

数を増やすことで増収を図った。 料等による増収を図る。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．第３内科入院患者にＮＳＴ（Nutrition Su
pport Team）活動を開始するとともに，全職
員を対象とした第２回ＮＳＴ講習会を開催し
た。

２．また，２名の管理栄養士を増員し，これら
の取組により栄養管理指導料の増収を図っ
た。

【１５４】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 病床数，病床配置等の見直 ・ 病棟再編成検討ワーキンググループの答申 ・ 病棟再編成検討ワーキン
しを行い，増収を図る。 に基づき，病床の整備を計画的に進めており， ググループにおいて，総病
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Ⅲ 平成１８年度に外来腫瘍治療ベッドを８床か 床数及び種類別病床数並び

ら１２床に，また，無菌病床を４床から７床 に科別・臓器別病床数，病
に増床した。また，周産母子センターのGCU 床再配置等を検討する。
（Growing Care Unit）５病床を新設した。
さらに，差額病床を二人部屋から需要の高

い一人部屋にし，差額料金を見直して，自己
収入の増加に努めた。

【１５４－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 差額病床の配置等の見直しを検討す 【１５４－１】
る。 ・ 平成１９年５月から，療養環境改善を図る

ため第２病棟４階の５人室１室を４人室に変
更し，また，第１病棟３階の集中治療部のIC
U病床を４床増床し，９月から稼働した。第
１病棟の差額病床２人室の個室化について
は，第２病棟の耐震改修の実施時期も併せて
検討した。

【１５５】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 高度先進医療，自由診療等 ・ 平成１６年度に，新たに１件（骨髄細胞移 ・ 引き続き導入可能な先進
の促進により増収を図る。 植による血管新生療法）の高度先進医療の承 医療の届出手続きを進め，

Ⅲ 認を受け，承認件数は５件となり，最新の医 早期の導入に努める。
療を提供した。また，脳ドック等の高度な自
由診療の導入について，検討を行った。

【１５５－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 引き続き導入可能な先進医療の届出 【１５５－１】
手続きを進め，早期の導入に努める。 以下の５項目について，先進医療として承認

された。
①画像支援ナビゲ－ション手術（脳神経外科）
②眼底三次元画像解析（眼科）
③一絨毛膜性双胎妊娠において発症した双胎間
輸血症候群に対する内視鏡的胎盤吻合血管レ
－ザ－焼灼術（周産母子センタ－）

④胎児心超音波検査（周産母子センタ－）
⑤難治性眼疾患に対する羊膜移植術（眼科）

６－２）経費を削減するための （平成16～18年度の実施状況概略）
具体的方策 １．病院長を中心に，「病院戦略会議」におい ・ 毎年度，後発医薬品の導

て，経費の節減及び自己収入の増加のための 入を検討するとともに，医
【１５６】 Ⅲ 取組を進め，医療経費率は，平成１６年度４ 療材料の購入価格の低廉化
・ 診療の質に配慮した医療経 １．４％，平成１７年度４１．１％，平成１ に努める。
費の削減・抑制を推進する。 ８年度４０．５％と抑制し，特に平成１８年

度は，診療報酬改定（マイナス３．１６％）
のなかでの改善を行った。

２．医薬品及び医療材料の購入価格の改善を進
め，平成１８年度には，公的病院の医療材料
の購入価格の情報を収集し，それを基に業者
との価格交渉を実施して，約５，０００万円
の節減を行った。

【１５６－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 医薬品の購入価格の低廉化に努める 【１５６－１】
とともに，安全性が確認された後発医 ・ 後発医薬品の契約品目数を５９品目（前年
薬品の導入を検討する。 度より７品目増）に増やした。また，医療材

料も前年度より約３％程度安価に契約し，医
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・ 医療材料の標準化を推進するととも 療経費率は７対１看護による増収の影響もあ
に，前年度に引き続き市場価格を参考 り３９．８％となった。
に購入価格の低廉化に努める。

【１５７】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 管理的経費の削減・抑制を １．電子掲示板及びメールの活用，電子データ ・ 毎年度，Docu Share（文
推進する。 Ⅲ ファイル化により，紙媒体の資料の削減を行 書管理・活用ソフトウェア）

った。 の利用など，管理的経費の
削減・抑制を推進していく。

２．複合機（印刷，複写，スキャナー機能）を
導入し，印刷経費の節減を行った。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ Docu Share（文書管理・活用ソフトウェア）
講習会を開催し，回覧文書の電子化等につい
ての理解を促進した。
また，事務部門に属する廊下の清掃を，外

注から職員による清掃に切り替え，経費削減
を図った。

ウェイト小計
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上
(３) その他の目標
③ 附属学校に関する目標

１）大学・学部との連携・協力の強化に関する目標
中 ・ 学部のカリキュラムに密接に連携した実習や体験的学習の場を提供し，質の高い学校教員の養成に貢献する。

・ 大学・学部の教育研究に対して積極的に協力する。
期 ２）学校運営の改善に関する目標

・ 学部と附属学校園とが一体的に学校運営に当たる。
目 ・ 学校運営の改善に向けて授業や学校・学級運営に関する点検評価を実施する。

・ 地域における先導的教育基幹校園として，家庭・学校園・地域社会の支援要請にこたえる。
標 ・ 大学・学部との連携のもとに，幼児児童生徒の学校適応上の課題に対応する。

・ 幼児児童生徒の勉学，交通，その他学校生活全般における安全確保の体制を強化・充実する。
３）入学者選抜に関する目標
・ 多様な幼児児童生徒が入学できる入学者選抜方法を更に工夫する。

４）公立学校の教職員研修に関する目標
・ 大学・学部と連携して，公立学校教員の研修を支援する。

５）地域社会との連携・協力に関する目標
・ 地域社会における基幹学校園として，先導的な教育支援を促進する。

進捗 判断理由（計画の実施状況等）
中期計画 平成19年度計画 ｳｪｲﾄ

状況 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

１）大学・学部との連携・協力 （平成16～18年度の実施状況概略）
の強化に関する具体的方策 平成１６年４月，教育実習を専門に扱う教 ・ 平成１９年度に策定した

育実習部及び教員養成カリキュラムの検討を 「教育実習の参加要件等に
【１５８】 Ⅲ 行う教育企画部を設置し，以下の取組を行っ 関する指針」を基に，中央
・ 学部と連携して附属学校園 た。 教育審議会答申を踏まえた
を活用する教育実習プログラ １．平成１６年度，教育実習プログラムの改善 教育実習プログラムの整備
ムを整備する。 に向けて，学生・学部教員・附属学校教員の を行う。

三者を対 象とした教育実習プログラムに
関する意識調査を実施するとともに，実習の
実施方法の点検および評価方法の見直しを行
った。

２．平成１７年度，１年生前期開講の「教職概
論」を教職や教育実習プログラムの導入科目
として位置づけ，「参加・協働型の授業形態
の大幅な導入」や「附属学校教諭との座談会
の導入」などにより，講義内容・方法を改善
した。

３．平成１８年度，学部と６附属学校・園教育
実習担当者会議を開催し，基本実習前の指導
案作成指導及び授業参観の導入等の改善を図
った。

４．中央教育審議会答申「今後の教員養成・免
許制度の在り方」を踏まえ，「教職実践演習」
等の教員養成カリキュラム改善に向けた検討
を進めた。

【１５８－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 教員養成カリキュラム改善に向け， 【１５８－１】



- 118 -

山口大学
附属学校園を活用する教育実習プログ ・ 附属学校園において，教育実習プログラム
ラムの整備に取り組む。 の目標・運営・評価方法等の再点検を実施

し，特に評価基準を整備した。また，教育実
習の参加要件及び実習中の学生のトラブルへ
の対応等について検討を行い，「教育実習の
参加要件等に関する指針」を策定した。

【１５９】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 大学・学部との連携・協力 １．附属教育実践センターでは，【159】に示 ・ 毎年度，平成１９年度ま
のもとに，附属学校園をフィ した研究課題を含め，附属学校園をフィール でに達成済みの中期目標・
ールドとして，学力低下，学 Ⅲ ドとした学部・附属共同研究を公募し，延べ 計画を引き続き発展・充実
校適応などの今日的な教育課 ２８件の研究助成を行い実施した。これらの させていく。
題に関する研究を企画・実施 成果を『学部・附属教育実践研究紀要』及び
する。 『教育実践総合センター研究紀要』として発

行した。

２．研究成果のうち，光地区の「小・中連携教
育のグランドデザイン」に関しては，準備研
究段階を経て，２回の「初等教育・中等教育
研究発表大会」を開催した。

３．山口地区の「子どもの発達支援」に関して
は，課題整理及び準備段階を終えて，現状を
踏まえた連携支援システムを構築した。

【１５９－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 幼児・児童・生徒の学校適応や特別 【１５９－１】
支援教育に関する諸課題に附属学校園 学部教員と附属学校教員が協力して，以下
と大学・学部が協働して取り組む。 の活動を行った。

・ サイエンスクラブの授業実践を通した「理
科指導実践研究」の実施

・ 教職専攻の学生による学力補充支援事業
「放課後質問教育」の実施

・ 心理学専攻の学生による不登校生徒の訪問
学力補充支援事業の企画

・ 幼稚園教育における音楽教育の役割に関す
る調査研究

２）学校運営の改善に関する具 （平成16～18年度の実施状況概略）
体的方策 １．平成１６年度，学部と附属学校園との一体 ・ 毎年度，平成１９年度ま

的運営の推進のために，審議組織としての附 でに達成済みの中期目標・
【１６０】 Ⅲ 属学校運営委員会と業務実施組織としての附 計画を引き続き発展・充実
・ 学部と附属学校園が一体的 属学校部を設置し，以下の活動を行った。 させていく。
に運営に当たるための新たな
運営組織を設置する。 ①附属学校運営委員会を，毎年，前期と後期

の２回開催し，中期目標・計画の推進体制
の整備，各年度の計画の策定と実績評価を
行った。

②附属学校部では，山口地区４附属学校と光
地区２附属学校の共同研究について協議
し，研究課題を設定した。また，各年度ご
とに，共同研究を実施した。

２．平成１７年度教員養成GPに採択された「ち
ゃぶ台方式による協働型教職研修計画（取り
組み期間２年）」の実施と連動して，学部と
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附属学校園との一体的運営の効率化を図るた
め，遠隔講義，TV会議等のシステム整備を行
った。

３．附属学校の現状に対する理解を深めるため，
教育学部長等と附属学校教員との懇談会，学
長及び副学長による各附属学校の視察と懇談
会を実施した。また，山口地区附属学校園で
は「明日の附属を考える会」を発足させた。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ ３回の附属学校運営委員会を開催し，毎年
の通常の活動に加えて，附属学校教育職員の
人事評価制度の原案作成，学校教育法の改正
に伴う対応の検討及び人事・人材育成の観点
からの附属学校の活性化策の検討を行った。

【１６１】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 学校運営の改善に向けて自 ６附属学校園すべてに自己点検評価の組織 ・ 自己点検評価に関して，
己点検評価委員会を設置し， と，外部評価組織として学校評議員会を設置 毎年度，平成１９年度まで
運営評価システムを構築す Ⅳ し，以下の運営評価活動等を実施した。 に達成済みの中期目標・計
る。 ①学校評議員会では，学校の基本的な目標の 画を引き続き発展・充実さ

設定，教育課程や生徒指導・進路指導等に せていく。
ついて協議し，改善に取り組んだ。

②各附属校園において，学校運営評価のため
に生徒用，保護者用及び附属学校教員用の
評価項目を定め，評価を実施した。その評
価結果をもとに校務分掌の点検を行った。

③附属山口・光小学校，附属山口・光中学校
の４校で，全保護者を対象に, 学校評価
アンケートを実施し，学校運営の見直しを
行った。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．６附属学校園において，それぞれの計画に
沿って自己点検評価活動を実施した。

２．山口大学における人事評価制度構築の一環
として，「附属学校教育職員人事評価制度」
を策定した。また，一部試行（附属幼稚園，
附属特別支援学校）及び職員研修（附属山口
中学校）を実施した。

【１６２】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 地域における教育基幹校園 １．附属山口小学校は附属教育実践センターと ・ 毎年度，平成１９年度ま
として先導的な教育・研究を 共同で，『現職教員キャリアアップ支援事業』 でに達成済みの中期目標・
進め，それらの教育成果を家 Ⅲ の一環として，「夏期授業作りセミナー」を 計画を引き続き発展・充実
庭・学校園・地域社会に還元 実施し，3年間で延べ９００名の教職員の参 させていく。
する。 加を得た。

２．附属光小学校の現職教員及び同校の退職教
員が主催する『みたらい教師塾』を開講し，
地域の教員を対象とした「各教科・領域の授
業づくり実践的研修会」を開催，１２０名の
参加者を得た。また，「授業について語り合
う会ｉｎ光」を開催し，100名の参加者を得
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た。

３．附属特別支援学校では，「夏期公開講座（障
害理解とその教育的対応）」を開催し，50名
の参加者を得た。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．山口地区及び光地区の附属小・中学校では，
地域の学校教員を対象とした「授業づくり」
講座等の開催，公立学校等における研修会な
どへの指導助言者や講師の派遣を行い，多く
の参加者を得た。

２．附属幼稚園では，県，市の造形教育研修の
講師派遣，県視聴覚教育研究員の受け入れ，
「ちゃぶ台方式」自然体験活動指導者派遣，
県内幼稚園教諭の研修受け入れ等を行った。

【１６３】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 大学・学部との連携のもと １．児童生徒の学校適応上の課題に対応するた ・ 毎年度，平成１９年度ま
に，相談員を配置し，幼児児 め，平成１６年度から１８年度にかけて，心 でに達成済みの中期目標・
童生徒の学校適応上の課題に Ⅳ 理臨床相談員（臨床心理学専攻の大学院生） 計画を引き続き発展・充実
対応する。 の配置を増強し，１８年度には，山口地区及 させていく。

び光地区の全ての４附属小・中学校に配置し
た。相談員は，週１日か２日，担当学校にお
いて，登校しぶりや多動性のある子どもとの
面接及び学級参観を行い，担任教員と協議し
ながら対処法を検討して対応した。また，保
護者対象の教育相談にも応じた。

２．附属特別支援学校では，特別支援が必要な
子どもの発達支援センター「おあしす」を開
設し，附属学校における教室等巡回による支
援活動や担任・保護者への相談活動を実施し
た。

３．各附属学校では特別に支援が必要な児童生
徒について，職員研修会での事例検討，保護
者対象の教育相談及び学部教員や専門機関と
連携した就学指導支援を行った。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
全附属学校への心理臨床相談員を配置し，学

部や附属特別支援学校と連携して，以下の活動
を実施した。
１．心理臨床相談員による週１～２回程度のカ
ウンセリング活動

２．教育相談活動（保護者対象含む）
３．子供理解のための講演会等の研修会
４．事例研究会や保護者との話し合いの会
５．関係施設（白石小学校ことばの教室）との
連携による修学指導

【１６４】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 幼児児童生徒の勉学，交通， １．ソフト面の整備・充実 ・ 毎年度，平成１９年度ま
その他学校生活全般における Ⅲ ①災害時対応及び危機管理マニュアルの作成 でに達成済みの中期目標・
安全確保のために，教職員の （H16年度），危機管理システム及びマニュ 計画を引き続き発展・充実
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研修を進め，安全教育の充実 アルの点検（H17年度） させていく。
を図り，併せて施設・設備等 ②教職員及び保護者を対象とした「災害発生
の整備を進める。 時の緊急体制についての研修会」の実施

③教職員及び保護者を対象とした「心肺蘇生
法実技講習」並びに「ＡＥＤ講習会」の実
施

④幼児児童生徒対象とした災害時避難訓練，
不審者対応訓練等の実施（年間２〜５回）

⑤毎月の安全点検，学期ごとの安全確保及び
安全管理の点検を実施及び「ヒヤリ・ハッ
と事例」の取りまとめ⑥附属特別支援学校
では，起震車による地震体験学習会，通学
路の安全確保，地域のセーフティーネット
との連携協力及び校内巡視の実施

２．ハード面の整備・充実
①監視カメラの設置及び校門への警備員の配
置

②事務室の校門近くへ移設，事務室・教員室
への緊急連絡ブザーの設置，不審者対処用
のさすまたの購入，緊急ホイッスルの携帯
等（附属幼稚園・附属山口小学校）

③軽度身体障害の児童のためのエレベーター
設置及びトイレ等のバリアフリー化（附属
光小学校）

④携帯電話による緊急連絡網システム（ライ
ンネット）の開設と運用（附属幼稚園・附
属山口小学校）

⑤各附属学校の危険箇所の点検及び外壁剥離
危険箇所の事前撤去

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
各附属学校園では，以下の活動を実施した。

１．交通安全教室・交通安全指導の実施及び通
学路の安全点検・危険箇所の把握（特別支援
学校では平川地域セーフティネットとの連携
協力）

２．緊急時避難訓練，防犯訓練，防火訓練の実
施

３．救急救助法講習会，ＡＥＤ講習会等の実施

３）附属学校の目標を達成する （平成16～18年度の実施状況概略）
ための入学者選抜の改善に関 ・ 多様な幼児児童生徒の受け入れのため，各 ・ 毎年度，平成１９年度ま
する具体的方策 附属学校園では入学者選抜の資料収集を行っ でに達成済みの中期目標・

Ⅲ た。また，選抜方法の妥当性について，試験 計画を引き続き発展・充実
【１６５】 終了後の教員アンケート結果を基に職員会議 させていく。
・ 多様な幼児児童生徒の能力 で協議し，以下の入学者選抜方法の改善や検
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・適性に応じた教育実践・教 討を行った。
育研究を行うために，入学者
選抜時および在籍中の資料を ①附属幼稚園では一次選考を行動観察・保護者
蓄積する。 面談から抽選方式に変更した。

②附属山口小学校では志願者資格の居住地域枠
を広げた。

③附属光中学校では自己推薦入試を導入した。

④附属山口中学校では，オープンスクール及び
保護者に対する学校説明会を実施した。

⑤附属養護学校では，入学対象となる児童生徒
の範囲及び基準等に関する検討を開始した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 多様な幼児児童生徒の能力適性に応じた就
学指導体制及び幼・小・中一貫の就学体制の
検討，オープンスクール（附属山口中学校及
び附属光中学校）を実施した。

４）公立学校との人事交流に対 （平成16～18年度の実施状況概略）
応した体系的な教職員研修に １．各附属学校では，毎年の各附属学校の研究 ・毎年度，平成１９年度まで
関する具体的方策 成果を，学部教員と協働の研究発表大会の開 に達成済みの中期目標・計画

Ⅲ 催を通して公開し，公立学校等の教職員の研 を引き続き発展・充実させて
【１６６】 修を支援した。 いく。
・ 公立学校から派遣される教
員が学部の教育リソースを活 ２．各附属学校は，県内公立学校園の研修，教
用しうる体制を強化する。 育研究会等の指導講師として数多く教員を派

遣した。

３．各附属学校では，特に，以下の事業を実施
した。

①附属山口小学校では，附属教育実践総合セン
ターの教員と協働して，「夏期授業作りセミ
ナー」等の公立学校教員のキャリアアップ事
業を実施した。

②附属特別支援学校では軽度発達障害の教育相
談や短期教室を実施した。

③附属光小学校及び附属光中学校では，「小・
中連携のグランドデザイン」に関する研究成
果を，多くの公立学校等の教職員に対して，
『初等教育・中等教育研究発表大会』を通し
て提供した。

④附属幼稚園及び附属特別支援学校では，国立
山口徳地青少年自然の家と協働して，教員養
成GP事業「ちゃぶ台林間学校」を共催した。

⑤附属山口中学校では，公立学校教員の参加を
得て「中学校国語教材研究会」，「山口数学
教育勉強会」等を開催した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
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・ 各附属学校では，公立学校教員の研修機会
の提供のため，研究発表大会，公立学校への
研修会講師派遣，各種研修会の開催等に関し
て，それぞれ独自の企画を立て，公立学校教
員が活用し得る体制を強化した。

【１６７】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 公立学校から派遣される教 １．学部では，教育に関する実践的研究に関し ・ 毎年度，平成１９年度ま
員の大学・学部の教育研究活 Ⅲ て，広く，附属教員や公立学校教員との共同 でに達成済みの中期目標・
動への参画を促進する。 研究を進め，その成果を『研究論叢』として 計画を引き続き発展・充実

発刊した。 させていく。

２．附属教育実践総合センターの事業として，
教育学部教員及び附属学校教員との共同研究
を公募し実施した。

３．各附属学校では，学部と連携して，それぞ
れの研究大会や独自の多彩な研修企画に公立学
校教員の参加を促した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 附属光中学校では，公立中学校の教諭を各
教科３名ずつ研究協力員として選出し，協働
して研究を実施した。

【１６８】 （平成16～18年度の実施状況概略）
・ 山口県の研修機関と連携し １．平成１７年度，山口大学教育学部と山口県 ・ 毎年度，平成１９年度ま
て，研修のため派遣される公 教育委員会は，教員研修を両者の協働事業と でに達成済みの中期目標・
立学校の教員の実践的研修機 Ⅲ する内容を含んだ連携協定に関する覚書を締 計画を引き続き発展・充実
関として活用する。 結した。 させていく。

２．平成１６～１８年度に，現職教員を次のと
おり受入れ，スキルアップを行った。
①大学院教育学研究科（１４条特例適用）正
規学生：１４名

②科目等履修生：１０名

③教育学部研究生：理科教育（２名），学校
保健（４名），特別支援教育（１０名），
臨床心理（５名）

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
現職教員を次のとおり受け入れるととも

に，各附属学校園における，研究授業，研究
大会及び独自企画事業へ公立学校教員を受け
入れた。
・大学院教育学研究科 １４名
・科目等履修生 ５名
・教育学部研究生 ２０名

５）地域社会との連携・協力に （平成16～18年度の実施状況概略）
関する具体的方策 １．山口地区の附属学校園では，文部科学省指 ・ 毎年度，平成１９年度ま

定研究開発学校として，「幼小のなめらかな でに達成済みの中期目標・
【１６９】 Ⅲ 接続をめざしたカリキュラム」及び「保護者 計画を引き続き発展・充実
・ 山口地区においては「幼・ 支援プログラム」の研究開発を行い，研究大 させていく。
小・中連接」カリキュラムに 会において，特別セッションとして，展示発
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ついて研究し，光地区におい 表した。
ては「小・中連携」カリキュ
ラムについて研究する。附属 ２．光地区附属学校では，「小・中連携教育の
養護学校は，特別支援教育の グランドデザイン」の検討を進め，２回の「初
中核的機関として，関連諸機 等教育・中等教育研究発表大会」を開催した。
関を支援する。 第１回は５５０人，第２回は５６０人の一般

教員の参加者を得て，地域教育に貢献した。

３．山口県・山口市教育委員会及び山口県特別
支援教育研究連盟と連携し，「特別支援教育
研究協議会」を開催し，公開授業及び講演会
等を行った（外部参加者147名）。

４．附属特別支援学校では，平成１８年５月，
幼児教育相談室「わくわく」を開設し，毎週
金曜日の放課後，６名の幼児を対象に相談活
動及び療育活動を行った。また，軽度発達障
害相談室「芙蓉館」を開設し，定期教育相談
「のびのび」を実施し，延べ100件を超える
外来相談に応えた。

【１６９－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 特別支援教育の中核機関として附属 【１６９－１】
特別支援学校の機能充実を図る。 １．附属特別支援学校では，外部の３～５歳児

を対象とした幼児教育相談「わくわく」を毎
週金曜日に，児童生徒や保護者を対象とした
定期教育相談「のびのび」を毎週月曜日に開
設し，学部教員及び大学院性等と連携して，
相談活動や療育活動を行った。

２．「山口・防府地区特別支援教育進路指導等
懇談会」を実施し，３９０名の参加者があっ
た。

ウェイト小計
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項

Ⅰ 教育方法等の改善【平成19事業年度】 ４ 各法人の個性・特色の明確化を図るための組織的取組状況
１ 一般教養教育の指導方法改善のための組織的取組状況 １）本学の特色ある教育を充実発展させるため，全学的態勢の下でGood Practice
１）教養教育の到達目標（グラジュエーションポリシー（ＧＰ））７項目に沿った 等への積極的な申請を行っている。平成１９年度は下記の５件が採択された。
共通教育カリキュラムを策定した。それぞれの項目ごとに分野長をおき，教育改 ・[現代GP] 教職を目指す学生への実践型知財教育の展開 - 学生による指導案
善を推進した。英語分科会において，TOEICを活用したカリキュラムに基づき， と教材の開発及び検証を通した知財教育の展開 -
習熟度別指導方法の改善を実施し，平成２０年度共通教育カリキュラムを策定し ・[専門職大学院教育推進プログラム] ちゃぶ台型ネットによる理科教育支援計
た。 画

２）ＩＴ能力の一部として情報セキュリティ・モラルの内容をＧＰに明記し，それ ・[大学教育の国際化推進プログラム(海外先進研究実践支援)] 液体燃料適用マ
を実現するための全学的分科会組織を確立し，担当教員にＦＤ研修「情報セキュ イクロコンバスタの先導研究
リティ・情報モラルの教え方」への出席を義務づけた。 ・[社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム] 解析主導設計（ALD）を

３）問題解決能力・コミュニケーション能力・プレゼンテーション能力などの社会 活用した先進ものづくりを実現する体系的地域人材高度化教育
人基礎力育成を目標にした「基礎セミナー」を充実し，前後期開講を取り入れた ・[地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム] 大
ほか，指導方法を改善するために全学ＦＤ研修として『学生の意欲を喚起する「基 学院コースによる臨床研究支援人材の養成 －「臨床試験支援センター」を中
礎セミナー」の展開方法を学ぼう』をテーマとした講演会を実施した。 心として－

４）聴覚障害学生に対して，分かりやすい授業を実施するためのＦＤ研修を３回実 ２）平成１６年度に採択された特色ＧＰ「TOEICを活用した英語カリキュラム」と
施し（共通教育担当教員向け，全学向け，農学部教員向け），当該学生が優秀な して，以下の実績があった。また，事業の推進において明らかとなった課題点
成績を修めるとともに，授業方法の改善につながった。また，学生参加型の授業 を平成２０年度のカリキュラムにおいて改善を図った。
の設計や共通教育においてきめ細かな指導を行うためのティーチングアシスタン ・共通教育段階でのTOEIC平均スコアは，平成１９年度の１年次平均点は４４８
ト研修を実施した。 点であり，平成１８年度の４４９点とともに，平成１７年度以前より大きく

伸びている。プロジェクト初 期の平成１４年度から平成１６年度は４２０
２ 学部教育や大学院教育の指導方法改善のための組織的取組状況 点台であった。また，TOEICカリキュラム導入 前の平均３５０点(経済学部
１）ＦＤ委員会に研究科の委員が加わり，学生による授業評価を共通教育，学部専 の実績値）からは，約１００点の引き上げに成功した。
門教育及び大学院教育のすべてで実施するとともに，受講者から適切な回答が得 ・本学のTOEICカリキュラムは底上げ重視で成績上位者を伸ばす試みが遅れてい
られるように質問項目の表現などを全面的に見直した。 たが，工学部のアドバンスト授業として，ロンドン大学大学院への留学を目

２）教員授業自己評価について，「授業実施上の問題点・改善点」の項目を，学生 指す「平成の長州ファイブ・プロジェクト」を開設し，高年次生や院生の英
授業評価の結果とともに，教育貢献度評価に活用することとした。授業改善に利 語力引き上げに顕著な実績があった。
用するため，成績データの一元管理を実現し，さらに，各種データベースとのデ ・学長表彰の候補となる８６０点以上の高得点者は例年５名程度であったが，
ータリンクを強化するための取組を推進している。 平成１９年度は ９９０点得点者も含めて１３名と増し，表彰制度と教育改

善の積み重ねが結実しつつある段階と判断される。
３ 学部学生や大学院学生の成績評価方法等の改善のための組織的取組状況
１）学部・大学院を通じすべての授業について，授業及び研究指導の内容や目標， ５ 他大学等での教育内容，教育方法等の取組の情報収集及び学内での情報提供
成績評価方法を明記したシラバスを作成し，オンライン公開しており，目標設定 の状況
や成績評価方法の適切性は学生授業評価や教員自己評価を通じて継続的に改善し １）ＧＰフォーラム等に出席するほか，全国規模から中四国地区規模までの各種
ている。 大学教育研究会に出席し，他大学の取組情報を収集した。また，障害者支援や

２）学生の意欲や態度など情意的目標や向上目標などの達成度を客観的に測定し， 放送大学の活用などの具体的な課題について視察を行い，視察結果はすべて会
総括的評価に生かす方法や技術を共有するためのＦＤ研修を実施した。 議等で報告し，収集した書籍・報告書等はライブラリー化して全学利用に供し

３）厳格な成績評価を行うためには，期末試験を適切に実施する必要があるため， ている。
平成２０年度から成績配布時などに別途，期末試験に関するアンケート調査を実
施することとし，その内容を定めた。
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Ⅱ 学生支援の充実【平成19事業年度】 ２ 若手教員，女性教員等に対する支援のための組織的取組状況
１ 学生に対する学習・履修・生活指導の充実や学生支援体制の改善のための組織 １）若手教員の柔軟な発想のもとに取り組む教育研究活動を支援するため，新規
的取組状況 に採用された４０歳未満の任期付きの助教を対象に，若手教員研究スタートア
１）数学・物理・化学・生物及び英語について学習相談支援室を設置し，学生から ップの経費を措置した。
の質問や相談に応じた。また，計算機システムの適切な利活用を図るため，春と
秋にＰＣリフレッシュの実施や，システム利用の現状把握に努め，平成１９年度 ３ 研究活動の推進のための有効な組織編成の状況
は，共通教育棟の改修や理学部講義室の利用申請を受け，管理機能付きプリンタ １）学術研究の一層の推進を図るため，「山口大学の学術研究推進戦略のあり方
ーの移設を行った。 （プラン２００７）」を策定し，研究推進に関する全体計画，学術研究基盤整

備のあり方，社会貢献(産学連携)活動のあり方について，法人全体での取り組
２ キャリア教育，就職支援の充実のための組織的取組状況 みを明確にした。
１）学生に具体的なキャリアイメージを描かせ，教育目標を持たせるため，共通教
育科目「知の広場」において，各界で活躍中の多様な学識経験者を講師（卒業生 ４ 研究支援体制の充実のための組織的取組状況
４名を含む）として招きキャリア教育を実施した。 １）科学研究費補助金獲得支援のための講演会及び制度・申請に関する説明会を

催した。また，公的研究費の不正に関する通報窓口及び相談窓口を設置し，全
３ 課外活動の支援等，学生の厚生補導のための組織的取組状況 職員へ通知するとともに，科学研究費補助金説明会において，公的研究費の不
１）課外活動施設である第１体育館及び第２体育館の耐震補強を行った。また，文 正使用防止に関する啓発を行った。
化系サークル課外活動室内練習場を６教室から８教室に増加した。 ２）図書館では，コンソーシアム型の電子ジャーナルやデータベースなどを基盤

２）学生サービス充実のため学生支援課組織の見直しについて検討を行い，平成２ 雑誌１として位置づける方針を確立し，計画的に基盤整備を行っている。また，
０年度に経済支援係及び活動支援係を統合し，さらに，国際課学生交流係(留学 これらの資料を横断的に検索できるシステムを導入し，本学で購読契約してい
生担当)を学生支援課へ再編し，学生窓口の一元化を図ることとした。 る電子ジャーナルには本文に直接アクセスできるなど，利用者に対し利便性の

向上を図った。
４ 留学生に対する生活指導の充実や支援体制の改善のための組織的取組状況 ３）メディア基盤センターでは，講習会をeラーニング教材化して蓄積し，配信す
１）海外短期語学（英語，中国語，ハングル）研修を共通教育のカリキュラムとし るサービスを行っており，従来の機能を向上させた資料スライド動画コンテン
て，単位化を行うとともに，学生の派遣・受入れの支援に関して，「危機管理マ ツ作成ソフト（e-Class Navigator）を開発した。また，本学におけるe-learni
ニュアル」を整備し，海外短期語学研修派遣時に行う事前研修（説明会）におけ ng教材の効率的な運用を図るため，「教育目標」，「教育効果」及び「運用体制」
る危機管理説明の充実を行った。 等を検討する「ｅラーニング研究会」を立ち上げ，他大学の実状調査を行い本

２）留学生の住宅問題では，大学による機関保障を確立させ，地域留学生推進会議 学の実状に応じた検討を開始した。
WGを通して留学生の住宅事情を把握しながら相互のコミュニケーションネットワ
ークを形成し，より充実した住宅提供の機会を広げるようにした。また，卒業し
た留学生に関して，「Newsletter」の発行及び在学中の留学生のネットワーク化 Ⅳ 社会連携・地域貢献，国際交流等の推進【平成19事業年度】
へ着手した。 １ 大学等と社会の相互発展を目指し，大学等の特性を活かした社会との連携，

地域活性化・地 域貢献や地域医療等，社会への貢献のための組織的取組状況
１）山口県立山口図書館，山口大学図書館及び山口県立大学附属図書館では，館

Ⅲ 研究活動の推進【平成19事業年度】 種を越えたサービスを提供するため，平成１８年度に相互協力協定を締結した。
１ 研究活動の推進のための有効な法人内資源配分等の取組状況 平成１９年度においては，実効性の向上を図るため，週２回の運行による物流
１）学長裁量等経費において，基準支援額とともに科学研究費補助金獲得インセン 体制の試行，山口県立山口図書館貸出し図書の大学での返却，職員のスキルア
ティブ経費等を各部局長の裁量経費として配分し，各部局の独創的な研究の推進 ップを目指した相互研修等を行った
及び研究活動の活性化を支援した。 ２）図書館では，平成１９年度の企画展示「長州ファイブ」を山口市菜香亭や喫

２）研究特任教員，研究主体教員及びスーパー研究推進体の中期目標期間における 茶中原中也へ貸し出した。また，埋蔵文化財資料館においては，山口商工会議
認定数をそれぞれ６名，４０名及び６グループ以内とし，研究特任教員には継続 所主催の『山口お宝展』へ「やまぐち古代の七不思議」を出展するなど多くの
してポスドクを配置，研究主体教員には研究成果の公表に係る経費を支援及びス 企画展の開催や，宇部市地方史研究会が主催する『第２９回郷土を考えるシリ
ーパー研究推進体には研究資金を配分した。 ーズ展 古との出会い－埋蔵文化財展－』へ所蔵資料の貸出を行うなど展示へ

３）文理融合型の研究推進を図るため，時限付きの時間学研究所への重点化研究支 の協力を行った。
援として，研究推進経費を配分した。 ３）さらに，NPO法人『子どもとともに山口県の文化を育てる会』主催のイベント

「築窯ワークショップ～野焼き体験・古代人に挑戦」に参加し古代の土器焼成
方法の技術指導や，公開授業を開催するなど，一般市民の身近な文化活動拠点
として地域に公開し寄与している。
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２ 産学官連携，知的財産戦略のための体制の整備・推進状況 Ⅵ 「附属病院」について
１）平成２０年４月，「産学公連携・創業支援機構」を「産学公連携・イノベーシ １ 一般の病院とは異なる大学病院固有の意義・役割を含め，教育研究診療の質
ョン推進機構」に改編するため，同組織を中心に大学発ベンチャーの起業前支援 向上や個性の伸張，地域連携や社会貢献の強化，運営の活性化等を目指した特色
の体制を整え，ビジネスプランの策定支援，技術競争力確保を目的とした起業前 ある取組
研究開発資金の獲得支援，ビジネスインキュベーションスペースのレンタル等の 【平成16～18事業年度】
体制を強化し，同時に起業後の大学発ベンチャー企業の経営コンサルタント支援 １）平成１６年度，情報ネットワークによる医療連携が可能な医療機関の拡充の
の体制も整えた。 ために，山口県医療情報ネットワークとの間でセキュリティを確保した相互接
また，県内各市で開催される産学交流会（宇部市，下関市，岩国市，周南市等で 続を実現し、遠隔カンファレンスを毎週開催した。また、平成１７年度，山口
開催）に産学コーディネータを派遣して地域ニーズの把握に努め，技術相談から 県の医療情報ネットワークを活用し，本院の医療情報システムから山口県の医
共同研究に至るまでの様々な産学連携活動を進めた。 療情報ネットワークの情報の閲覧や，診療連携室での他診療機関からの患者紹

介のデータの授受を可能にした。平成１８年度に放射線科における健診時の画
３ 国際交流，国際貢献の推進のための組織的取組状況 像について相手側から発信できるよう支援を行った。
１）「山口国際協力の里ネットワーク」構想の具現化に向け，県内・近郊地域の産 ２）第三次救急機関として地域連携を推進し，ホットラインを通じ収容要請のあ
官学民が連携してアジア地域等の発展途上国のニーズに応えた技術を提供するこ った救急患者の受け入れ，救急患者の搬送中のデータ転送や緊急時の問い合わ
とを目的に，「国際協力の里ネットワーク」を形成した。参加団体や個人が持つ せなど，救急隊との連絡(メディカルコントロール)を本院・地域医療機関・自
技術，ノウハウを持ち寄り技術研修プログラム作りや現地での具体的な事業を企 治体・消防局との連携のもとに実施した。また，関連病院との連携により、多
画し，JICA等へ提案して事業受託を目指もので，参画団体の人材，技術，これま くの救急患者(80～100例／月)を受け入れることが可能となった。
での活動に関するデータ収集を開始した。 ３）心肺停止患者に対するメディカル・コントロールの事後検証を山口県内全域

２）国際貢献を戦略的に推進するための組織体制について検討を行い，平成２０年 で統一することを目指して，山口県救急事例検討会を開催し，啓発活動を進め，
度から，学長を本部長とする「国際戦略本部」を設置することとなった。また， 段階的に地域を拡大し，平成１８年度，ほぼ山口県全域において導入されるこ
国際戦略に関する企画及び立案を行うため，新たに，国際・社会連携担当学長特 ととなった。
別補佐を置き，同学長特別補佐を室長とする「国際戦略室」を組織した。留学生 ４）毎年度，地域医療機関及び教育機関から，看護師，薬剤師及び臨床検査技師
の派遣及び受入れを積極的に推進するため、国際センターを留学生センターへ再 を，また，山口県内各地の消防本部から，救急救命士を研修生として受け入れ
編するとともに，事務組織の見直しを行った。 た。

３）学生交流を推進するため，本学，中国・山東大学，韓国・公州大学校との３大 ５）平成１６年度から，看護部において他国立大学附属病院との人事交流を継続
学間の相互間交流を毎年，本学を会場に開催しており、東アジアの他大学が参画 的に実施するとともに，地域医療機関等からの看護師を研修生として受け入れ
できるよう覚書を交わした。平成１６年度から「国際環境シンポジウム」を実施 た。研修生には教育目標に合わせた研修計画を準備し，実践・評価し，人事交
しており，平成２０年度の第３回の開催に向けて，「地域・人・自然の共生を探 流者・研修生の両方から当院の看護上の問題点・教育上の問題点に対する意見
る」をテーマに定例会を催した。 をもらうなど，看護の質の改善に活かした。

Ⅴ 以上の事項に関する他大学等との連携・協力についての状況【平成19事業年度】【平成19事業年度】
１）山口県大学図書館協議会では，文献複写の即時入手が可能な「県域ＤＤＳ（ド １）以下の５項目を先進医療として推進した。
キュメント・デリバリー・サービス）」や，図書館相互の利便性の向上を図るた ○ 画像支援ナビゲ－ション手術（脳神経外科）
め「リテラシー教材の共有」のシステムを構築し，本格運用に向けた準備を行っ ○ 眼底三次元画像解析（眼科）
た。 ○ 一絨毛膜性双胎妊娠において発症した双胎間輸血症候群に対する内視鏡

２）平成１８年５月に県内１１の大学等機関による「大学コンソーシアムやまぐち」 的胎盤吻合血管レ－ザ－焼灼術（周産母子センタ－）
を発足しており，平成１９年度は，国際交流及び留学生関連の事業に対する支援， ○ 胎児心超音波検査（周産母子センタ－）
ＦＤ関連の研修会を共同開催するとともに，設立１周年を記念して『「やまぐち」 ○ 難治性眼疾患に対する羊膜移植術（眼科）
（山口県）で学ぼう』と題し，高校生，保護者及び教育関係者を対象としたシン
ポジウムを開催した。
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２ 特に，社会的・地域的なニーズや重要かつ喫緊の政策課題等への対応として顕 ４ 質の高い医療人育成や臨床研究の推進等，教育・研究機能の向上のために必
著な取組 要な取組。（教育・研究面の観点）
【平成19事業年度】 【平成16～18事業年度】
１）山口県がん診療連携拠点病院に平成１９年１月３１日付で認定されたことを受 １）集学的医療を実践するため，高セキュリティ化したネットワーク（集学医療
け，平成１９年度には県内の地域がん診療連携拠点病院の認定を受けている病院 ＬＡＮ）を構築し，各診療科の診療・検査・画像情報のデータベース化を進め，
とともに，「山口県がん診療連携協議会」及び「実務者会議」を開催した。 放射線画像を含む診療及び医事データとともに，集学医療ＬＡＮ上で利用でき

２）診療連携室のスタッフは平成１９年４月以来がん患者の相談に対応するために， る環境を整備した。
各地で行われている研修会に出席し，また四国がんセンターへの視察も行った。 ２）平成１６年度に治験管理センターを「臨床試験支援センター」に改組し，臨
現在，がん患者やその家族からのがん診療に関する相談は軌道にのり，相談の件 床試験・臨床研究等のサポートを行う体制を構築し，臨床試験の充実を図った。
数も増えている。 ３）コメディカルスタッフについて，国内外の講習会・研修会に積極的に派遣す

るとともに，（社）日本看護協会の認定看護師教育課程を受講させ，医療の知
３ 大学病院に関連する制度改正等の動向やその影響，或いは各々の地域における 識・技術の向上に努めた。
大学病院の位置づけや期待される役割など，病院の置かれている状況や条件等を踏 ４）臨床研修医の研修プログラムの充実のため，近郊の病院，開業医を訪問し，
まえた，運営や教育研究診療活動を円滑に進めるための様々な工夫や努力の状況 研修プログラムへの参加，協力の要請を行った。平成１８年度には，２協力病
【平成16～18事業年度】 院，８研修施設（総合病院），２開業医が新規に参加した。
１）患者相談支援体制を充実するため，医療相談を行う患者相談室に加えて，平成 ５）EPOC（オンライン臨床研修評価システム）に参加し，研修項目，内容，達成
１７年度に診療連携室を設置し，地域医療機関との連携の推進及びがん治療の相 度等全研修医の評価を公平に行うことが可能となった。また，指導医養成講習
談を行った。また，平成１８年度に，セカンドオピニオン外来を設置し，患者の 会を平成１６年１１月に開催するとともに，研修医医療安全マニュアルを作成
症例相談に対応できる体制を整えた。 した。

６）平成１６年度間の研修に対する感想，意見を研修医から聞くための懇談会を
【平成19事業年度】 開催（平成１７年２月及び３月）した。また，平成１７年３月に実施した研修
１）平成１８年度の診療報酬改定で新設された「入院患者７人に対し看護師１人」 医及び指導医のアンケートの実施結果より，平成１８年度から２年目必修科目
の新基準について，特定機能病院としての使命を果たすため、この看護体制への の研修期間を２回に分け，実施した。これにより，１回の研修期間に受け入れ
移行が必要と判断し，平成１９年４月，１２０名（増員分６３名）の看護師を採 る研修医数を半数にでき，よりきめ細かい指導が可能となった。
用した。

２）平成２０年４月から脳血管疾患等リハビリテーション料算定基準（Ⅰ）を満た 【平成19事業年度】
すため，理学療法士３名，作業療法士１名の募集を行った。 １）臨床研究実施に係る基盤整備の一環として，平成１９年度大学改革推進等補

助金（医療人GP）に採択され，本年度より臨床研究支援人材養成のための大学
院コースを設置した。また，医療施設運営費補助金（治験拠点病院活性化事業）
にも採択され，地域における治験活性化への取り組みにも着手した。

２）研修医に対するコミュニケーション法の教育として，模擬患者の協力を得て，
患者からの質問への対応の仕方（がんの告知など）についての実習などを行
った。また，大学病院と研修病院の医師を対象に一泊二日の臨床研修指導者講
習会を開催した。

３）社団法人日本看護協会の認定看護師に４名（救急看護，がん化学療法，小児
救急，新生児集中ケア）が認められ，各部署で専門性を活かし，質の高い看護
ケアを実施するとともにスタッフ教育を行っている。また，２名（乳がん看護，
摂食・嚥下看護）が研修を終えた。
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５ 質の高い医療の提供のために必要な取組。（診療面の観点） ６ 継続的・安定的な病院運営のために必要な取組。（運営面の観点）
【平成16～18事業年度】 【平成16～18事業年度】
１）総合診療部を中心に各診療科と連携して，患者の身体及び精神状態，さらに背 １）民間シンクタンクによる病院経営分析により，各部署毎にアクションプラン
景因子を踏まえた全人的な診療（プライマリ・ケア）を行っている。プライマリ を作成し，診療科毎に平均在院日数及び紹介率等の経営指標に対する目標数値
・ケアのあり方を患者事例をもとに検討し，患者と医療人の良好な関係を構築す を設定して，現状の把握を行い，改善に取り組んだ。
るための内容を卒後臨床研修に加えた。 ２）病院長を中心に，「病院戦略会議」において，経費の節減及び自己収入の増

２）女性専用外来において，女性に対する総合診療，健康・運動指導，栄養指導及 加のための取 組を進め，医療経費率は，平成１６年度４１．４％，平成１７
び排尿障害指導を実施した。また，研究推進体を組織し，性差に基づいた女性の 年度４１．１％，平成１８年度４０．５％と抑制し，特に平成１８年度は，診
ための予防健康医学の研究を推進している。 療報酬改定（マイナス３．１６％）のなかでの改善を行った。

３）医療職員等の専門性及び特殊性を鑑みかつ医療技術者として優秀な人材の安定 ３）医薬品及び医療材料の購入価格の改善を進め，平成１８年度には，公的病院
的な確保を図るため，平成１７年４月から「任期付職員」の採用システムを導入 の医療材料の購入価格の情報を収集し，それを基に業者との価格交渉を実施し
し，平成１９年４月１日現在で２０４名（うち看護職１８７名）在職している。 て，約５，０００万円の節減を行った。

４）専門知識・能力を有する優秀な人材を確保するため，ソーシャルワーカー及び ４）病棟再編成検討ワーキンググループの答申に基づき，病床の整備を計画的に
医療事務職員の公募を行い，平成１８年４月，医療事務職員を医事課に選考採用 進めており，平成１８年度に外来腫瘍治療ベッドを８床から１２床に，また，
した。 無菌病床を４床から７床に増床した。また，周産母子センターのGCU（Growing

Care Unit）５病床を新設した。さらに，自己収入の増加のため，病床の再編を
【平成19事業年度】 行うとともに，差額病床の料金の見直しを行った。
１）救急病床を増床し，救急患者の収容を円滑にした。 ５）平成１５年度にME（Medical Electronics）機器センターを設置し，平成１６
２）女性診療外来担当者を対象としたセミナーを開催するとともに，女性医療研修 年度に施設整備を行い，集中管理体制を整え，医用機器の集中管理を段階的に
プログラムを作成した。 進め，業務の効率化を図った。

３）女性外来受診者を対象としたニーズ調査を行った。また，代替医療（受診患者
対象メーク教室，乳癌手術後患者対象のリンパマッサージ）を患者サービスとし 【平成19事業年度】
て新たに加えた。 １）各診療科等の平成１９～２１年度のアクションプランについて，診療科長等

に対して病院長ヒアリングを実施し，目標数値等の見直しと，最低限必要な機
能・機器の整備を行い，平成１９年度の増収を図った。

２）包括医療に対応したより適正な平均在院日数を実現するため，クリニカルパ
スを各科２件以上を整備し，一部実施するとともに，併せて７対１看護に対応
した病床稼働率も維持するため，看護部に担当副看護部長を置く等，ベッドコ
ントロールにも配慮している。

３）医療機器の集中管理推進のため，改正医療法に則した内容で中央管理機器(輸
液・シリンジポンプ，低圧持続吸引器，ＡＥＤ，除細動装置，人工呼吸器)に関
する保守管理歴を一元化した。また，改正医療法に則し，院内既存のＭＥ機器
のリストアップ作業を行い，保守管理計画を立てた。
なお，これらの取組により，国立大学法人評価委員会からの「附属病院の医療
機器一元化等による効率化を速やかに進めるなど，運営充実に向けたさらなる
取組が期待される。」との評価を大学運営に反映させた。
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Ⅶ「附属学校」について
１ 教育学部と附属学校との共同研究の取組状況
【平成16～18事業年度】 【平成19事業年度】
１）毎年度，附属学校園を活用した研究を２０～３０件，学部・附属学校園との共 １）教育実習を実施した本学部学生数は３７３名，そのうち，附属学校園で実施
同研究を１５～２０件実施しており，その成果は「学部・附属教育実践研究紀要」 した者は２３５名であった。
等で公刊しており，「文学指導」，「国際理解学習」，「実験装置の改良」，「鑑賞指
導」，「ものづくり教材開発」及び「保護者サポートシステム」等，多様な取組
を行った。 ３ 教育研究成果の地域への還元

２）平成１７年度から，附属学校園を単位として「幼稚園におけるカリキュラム」， 【平成16～18事業年度】
「創造的な授業づくり」，「小中連携カリキュラム」及び「知的障害児の進路学 １）中期計画として「地域における教育基幹校園として先導的な教育・研究
習」等のテーマで，附属学校園との共同研究を実施し，これらの研究活動から， を進め，それらの教育成果を家庭・学校園・地域社会に還元する。」として
日本の幼児教育をリードする「保護者サポートシステム」も生まれている。 おり，附属学校園を活用した研究の成果及び学部・附属学校園の共同研究の成

果を，公立学校教員等を対象とした様々な活動を通じて，地域に還元した。
【平成19事業年度】
１）附属学校園を活用した研究は３２件，うち附属学校との共同研究は１４件とな 【平成19事業年度】
っており，主なものとしては，「テニスの歴史を学ぶ体育授業の試み」（附属 １ ）各附属学校園では、地域教育委員会等からの短期研修生，県視聴覚教育研究
光中学校），「中学校体育授業における動作学習の試み」（附属山口中学校），「自 員及び県内幼稚園教諭の受入，市の造形教育研修への講師派遣並びにちゃぶ台
己を表現したくなる授業の創造−教師に求められる授業力−」（附属山口中学校） 方式」自然体験活動指導者の派遣を行った。
がある。 ２）附属特別支援学校では、幼児教育相談「わくわく」及び小・中・高の児童

生徒や保護者を対象とした定期教育相談「のびのび」を毎週実施した。また、
２ 附属学校を活用した教育実習の取組状況 「山防地区特別支援教育進路指導懇談会」を実施した。
【平成16～18事業年度】
１）山口大学教育学部は，教員養成における教育実習の重要性に鑑み教員免許法で
定められた期間を超えて，各年次に以下の実習を必須として実施しており，この
他に，介護等体験実習（１週間：社会福祉関係施設）を行っている。
○２年次：参加実習（２日間：附属特別支援学校）及び参観実習（２日間：附属

学校園）
○３年次：基本実習（３週間から７週間（多くのコースで５週間）：附属学校園）
○４年次：応用実習（２週間：公立学校）

２）教育実習の特色は，①全ての学生に対して，特別支援を要する児童生徒との触
れ合いを通じて理解を深めていること，②教科教育コースについて，小学校と中
学校の両方の附属学校において実習をさせていること，③附属学校以外の一般の
公立学校の経験をさせている点である。
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Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅳ 短期借入金の限度額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額 なし
３７億円 ３７億円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等

により緊急に必要となる対策費として借り入れ により緊急に必要となる対策費として借り入れ
ることも想定される。 ることも想定される。

Ⅴ 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

附属病院の基幹・環境整備に必要となる経費の なし なし
長期借入に伴い，本学病院の敷地及び建物につい
て，担保に供する。

Ⅵ 剰余金の使途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は，教育研 決算において剰余金が発生した場合は，教育研 教育環境の改善・整備及び研究活動等へ117,921,641円を充て
究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 た。

山口大学
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Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源

総額 施設整備費補助金 総額 施設整備費補助金 総額 施設整備費補助金
・附属病院基幹・ ９３７ （５０１） ・総合研究棟改修 １，１８９ （１，１２７） ・総合研究棟改修 １，１８９ （１，１２７）
環境整備 船舶建造費補助金 ・校舎等改修 船舶建造費補助金 ・校舎等改修 船舶建造費補助金

・小規模改修 （ ） ・事務局庁舎等改 （ ） ・事務局庁舎等改 （ ）
・災害復旧工事 長期借入金 修 長期借入金 修 長期借入金

（４３６） ・小規模改修 （ ） ・小規模改修 （ ）
国立大学財務・経営セン 国立大学財務・経営セン 国立大学財務・経営セン
ター施設費補助金 ター施設費補助金 ター施設費補助金

（ ） （ ６２） （ ６２）

（注1）金額については見込みであり，中期目標を達成するために 注）金額については見込みであり，中期目標を達成するために必要
必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽 な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合等を
度合等を勘案した施設・設備ｎ改修等が追加されることもあ 勘案した施設・設備の改修等が追加されることもある。
る。 「施設整備費補助金」のうち，前年度よりの繰越額１，１２７

（注2）小規模改修について１７年度以降は１６年度同額として試 百万円
算している。
なお，各事業年度の施設整備費補助金，船舶建造費補助金，

国立大学財務・経営センター施設費交付金，長期借入金につ
いては，事業の進展等により所要額の変動が予想されるため，
具体的な額については，各事業年度の予算編成過程等におい
て決定される。

○ 計画の実施状況等

総合研究棟改修：小串地区及び常盤地区において耐震改修工事を予定どおりに実施。

事務局庁舎等改修：事務局庁舎・第２武道場等の耐震改修工事を予定どおりに実施。

小規模改修：吉田地区教育研究実験棟等外壁改修工事・生活排水処理施設屋上防水改修
工事等について予定どおりに実施。

山口大学
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Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

・ 中長期的な人事計画を定め，全学的に適切な人 ・ 平成１８年度に立案した人件費削減計画に基づ １．総人件費改革の実行計画を踏まえて，平成１８年度
員（人件費）管理を行う。 き，人件費抑制を実施し，平成１９年度については， に人員削減計画の見直しを行い，計画どおり人員削減

概ね１％の人件費削減を行う。 を実施して，平成１８年度人件費予算相当額（人件費
３目相当）に対して概ね１％，約１億４,７００万円の
人件費の削減を行った。

２．教員については，「学長運用ポスト」の概ね１％を
人件費削減に充てた。

３．事務系職員の人件費削減計画に基づき，平成１９年
度分として９名の削減を行った。

・ 教員の採用に当たっては，原則として公募制と ・ 部局等毎に，公募の状況等について引き続き調査 １．教員の流動性の向上を図るため，また，女性及び外
する。 するとともに，平成16年度からの調査結果の活用に 国人の登用を進めるため公募制を導入しており，平成

ついて，引き続き検討を行う。 １８年度に引き続き，部局等毎に公募状況の調査を行
い，女性及び外国人の応募者数を把握し，調査結果を

・ 教員人事のヒアリングにおいて，公募制を積極的 分析した。
に導入するよう要請する。 ２．各年度ごとに実施している教員人事計画に関するヒ

アリングにおいて，公募制の導入状況及び女性等の登
用について，情報交換をし，必要に応じ積極的導入の
要請をした。

・ 多様な専門的知識を有した事務職員の養成及び 【平成１８年度に引き続き継続実施した項目】 １．職員の資質向上を図るための平成19年度学内研修実
確保のために，職務に応じた学内外の研修制度を 施計画に基づき，階層別研修，専門研修及びスキルア
設けるとともに，国，地方公共団体，民間等との ップ研修を実施するとともに，学外で実施される多様
人事交流を推進する。 な研修に職員を派遣した。

２．昨年度に引き続き，新規採用職員研修終了後，実施
報告書を作成して各部署の長に配付し，今後の指導・
育成に活用できるようにした。また，同研修において
は，先輩職員を演習等に参加させることにより，受講
生のモチベーション向上を図るとともに，先輩職員の
ブラッシュアップを図った。

３．人材養成のための研修の体系化を図るべく「事務系
職員研修体系構築タスクフォースチーム」を立ち上げ，
「事務系職員人材育成プログラム（新たな研修体系編）」
の中間まとめを行った。

山口大学
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○ 別表１（学部の学科、研究科の専攻等の定員未充足の状況について）

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×１００ 工学部（昼間）
【学士課程】 (人) (人) (％) 機械工学科 ３５０ ４３６ １２５
人文学部 社会建設工学科 ３２０ ３４５ １０８
人文社会学科 ３８０ ４２７ １１２ 電気電子工学科 ３２５ ３７１ １１４
言語文化学科 ３６０ ３９０ １０８ 機能材料工学科 ２３５ ２７７ １１８

感性デザイン工学科 ２０５ ２５４ １２４
教育学部 応用科学科 ３６０ ３８８ １０８
学校教育教員養成課程 ４００ ４９０ １２３ 知能情報工学科 ３１０ ３３９ １０９
実践臨床教育課程 ８０ ９２ １１５ 循環環境工学科 ５５ ６６ １２０
情報科学教育課程 １６０ １８５ １１６
健康科学教育課程 １６０ １７１ １０７ 工学部（夜間）
総合文化教育課程 １６０ １７７ １１１ 機械工学科 １０ １０ １００

社会建設工学科 ４０ ３２ ８０
経済学部 電気電子工学科 １０ １６ １６０
経済学科，経営学科，国際経済 ３８５ ４１０ １０６ 知能情報システム工学科 ４０ ４６ １１５
学科，経済法学科，観光政策学
科，商業教員養成課程（１年次） 農学部
経済学科（２～４年次） ２８５ ３３４ １１７ 生物資源環境科学科 ２００ ２２５ １１３
経営学科（２～４年次） ３９０ ４３４ １１１ 生物機能科学科 ２００ ２１８ １０９
国際経済学科（２～４年次） １７０ １７８ １０５ 獣医学科 １８０ １９２ １０７
経済法学科（２～４年次） ２１５ ２７３ １２７
観光政策学科（２年次） ６０ ６８ １１３ 学士課程 計 ８，０２０ ８，９６６ １１２
商業教員養成課程（２～４年次） ３５ ３２ ９１

【修士（博士前期）課程】
理学部 人文科学研究科
数理科学科 ２００ ２３６ １１８ 地域文化専攻 ８ １８ ２２５
自然情報科学科 ２００ ２４７ １２４ 言語文化専攻 ８ １３ １６３
化学・地球科学科 １４０ １６３ １１６
物理・情報科学科 １２０ １２７ １０６ 教育学研究科
生物・化学科 １６０ １５９ ９９ 学校教育専攻 １８ ３７ ２０６
地球圏システム科学科 ６０ ７１ １１８ 教科教育専攻 ６４ ５７ ８９

医学部 経済学研究科
医学科 ５５０ ５６８ １０３ 経済学専攻 ３２ ３９ １２２
保健学科 ５１０ ５１９ １０２ 企業経営専攻 ２０ ２７ １３５

山口大学



- 135 -

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×１００ 【博士（博士後期）課程】
(人) (人) (％) 医学系研究科（博士課程）

医学系研究科（博士前期課程） 高次統御系専攻 ２４ ２５ １０４
応用医工学系専攻 ６８ ５１ ７５ 器官病態系専攻 ２６ １２ ４６
応用分子生命科学系専攻 ６０ １１９ １９８ 分子制御系専攻 ３４ ６２ １８２
保健学専攻 ２４ ３１ １２９ 環境情報系専攻 ８ １５ １８８

システム統御医学系専攻 ３４ ２０ ５９
理工学研究科 情報解析医学系専攻 ３６ ３１ ８６
機械工学専攻 ７２ ８５ １１８
社会建設工学専攻 ７２ ６３ ８８ 医学系研究科（博士後期課程）
感性デザイン工学専攻 ６０ ５３ ８８ 応用医工学系専攻 ４４ ４９ １１１
数理科学専攻 ３２ ３１ ９７ 応用分子生命科学系専攻 ２０ ３３ １６５
物理・情報科学専攻 ４０ ４８ １２０ 保健学専攻 ５ ７ １４０
地球科学専攻 ２４ ２８ １１７
物質化学専攻 ７２ ８９ １２４ 理工学研究科
電子デバイス工学専攻 ８４ ７２ ８６ 物質工学専攻 ９ １１ １２２
電子情報システム工学専攻 ７６ １００ １３２ システム工学専攻 ６ ２１ ３５０
環境共生系専攻 １００ １０６ １０６ 設計工学専攻 ７ ８ １１４

自然共生科学専攻 ８ ２２ ２７５
農学研究科 環境共生工学専攻 １３ １２ ９２
生物資源科学専攻 ６８ ７２ １０６ 物質工学系専攻 １６ １４ ８８

システム設計工学系専攻 １８ １８ １００
情報・デザイン工学系専攻 １８ ９ ５０

修士課程 計 １，００２ １，１３９ １１４ 環境共生系専攻 ２０ １２ ６０
自然科学基盤系専攻 １４ １０ ７１

東アジア研究科
東アジア専攻 ３０ ４３ １４３

連合獣医学研究科
獣医学専攻 ４８ ９７ ２０２

博士課程 計 ４３８ ５３１ １２１

【専門職学位課程】
技術経営研究科
技術経営専攻 ３０ ４６ １５３

専門職学位課程 計 ３０ ４６ １５３
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山口大学

○ 収容定位屋に関する計画の実施状況等

１．全体的な状況
学士課程，修士課程，博士課程及び専門職学位課程ごとの収容定員に対して，

学生の充足率が９０％以上となっており，国立大学法人としての使命を果たして
いるものと判断している。

区 分 収容定員 学 生 数 収容定員充足率

学 士 課 程 ８，０２０人 ８，９６６人 １１２％
修 士 課 程 １，００２人 １，１３９人 １１４％
博 士 課 程 ４３８人 ５３１人 １２１％
専門職学位課程 ３０人 ４６人 １５３％

２．学部の状況
学科単位の収容定員充足率は，夜間主コースを除き，９１％～１２７％となっ

ている。これは，卒業時の教育の質を保証するため，各学部では進級条件を定め
ており，これに到達できない学生が留年している状況にあるためである。また，
入学定員割れを生じさせないため，過去の入学辞退者の状況から判断し入学定員
より多くの合格者を出し，入学者数の確保に努めているが，入学辞退者の人数は
予想し難く，結果的に入学定員より入学者数が多い状況にある学科もある。留年
に対する対策としては，各学部において，カリキュラムの見直し，少人数教育の
実施，教育指導の徹底を進めることとしている。

３．研究科の状況
大学院への入学希望者が多く，また，各研究科において，一定水準以上の学力

を有する優れた学生については，入学定員を超えて入学させているため，収容定
員充足率が高い傾向にある。各研究科においては，大学院設置基準で定められた
教員数以上の教員を配置しており，このことにより，教育の質を保証している。
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○ 定員超過率が130％以上の学部，研究科に関する主な理由

＜人文科学研究科＞ ＜技術経営研究科＞
○平成１６年度（定員充足率 175％） 産業競争力の中核は「イノベーション」の創出であり，わが国の産業はキャ

人文科学研究科に入学する学生は，本学人文学部卒業生の割合が高く，公 ッチアップ型からフロントランナー型への転換が求められている現状である。
務員志望者，教員免許上位資格取得希望者，学芸員資格取得希望者，及び関 また，大学は自らイノベーションを創出できる人材を育成することを産業界
連する分野の研究希望者等，本研究科の設置目的に相応した高度専門職業人 等から強く求められると同時に，イノベーション創出において，技術と経営の
を目指して進学を希望する成績優秀者が多かった。 両方の観点からマネージメントできる人材教育を強化することが求められてい
また，私費外国人留学生２名が入学し，研究科として国費留学生を含めると る。
６名の留学生が在籍した。 このようなニーズに応えるため，本研究科は平成１７年度の開設以来，教育

課程の構成や履修指導等に特色を十分に発揮してきた結果，本研究科のアドミ
○平成１７年度（定員充足率 238％） ッションポリシーに合致した優秀な社会人が数多く入学志願するようになって

平成１６年度と同様の状況がさらに進み，入学生の数が増えた。また私費 きた。我が国におけるＭＯＴ教育はまだ普及・啓発の時期であるため，教育の
外国人留学生が２名入学し，研究科として大学間学術交流協定での私費外国 質が保証できる範囲内（収容数／専任教員が４以下）であれば，優秀な人材を
人留学生を含めると７名の留学生が在籍した。 受け入れるべきだと判断し，平成１９年度の定員超過率が150％となったもので

ある。
○平成１８年度（定員充足率 200％）

平成１６，１７年度と同様の状況が続いた。但し，言語文化専攻１年生は，
定員内に収めることができた（３名）ものの，前年度に比べると私費外国人 ＜連合獣医学研究科＞
留学生の入学者（３名）が増え，研究科として５名の留学生が在籍した。 １．連合獣医学研究科は「博士（獣医学）」を輩出する４年制の課程であり，

国立大学法人では，東京大学，北海道大学，岐阜大学の連合獣医学研究科
○平成１９年度（定員充足率 163％） と当大学院のみである。

平成１９年度は，平成１８年度までの状況が大きく変わり，入学生の数は ２．当大学院は西日本唯一の獣医学研究科であり，近年は留学生（大部分は
定員内に収まるまでに減少し，研究科全体として定員充足率は依然大きいが 国費留学生）や社会人の受験者が増加している。
改善が見られる。 ３．連合獣医学研究科では４大学合計で，教授の主指導教員（Ｄマル合教員）
また，人文科学研究科の研究に興味を示す留学生が年々増加傾向にあり， ４７名，准教授の主指導教員２２名を擁し，研究指導体制に十分余力があ

平成１９年度は私費外国人留学生が８名入学し，研究科として国費留学生を るため，入学希望学生が基準以上の学力を備え，研究遂行能力があり，か
含めると１１名の留学生が在籍した。 つ，充分な研究指導が行えると判断した場合は，積極的に学生を受け入れ

ている。
収容定員と比較すると，本研究科の設置目的に相応した高度専門職業人を ４．今後の対応として，修業年限内で修了させるよう研究指導・論文指導を

目指して進学を希望する者が国内外を問わず多いため，定員充足率が大きい していく。また，適正な入学定員の維持に努める。
が，改善傾向にあることも申し添えたい。

＜農学研究科＞
○平成１６年度
収容定員 ６８名 収容数 １０３名
超過率算定の対象となる在籍学生数 ９４名 定員超過率 １３８％
１．大学院生１名につき指導教員３名体制（主指導教員１名，副指導教員２名）
で指導にあたっているが，若干強の収容定員を超えても現行の教員で十分指
導できる体制が確保できる。
２．社会のニーズが高度な技術力を求めていることに伴い，大学院を志願する
学生も増加傾向であるとともに入学試験の成績も優秀であり，若干強の収容
定員を超えても指導が可能であると判断した。
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